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決算審査特別委員会会議録 

 

平成２７年１０月８日 木曜日 

  午前１０時００分開議 

  午後 ５時０７分閉議（実時間３３６分） 

                              

○本日の会議に付した案件 

１．議案第９２号・平成２６年度八代市一般会

計歳入歳出決算ほか１１件 

                              

○本日の会議に出席した者 

委 員 長  矢 本 善 彦 君 

副委員長  島 田 一 已 君 

委  員  友 枝 和 明 君 

委  員  中 村 和 美 君 

委  員  中 山 諭扶哉 君 

委  員  福 嶋 安 徳 君 

委  員  堀 口   晃 君 

委  員  前 垣 信 三 君 

委  員  前 川 祥 子 君 

委  員  村 川 清 則 君 

委  員  山 本 幸 廣 君 

 

※欠席委員         君 

                              

○委員外議員出席者中発言の許可を得た者 

               君 

                              

○説明員等委員（議）員外出席者 

 監査委員       江 﨑 眞 通 君 

 会計管理者      中 村 伸 也 君 

 農林水産部 

  農地整備課長    潮 﨑   勝 君 

  水産林務課長    沖 田 良 三 君 
 
  水産林務課副主幹兼 
            中 川 順 一 君 
  水産係長 
 
 
  農業振興課長兼 
            山 本   誠 君 
  食肉センター場長 
 
 
 

  農業振興課主幹兼 
            豊 田 浩 史 君 
  園芸畜産係長 
 

  農林水産政策課長  小 堀 千 年 君 

 経済文化交流部長   池 田 孝 則 君 

  経済文化交流部次長 水 本 和 博 君 
 
  経済文化交流部理事 
            桑 原 真 澄 君 
  兼国際港湾振興課長 
 

  観光振興課長    岩 崎 和 也 君 

  商工政策課長    川 野 雄 一 君 

 建設部長       市 村 誠 治 君 

  建設部次長     閘   賢 一 君 

  土木課長      松 本 浩 二 君 
 
  建設部理事兼 
            鶴 山 信 一 君 
  建設政策課長 
 

 総務部長       坂 本 正 治 君 

  総務部次長     丸 山 智 子 君 
 
  総務部理事兼 
            東 坂   宰 君 
  危機管理課長 
 

 教育部長       宮 村 博 幸 君 
 
  教育部総括審議員兼 
            釜   道 治 君 
  次長 
 

                              

○記録担当書記     岩 﨑 和 平 君 

            土 田 英 雄 君 

 

（午前１０時００分 開会） 

○委員長（矢本善彦君） はい。皆さんおはよ

うございます。（｢おはようございます」と呼

ぶ者あり） 

 定刻となり、定足数に達しておりますので、

ただいまから決算審査特別委員会を開会いたし

ます。 

                              

◎議案第９２号・平成２６年度八代市一般会計

歳入歳出決算ほか１１件 

○委員長（矢本善彦君） それでは、これより

議案第９２号から同第１０３号まで、すなわち

平成２６年度八代市一般会計歳入歳出決算及び

同各特別会計歳入歳出決算の１２件を議題とい

たします。 
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 本日は、議案第９２号・平成２６年度八代市

一般会計歳入歳出決算のうち、歳出の第６款・

商工費、第７款・土木費、第１０款・災害復旧

費中、建設部関係分及び第１２款・諸支出金

中、建設部関係分、第８款・消防費、第９款・

教育費、第１０款・災害復旧費中、教育部関係

分、第９款・教育費中、経済文化交流部関係分

について審査を予定しておりましたが、昨日の

審査において、議案第９２号・平成２６年度八

代市一般会計歳入歳出決算のうち、第５款・農

林水産業費及び第１０款・災害復旧費中、農林

水産部関係の質疑が途中でありましたので、よ

って、本日、本件について質疑の続きから行い

たいと思います。御協力をよろしくお願いいた

します。 

 それでは、第５款・農林水産業費及び第１０

款・災害復旧費中、農林水産部関係分について

質疑を行います。 

○委員（島田一己君） はい、委員長。 

○委員長（矢本善彦君） 島田委員。 

○委員（島田一己君） 昨日、各排水機場の時

間という資料、提出をお願いしていましたとこ

ろ、提出がございましたので、これについて御

説明をよろしくお願いしたいと思います。 

○農地整備課長（潮﨑 勝君） はい。 

○委員長（矢本善彦君） 潮﨑農地整備課長。 

○農地整備課長（潮﨑 勝君） はい。おはよ

うございます。（おはようございます」と呼ぶ

者あり）農地整備課の潮﨑です。 

 今お手元に市内の１４排水機場の運転時間の

表並びに下のほうには土地改良区が所管いたし

ます大きい排水機場、大硴と流藻川のデータを

提示しております。資料の２枚目にはですね、

農地整備課が所管いたします市内の各排水機場

の地図並びに土地改良区の位置図を添えてござ

います。 

 それでは簡単に説明をさせていただきます。 

 市内の１４排水機場ございますが、表の米印

のところにありますように、南部排水機場は隣

の明治新田３号という排水機場も一緒に管理し

ておりますので、表には１３排水機場が載って

ございます。 

 排水機場の特徴をまず申し上げますと、鏡支

所のですね、硴原から下の両出、塩浜、それか

ら千丁の３つ、この５つは大鞘川水系へ吐き出

す排水機場と思っていただければ結構でござい

ます。それ以外はおおむね海岸べたの一番末端

のところにある排水機場です。この表からも、

一番末端側の排水機場のほうが運転時間が、各

年度多くなってございます。それから大鞘川に

出す排水機場５つにつきましては、河水の水位

の取り決めがございますので、各運転時間が多

少少なくなっている状況でございます。 

 それから本庁管理の郡築でございますが、郡

築には下の表の大硴排水機場、こちらのほう

が、主に回すという漁協さんとの取り決めでで

すね、海岸への負荷がかからない排水機場です

ので、こちらをメーンに動かしている状況でご

ざいます。 

 各年度ごと、年の降水量を記載してございま

すので、年間の降雨量に対して稼働時間もそれ

ぞれ多くなっているという状況でございます。

それから、海岸にある排水機場につきまして

は、おおむね樋門が閉じたときから運転すると

いう期間がございます。ですから、１日最大干

満の差、最大１日で１２時間動かすのが最大で

はなかろうかと思っておりますので、その時間

を考えていただければ年間の稼働日数も計算が

されると思いますが、このようにかなり年の降

ったときに稼働時間が多くなるという傾向はお

のずとわかろうかと思います。 

 以上でございます。 

○委員（島田一己君） 委員長。 

○委員長（矢本善彦君） 島田委員。 

○委員（島田一己君） はい。ありがとうござ

いました。この表を見てみますと、かなり多く
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のところ、平均時間ですね、あるようでござい

ますけれども、運転手の方々もですね、自分の

仕事をなされて、この運転ということになって

おるかと思いますけれども、ぜひ、これは意見

ですけれども、運転手の方々にですね、御配慮

をよろしくお願いしたいというふうに思いま

す。 

 以上です。 

○委員長（矢本善彦君） はい。次。 

○水産林務課長（沖田良三君） はい、委員

長。 

○委員長（矢本善彦君） あ、ちょっと待って

ください。（｢よかですか、継続のやつが」と

呼ぶ者あり）ええ。はい。すいません。誰かこ

れは。あ、沖田水産林務課長。 

○水産林務課長（沖田良三君） おはようござ

います。（｢おはようございます」と呼ぶ者あ

り）水産林務課の沖田でございます。 

 はい。きのうに引き続きまして、さかもと温

泉センタークレオンの太陽光発電と木質バイオ

マスボイラー導入後の費用対効果について御説

明いたします。 

 まず、木質バイオマスボイラー導入に係る燃

料コストでございますが、４月のオープンから

８月までの５カ月間のボイラーに係る燃料費で

ございますけれども、重油と木質ペレットの累

計使用量は、重油が３万３８００リットル、平

均単価６７.６円で２３１万８０００円でござ

います。また、木質ペレットでございますが、

使用量５万２２００キロ、５２.２トンでござ

いますが、単価３８円で２１４万２０００円。

燃料費の合計が４４６万円の使用実績となって

おります。 

 前年度の５カ月間の使用量を見てみますと、

重油が５万６１００リットル、平均単価９６円

で５４０万円となっております。比較をいたし

ますと、期間合計で９４万円の減、月平均では

１８万８０００円の減となっております。 

 続きまして、電気使用料でございますが、同

じく本年度４月から８月までの５カ月間の電気

使用料が累計で３４０万７０００円、２６年度

同時期が３６４万４０００円で、比較いたしま

すと、期間合計で２３万７０００円の減、月平

均で４万７０００円の減となっております。 

 また、今回の木質バイオマスボイラーの導入

は、平成２６年３月に策定をいたしました八代

市木質バイオマス利活用計画に基づくもので、

木質バイオマス利活用の意義といたしまして、

１点目に、これまで放置されておりました林地

の残材等を資源として有効に活用し、森林整備

を推進することで林業の振興と中山間地域の活

性化を図ることや、水源涵養などの森林が持つ

公益的機能の発揮に資すること、２点目が、高

騰しておりました化石燃料にかわるエネルギー

源として、燃料コストの縮減を図ること、３点

目に、新たな再生可能エネルギーとして、二酸

化炭素排出抑制による地球温暖化の防止に貢献

することなどが大きな柱となっております。 

 また、導入に当たりましては、環境省補助で

あります再生可能エネルギー等導入推進基金事

業を活用したもので、事業の採択要件に定めら

れております避難所や防災拠点における災害時

に必要な再生可能エネルギーや未利用エネルギ

ーの導入として、ボイラー建屋など一部対象外

施設もございますけれども、１０割補助という

非常に有意な事業であったことから、今回の整

備に至ったところでございます。 

 以上です。 

○委員（堀口 晃君） 委員長。 

○委員長（矢本善彦君） 堀口委員。 

○委員（堀口 晃君） はい。ありがとうござ

いました。きのうとは比較にならないくらい明

快な答えでございまして、納得したところで

す。 

 月、大体今のところ１２万円ということで、

１年間トータルしてどのくらい変わったかとい
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うことをまたお知らせいただきたいというふう

に思いますが、少なくともバイオマスボイラー

をつくった、またペレットを使っていくってい

う状況の中においては、費用対効果というより

も自然エネルギーを使っての環境に優しいとい

うふうなところが費用対効果ではかれないとこ

ろもあるっていうことでございますね。はい。

了解しました。 

○委員長（矢本善彦君） はい。 

○委員（堀口 晃君） はい。じゃ、委員長。 

○委員長（矢本善彦君） 堀口委員。 

○委員（堀口 晃君） はい。同じようなこと

で、木質の関係なんですが、１０５ページの緑

の産業再生プロジェクト推進事業ということ

で、この中においては、今後は不要ということ

で、平成２６年度で完了っていうことになって

おります。この中において、日本製紙の木質バ

イオマス、――先ほどと変わらない部分なんで

すが、それについて補助額が、かなりの補助額

が出てるというふうに思っています。７億４４

００万円ですよね。この中でですね、補助額は

別として、この木材の消費についてどのように

変わってきたのか。この木質バイオマスをつく

ることによって、この八代産材の木材の消費に

ついてはどのように変わってきたのか。その辺

をちょっとお聞かせいただきたいと思うんです

が。 

○水産林務課長（沖田良三君） はい。 

○委員長（矢本善彦君） 沖田課長。 

○水産林務課長（沖田良三君） はい。まず、

この事業でございますが、今年度までは基金を

活用した事業で県のほうが補助をしてきたとこ

ろでございます。で、それが今年度から交付金

事業に移行をするということで、この基金事業

については今年度限りでございますが、来年度

以降も同じような事業を展開していただくよう

に要望もしておりますし、また、交付金での対

応というようなところで今県のほうも動いてい

るというような状況でございます。 

 それと、木材の利用に関してでございます

が、日本製紙のほうでも、年間１１万立米ほど

の間伐材等を使用します。間伐の促進等にも非

常に役に立つものでございまして、イコール森

林整備につながるところでございまして、日本

製紙のバイオマスも含め、木質バイオマスボイ

ラーも含めて、今まで使われていなかった未利

用材等の利用も需要がふえてきているというよ

うな状況の中で、質問にはございませんが、う

ちも木の駅プロジェクトということで、効果的

な集材のシステムを構築しまして、７月から運

用をしているところでございますが、状況とし

ましては、今１０の個人、法人含めて１０の方

が加盟いただいておりまして、今現在で２６０

トンほど材が集まっております。 

 で、今まで関心のなかった方も、ああ、間伐

材がお金になるんだということで関心を持たれ

ておりますので、年間目標１０００トンを目標

にしておりますが、目標達成もできるのではな

いかというふうに今期待をしてます。で、山の

ほうも今活発に動きが出てきたところではある

と感じております。 

 はい、以上です。 

○委員（堀口 晃君） はい、わかりました。

はい、委員長。 

○委員長（矢本善彦君） 堀口委員。 

○委員（堀口 晃君） はい。ありがとうござ

いました。もう私が何を言うこともございませ

ん。以上です。 

 次、いいですか。 

○委員長（矢本善彦君） 堀口委員。 

○委員（堀口 晃君） はい。次ですね、３つ

目なんですが、１１０ページ、栽培漁業振興事

業、２４００万円が上がってるところなんです

が、アユ、ウナギ、ヒラメ、それぞれのところ

で、稚魚とかですね、稚エビ等の購入という部

分がありますが、もうすぐすぐ成長できるもの
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と、収穫できるものとできないものというふう

にあると思うんですけども、漁獲高という部分

について、今までの推移ですね。この２４００

万を使って、それぞれ漁獲高が上がって、漁業

を営んでる人たちが収益が上がってるかどうか

っていうことについてお聞かせいただきたいと

思います。 

○委員長（矢本善彦君） 沖田課長。 

○水産林務課長（沖田良三君） はい。それで

は、海面漁業におきます漁獲量の推移というこ

とでお答えをいたします。 

 平成１９年度から統計調査による数字が出て

おりますが、平成１９年度で９１０トン、それ

以降ですね、平成２２年まではおおむね９００

トンから１８００トンということで推移をして

おりますが、２３年度、御存じのように、大雨

によりましてアサリが死滅したということがご

ざいまして、２３年度に４４７トンに激減をし

ております。それだけアサリの漁獲が減ったと

いうことでございますけれども、その後も同程

度の数字、もしくは若干減少気味で今推移をし

ているところでございます。 

 で、アサリにつきましては、放流、３年間放

流事業を行ってきましたけれども、なかなか漁

獲にまで結びつかないということで、つくり育

てる漁業ということで、ケアシェルネット、も

しくは被覆網ということで、稚貝を集めて、稚

貝を保護しながら漁獲に結びつけるというよう

な事業を今展開をしております。 

 具体的には、昨年度、約２２トンのアサリの

漁獲がございました。今年度にも期待をしてい

たところですが、昨年度は、１０月以降、貝が

いなくなったということで、原因のほうが詳細

にわかりませんけれども、まだ漁獲として漁業

者が実感できるような水揚げはないという状況

でございます。 

 ただ、最近の状況を聞いてみますと、稚貝の

ほうがかなり漁場のほうに今見受けられると。

爪の大きさぐらいということでございますけれ

ども、少なからず母貝を今までケアシェルで育

ててきたやつが、資源としては回復しつつある

のかなというふうに今感じているところでござ

います。 

 以上です。 

○委員（堀口 晃君） はい、委員長。 

○委員長（矢本善彦君） 堀口委員。 

○委員（堀口 晃君） はい。今アサリのほう

のお話をいただいたんだろうというふうに思い

ますけども、あとアユであったりとか、ウナギ

であったり、ヒラメ、そしてクルマエビ、そう

いったものの部分については、漁業のされてる

方々の収益についてはどうなんでしょうか。 

○委員長（矢本善彦君） 中川水産林務課副主

幹兼水産係長。 

○水産林務課副主幹兼水産係長（中川順一君）

 おはようございます。（｢おはようございま

す」と呼ぶ者あり）水産林務課、中川です。 

 御質問がございましたアサリ以外の漁獲につ

きましては、これも国の統計データではござい

ますが、近年、例えば、コノシロとかでござい

ますと、先ほどございましたとおり、昨年度の

漁獲量が、八代市の場合、大体３００トンとい

う中で、大体このコノシロが３分の１、大体１

００トンぐらいを占めると。 

 で、近年、やはり顕著にあらわれております

のが、エビ類、クルマエビ等の漁獲、わずかな

がら揚がってはおりますけれども、統計上ゼロ

というのが続いているというところでございま

す。例えば、２５年度でしたら、アシアカエ

ビ、――クマエビですが、こういったのが数百

キロですね、こういうのが漁獲には揚がってお

るというところでございます。 

 その他については、アサリ以外、特段平均的

に揚がっておるというところですが、全体的に

漁獲量自体は少なくなっているというところで

す。 
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 また、全国的な漁労所得というのも、近年横

ばい、もしくは低下しておるところでございま

して、これも平成２５年度の漁業経営調査とい

うのございますが、漁労所得が大体２００万と

いう、――これ漁船漁業になりますけれども、

２００万程度となっておるところでございま

す。 

 八代市におきましては、今各漁協で、今後５

年間で所得を１０％上げようという浜の活力再

生プランというのを策定されておるところです

が、この中で、各漁協で１経営体当たりの大体

所得を推計されておりますけれども、この全国

平均に比べるとですね、大変低いというような

状況になっておるところでございます。 

 以上です。 

○委員（堀口 晃君） はい、委員長。 

○委員長（矢本善彦君） 堀口委員。 

○委員（堀口 晃君） はい。決算にもありま

すように、２４００万を投じてですね、なかな

か漁業をされる方々についての実入りにはなっ

ていないというのが現状だろうというふうに思

います。何が原因でどういうふうなことなのか

っていうことをもう少しやっぱ研究してです

ね、漁業をされてる方々の、――今先ほど５年

間で１０％のアップというふうにおっしゃいま

したけども、底辺におる状況の中で１０％アッ

プしたって一緒ですんで、全国平均のその２０

０万という部分に目標を置いてですね、ぜひ担

い手も含めた形での収入アップにつなげていた

だけるように頑張っていただきたいというふう

に思います。 

 じゃ、委員長、はい。 

○委員長（矢本善彦君） 堀口委員。 

○委員（堀口 晃君） はい。すいません。最

後でございます。 

 １０６ページ、有害鳥獣被害対策事業。ま

ず、その有害鳥獣被害の現状についてお話をし

ていただいた後に、どのような効果があってる

のかということをお話をいただきたいというふ

うに思います。 

 １７４２万５０００円ですかね。１７００万

使って。で、昨年も２１００万ぐらい、で、こ

としの当初予算も１７００万でありますけど

も、被害が減っているのか、ふえているのか、

その辺も含めてお願いしたいと思います。 

○水産林務課長（沖田良三君） はい。 

○委員長（矢本善彦君） 沖田課長。 

○水産林務課長（沖田良三君） はい。それで

は、まず、被害の状況についてお答えをいたし

ます。 

 農業被害の推移でございますが、地区は熊本

県内ということでお願いをいたします。平成２

２年度以降、２３、２４と減少傾向ではありま

したが、平成２４年度に２２４４万８０００

円、それと、すいません、これ鹿の被害でござ

います。すいません。それと、２５年度になり

ますと、若干ふえまして、４０３０万３０００

円が農業被害として上がっております。 

 それと、林業被害でございますが、林業被害

につきましては、平成２１年度で、すいませ

ん、これは面積でございますが、１０２９ヘク

タール、林業被害ということで山地被害ありま

したけれども、それ以降、若干ではございます

が減少傾向で、平成２５年度で７５８ヘクター

ルの林業被害ということで県のほうが取りまと

めております。 

 で、実際そういう被害がある中で、有害鳥獣

捕獲対策、今実施しているところでございます

が、猟友会の方を中心に駆除を行っていただい

ておりまして、現在、実施隊員数が平成２５年

度で１５７名、２６年度１５２名で、高齢化と

ともに若干減少しているところではございます

が、平均年齢も６７歳ということで、高齢化も

進みつつある中で、一生懸命取り組んでいただ

いております。 

 それと、平成２６年度から事業のほうが変わ
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りまして、これまで鹿８０００円の補助であっ

たものを２６年度から１頭当たり１万３０００

円ということに増額をいたしまして、集中的に

取り組んだ結果、捕獲のほうが、捕獲数が、平

成２６年度では、有害鳥獣捕獲、――特に鹿で

ございます、２３３５頭。平成２５年度、前年

度が１７２６頭ですので、増額とともに駆除意

欲も湧いてきて、かなりな頭数を今頑張ってと

っていただいているというような状況でござい

ます。 

 ただ、まだ適正な生息数にはほど遠い状態

で、まだまだ頭数、かなりな頭数がおるという

ことで、これからもまた引き続き重点的に取り

組んでいきたいと考えております。 

 以上です。 

○委員（堀口 晃君） はい。委員長。 

○委員長（矢本善彦君） 堀口委員。 

○委員（堀口 晃君） はい。今先ほど御説明

いただいた中に、県内というふうなくくりでお

話をいただいたような気がするんですが、八代

市の被害という部分での数字というかデータと

いうのはお持ちではないんですか。 

○委員長（矢本善彦君） 沖田課長。 

○水産林務課長（沖田良三君） はい。一応集

計はとってあるそうですが、すいません、ここ

にちょっと持ってきてなかったということで、

後ほど提示させていただければと思います。す

いません。 

○委員（堀口 晃君） はい。委員長。 

○委員長（矢本善彦君） 堀口委員。 

○委員（堀口 晃君） はい。一般財源から１

５００万ぐらい出しているわけなんで、八代市

の被害がどうなのか、減っているのか、ふえて

いるのかという。ここで、もしもこれでも足ら

ないという部分になるなら、やっぱり予算をふ

やしてですね、する必要があるんだろうと思

う。 

 で、ことしの当初予算も１７００万て、２６

年と２７年と余り変わらない状況がある。で、

これでもまだまだ足りないんです。まだ被害が

たくさん出てきてるんですって言えば、やっぱ

もう少し対策が必要だろうというふうに思った

もんですから、今その被害状況と今その結果と

いう部分をお聞かせいただいたところです。よ

かったら、また今後ともですね、取り組んでい

ただきたいというふうに思ってます。 

 以上です。 

○委員長（矢本善彦君） よかかい。 

○委員（堀口 晃君） はい。 

○委員（福嶋安徳君） はい。 

○委員長（矢本善彦君） 福嶋委員。 

○委員（福嶋安徳君） はい。やっとで回って

まいりました。（委員堀口晃君「すいません」

と呼ぶ）（笑声） 

 一応、端的に３つ伺います。 

 ９４ページのですね、トマトの黄化葉巻、果

樹振興対策事業のこの黄化葉巻に対しての黄色

板の補助はやっておられるのか。 

 それと、１０９ページの、今お話がありまし

たように、漁場環境の保全事業について、この

漁場環境、今それぞれ、何ていいますか、漁獲

高が相当落ち込んでいる中に、この漁場の環境

整備等はどういうふうになされているのか。補

助金等がありますけれども、環境保全につい

て、八代海の環境整備がどのように行われてい

るのか。今、クルーズ船を着港させるために、

もうマイナス１４メーターしゅんせつされてい

るんですけれども、それに合わせた事業でです

ね、やはりこの八代海の環境整備をやるべきじ

ゃないかなというふうに考えております。 

 といいますものも、今数年の間にですね、八

代海をずっと松合地区から天草方面に行く中で

八代海を眺めてみますなら、もう、しまになっ

て赤潮になっているちゅう。もう全面的ですも

んね。で、ああいう状況ちゅうとはどのように

して、今まで見たことない海の赤さですね。そ
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ういったところをどのように解決していくの

か。こういうのは、もう県とですね、いろいろ

話をしながらどんどん進めていくべきじゃない

かなというふうに思います。そうしないとです

ね、やはりいかに養殖事業等も含めて、ほか

の、何といいますか、魚類にしましても、アサ

リにしましても、あのような状況ではほとんど

できないんじゃないかなというふうに考えられ

ます。そういうのも含めて説明していただきた

いというふうに思います。 

 それと、３つ目が栽培漁業の振興事業で、ア

ユの取引が、アユの稚魚の導入がなされており

ます。この八代のアユの事業と氷川漁協のほう

のアユ漁に対して、稚魚の導入に対しての価格

差があるように伺っております。そういう関係

者の中からですね、なぜそういう姿になってい

るのかというのを一応問い合わせているという

ことがございましたので、その３点についてお

伺いいたします。 

○農業振興課長兼食肉センター場長（山本 誠

君） 委員長。 

○委員長（矢本善彦君） 山本農業振興課長兼

食肉センター場長。 

○農業振興課長兼食肉センター場長（山本 誠

君） はい。おはようございます。（｢おはよ

うございます」と呼ぶ者あり）農業振興課の山

本でございます。よろしくお願いします。 

 トマト黄化葉巻病対策の粘着シートの設置経

費の補助につきましては、平成２５年度で終了

しております。ただし、その後、２６年、そし

て本年につきましては、トマト黄化葉巻病の啓

発チラシ等を作成、４万９０００部印刷をいた

しまして、市報等に折り込みまして啓発をして

いる状況でございます。 

 以上です。 

○委員（福嶋安徳君） はい。 

○委員長（矢本善彦君） いいですか。福嶋委

員。 

○委員（福嶋安徳君） そのままそこでおられ

て結構ですので。 

 ２５年で終了というのは…… 

○委員長（矢本善彦君） 課長、もうそんまま

おんなっせ。 

○委員（福嶋安徳君） ２５年で終了と言われ

るのは、それは今この黄化葉巻が撲滅したわけ

ですか。それで終了なんですか。今それぞれも

うこの黄化葉巻にとっては、栽培者の方々は相

当気を使っていろいろと対策をやっておられる

んですけれども、どのような姿で終了なされた

のか。（｢しない理由を言わないかぬたい。し

ない理由は」と呼ぶ者あり） 

○農業振興課主幹兼園芸畜産係長（豊田浩史

君） はい。 

○委員長（矢本善彦君） 豊田農業振興課主幹

兼園芸畜産係長。 

○農業振興課主幹兼園芸畜産係長（豊田浩史

君） はい。農業振興課、豊田です。よろしく

お願いします。 

 トマト黄化葉巻病の粘着シートの補助につい

ては、平成１４年度から平成２５年度まで実施

してきたところです。この間、防除対策という

ことで、生産者に対してですね、防除に対する

意識の啓発もあわせて行ってきておりました。 

 それで、その一つとしまして、６月２０日か

ら８月２０日までの２カ月間をですね、毎年、

トマト栽培自粛期間。トマトがあることによっ

てタバココナジラミが次作へ生き延びてしま

う。ですから、その間トマトが市内からなくな

れば、コナジラミの生息環境もなくなるという

ことで、これらをまず取り組みましょう。 

 それと、栽培終了後は、完全にハウス内でト

マト残渣を処分してください。蒸し込んで処分

してくださいということですね。とあわせまし

て、周辺の除草作業。 

 それと、一般家庭へのトマト栽培をできれば

自粛もお願いしたいところですけれども、感染
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の疑いがあるトマトに対しては、早目に防除し

てください。実際、農家の方が一般家庭に伺っ

て防除をお願いされたということもございま

す。 

 そういった地域の取り組みもありまして、こ

こ近年ですね、黄化葉巻病の発生率、２３年度

が７.７％でちょっと大きくなりましたが、そ

の後、２４年度１.４％、２５年度４％、２６

年は０.７％という発生率に低調に推移してき

ております。発生率が１４％を超えるとちょっ

と危険水域になりますが、そこまでは及んでい

ない。やはり農家さんの意識がかなり高まった

こともあると思います。 

 ただ、１つ懸念されますのが、現在、黄化葉

巻病の抵抗性品種が導入されております。で、

それの導入比率が６１％となっております。た

だ、導入されてない農家さん、こちらもいらっ

しゃいます。導入されないで、在来の食味のい

い品種をつくりたいというトマト農家さんもい

らっしゃいまして、そこに対する被害がです

ね、ちょっと一部で昨年度出てきております。

で、今後はそういった方々への対策もちょっと

検討していかなければならないのかなというと

ころで、防虫ネットなどですね、そういったも

のの整備についてもですね、ちょっと検討され

ていただきたいかなというところで考えている

ところでございます。 

 以上でございます。 

○委員（福嶋安徳君） はい。 

○委員長（矢本善彦君） 福嶋委員。 

○委員（福嶋安徳君） はい。やはり防除対策

がスムーズに進んきたということで、そこのと

ころはひとまず安心だろうと思いますけれど

も、最後にそう言われました、少し心配な面が

あるというのを。そういったところから、また

コナジラミができてくるという可能性がありま

す。もうそこのところですね。やはり今小さい

ときから撲滅に向けての対策というのは必要だ

ろうと思います。そういったところはよろしく

お願いしたいというふうに思います。 

 それと、先ほど１０９ページの栽培、環境保

全、環境整備ですたいね。漁場の環境整備、そ

れについてお願いします。 

○委員長（矢本善彦君） 沖田課長。 

○水産林務課長（沖田良三君） それでは、漁

場の環境保全についてお答えをいたします。 

 漁場の環境保全につきましては、平成１９年

度から、県営事業ではございますけれども、荒

瀬ダムの堆積砂を利用した覆砂事業を実施して

きたところで、今年度で一応事業は完了という

ことでございますが、これまでに覆砂した面積

が３８ヘクタールございます。その成果が出て

ないと、漁獲に結びついていないというところ

はございますけれども、少しずつ漁場の環境を

改善するための事業ということで取り組んでる

ところでございます。 

 また、漁協さんにおきましても、浮泥の除去

のための作澪などにも取り組んでおられますの

で、若干なりとも改善はされつつあるのかなと

いうふうには感じております。 

 以上です。 

○委員（福嶋安徳君） はい。 

○委員長（矢本善彦君） 福嶋委員。 

○委員（福嶋安徳君） そのままでよかです。

（水産林務課長沖田良三君「はい」と呼ぶ） 

 今、沖田課長は、今八代海の夏場のあの赤潮

の変化というのはよく見ておられますか。 

○水産林務課長（沖田良三君） はい。 

○委員長（矢本善彦君） 沖田課長。 

○水産林務課長（沖田良三君） はい。（委員

福嶋安徳君「あれを見てどのように思われます

か」と呼ぶ）はい。赤潮につきましては、近年

頻繁に発生をしている状況ということで、逐一

市のほうにも報告が参ります。で、実は、先

月、台風の後だったでしょうか、鏡のカキ養殖

いかだ等も含めまして、災害調査に出かけたと
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きも、赤潮の発生を目視したところでございま

すが、発生の理由といたしましては、私たちが

こうですという答えはちょっとできませんけれ

ども、その辺は県の水産研究センター当たりの

情報をいただきながら、また、漁協のほうには

赤潮発生の情報は随時ファクス等で情報を提供

しておりますので、その辺で対応を今している

というのが実情でございます。 

 以上です。 

○委員長（矢本善彦君） 福嶋委員。 

○委員（福嶋安徳君） やはり八代だけでです

ね、この環境整備を、ああいった大きな事業に

対して、もう八代だけではとても無理だろうと

思いますので、頻繁にですね、やっぱり県との

駆け引きをですね、お願いというですかな、そ

ういった面をですね、どんどんやっていかない

と、ちょっとのことでもう、ある程度八代でで

くっとでしょうていう形のもとでおざなりにな

ってしまいますならば、いつまでたったって、

この環境保全なり環境整備はできないと思いま

すね。 

 そういった関係からしますならば、早目にや

っぱ何が原因かというのを水産試験場等も関係

しながらですね、相談しながら、やっぱより早

く解決していかないと、いかにアサリをまいて

も、稚貝をですな、まいても、なかなか着床し

ないというのが一番生産者の方々が心配してお

られますので、そういったところはですね、ほ

かの魚もとれぬごつなりよるけんですね、そう

いった面も早く環境整備に取りかかってほしい

なと思います。 

 それと、先ほどアユの価格の差ですたいね。

八代と氷川町のアユの価格差というのはどう、

八代の場合、安うして、氷川町には高く売ると

いうのが、鹿児島からこれはとりよっとですか

ね。そういったところを少し教えてください。 

○水産林務課長（沖田良三君） はい。 

○委員長（矢本善彦君） 沖田課長。 

○水産林務課長（沖田良三君） はい。八代市

が実施しております栽培漁業の事業での放流で

ございますけれども、これにつきましては、氷

川漁協さん、球磨川漁協さんに放流分について

は入札にかけておりまして、実績を見てみます

と、単価は同一、――その時期によって若干は

違うかもしれませんが、２６年度におきまして

は、同じ単価で市のほうは放流をしておりま

す。 

 以上です。 

○委員（福嶋安徳君） はい。 

○委員長（矢本善彦君） はい、福嶋委員。 

○委員（福嶋安徳君） はい。同じ、放流時の

入札単価はそうかもしれませんけども、なぜそ

ういった話が出てくるんでしょうね。八代市が

この価格でとった場合、それを今度は氷川町に

流していくときなれば、価格が変わっていくと

いうようなことでお聞きしましたけれども、そ

ういった面があるんですか。 

○水産林務課長（沖田良三君） はい。 

○委員長（矢本善彦君） 沖田課長。 

○水産林務課長（沖田良三君） はい。市が行

います事業につきましては、直接業者からの仕

入れて放流する際は、職員が自ら行って放流を

しておりますので、漁協さんに渡るときに幾ら

になったとか、そういうのは市としての放流分

についてはないと。直接業者と市の取引という

ことになっておりますので、もしかしたら漁協

さん独自の自主放流分で単価が違うということ

はあるかもしれません。はい。そこはちょっと

把握をしておりません。 

 以上です。 

○委員（福嶋安徳君） はい。 

○委員長（矢本善彦君） 福嶋委員。 

○委員（福嶋安徳君） はい。じゃあ、そこら

あたりも少し調査しとってください。お願いし

ます。 

 はい。以上です。 
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○委員（村川清則君） はい。 

○委員長（矢本善彦君） 村川委員。 

○委員（村川清則君） はい。８７ページの青

年就農給付金について、ちょっと参考までに教

えてください。経営開始型だけの申請ですけれ

ども、準備型はなかったのかということと、経

営開始型で農家出身者の割合、またその年代、

２０代が何人とか３０代以上が何人とか、また

女性はいらっしゃらなかったのかというような

ことも参考までにお願いします。 

○委員長（矢本善彦君） 小堀農林水産政策課

長。 

○農林水産政策課長（小堀千年君） 準備型に

つきましては、実際、受けておられる方はござ

いますが、これは市を通っていきません関係か

ら、ちょっと把握ができてない状況でございま

す。 

 それと、年齢別の構成につきましては、ちょ

っと今、手元に年齢を記した資料を持ってきて

おりませんもんですから、済みません、後ほど

出させていただければと思います。 

 それと、女性につきましてでございますが、

女性につきましては、２７年度に入りまして１

人受けていらっしゃるというような状況でござ

います。 

 以上でございます。 

○委員長（矢本善彦君） 村川委員。 

○委員（村川清則君） 農家出身者の割合はわ

かりますか。 

○委員長（矢本善彦君） 小堀課長。 

○農林水産政策課長（小堀千年君） 農家出身

者といいますと、親が農家をなさっているとい

うような理解でよろしいでしょうか。（委員村

川清則君「はい」と呼ぶ） 

○委員長（矢本善彦君） 小堀課長。 

○農林水産政策課長（小堀千年君） 失礼しま

した。２６年度までに２６名受給しておられる

方がいらっしゃいますけども、この中で、きの

う中山委員のほうにもお答えしましたが、市外

の方が４名いらっしゃると。この方々は農家出

身者ではございません。 

 それと、八代市内でですね、農家出身者でな

い方が、これとは別に３名いらっしゃって、全

部で７名ほどいらっしゃるというような状況で

ございます。 

○委員（村川清則君） はい。 

○委員長（矢本善彦君） 村川委員。 

○委員（村川清則君） 経営開始型ということ

で、つくっておられる作物とかわかりますか。 

○農林水産政策課長（小堀千年君） 委員長。 

○委員長（矢本善彦君） 小堀課長。 

○農林水産政策課長（小堀千年君） ２６名

中、それぞれ多種多様な作物をつくっておられ

ますけども、ミニトマトを含めましてトマト関

係が８名で一番多いかと思います。それとほか

は、ショウガ、イグサ、アスパラ、それから露

地野菜関係ですね、ブロッコリー、キャベツと

かいった露地野菜関係に取り組まれている方

々、こういったところが主な作物でございま

す。 

○委員（村川清則君） はい。 

○委員長（矢本善彦君） 村川委員。 

○委員（村川清則君） ありがとうございまし

た。 

 この事業に取り組んでいる全国の自治体の６

割ぐらいでたしか農業者がふえたというような

データもあるようにこの間、日本農業新聞でし

たか、出てたように記憶してますんで、今後

も、もっと充実して、国の事業ですけれども、

充実して取り組んでいただければと思います。 

 それと、はい。 

○委員長（矢本善彦君） 村川委員。 

○委員（村川清則君） 次のページのい業振興

対策事業で、い業機械再生支援事業、オーバー

ホールとか修理とかに１０万を上限として助成

を行ってあるんですけれども、生産者とちょっ
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と話してまして、この事業が始まってから、い

きなり修理代が高くなったとか、オーバーホー

ル代が高くなったとかいう話もあるんですけれ

ども、その辺いかがですか。あるとは言えない

でしょうけど。（笑声）（｢今まで整備しとら

ぬけん」と呼ぶ者あり）（笑声）（｢整備した

ら、しとらぬしこ高なったて」と呼ぶ者あり）

（笑声）（｢そやんな」と呼ぶ者あり） 

○農業振興課長兼食肉センター場長（山本 誠

君） はい、委員長。 

○委員長（矢本善彦君） 山本課長。 

○農業振興課長兼食肉センター場長（山本 誠

君） 今委員お尋ねの件でございますが、修理

代が補助金があるから上がってるということは

聞いておりません。まだ耳に入っておりませ

ん。ただ、補助金が逆にある関係で、多目にて

いいますか、いろんな部分をですね、修理をさ

れて、修理代が大きくなっているということは

聞いております。 

 以上でございます。 

○委員長（矢本善彦君） 村川委員。 

○委員（村川清則君） はい。でも、一部の生

産者にはそう映っている生産者もいらっしゃる

ということですんで、ぜひこう目光らかしてお

いてください、今後。よろしくお願いします。 

 はい。 

○委員長（矢本善彦君） はい、村川委員。 

○委員（村川清則君） それと、さっき福嶋委

員の質問でトマト黄化葉巻病の話が出ましたん

で、豊田さんから被害率の話聞いたんですけれ

ども、あれは本数ですか、それとも出荷量です

か。 

○委員長（矢本善彦君） 豊田係長。 

○農業振興課主幹兼園芸畜産係長（豊田浩史

君） トマトの栽培株に対する、全体の栽培株

に対する発生率ということで把握しておりま

す。 

○委員長（矢本善彦君） 村川委員。 

○委員（村川清則君） 本数ということです

か。本数は、でも、生産者サイドから見たらも

っと多いような気もしますので、十分生産の組

合あたりとも、もうちょっと密に確認しといて

ください。もうよろしくお願いいたします。 

○委員（山本幸廣君） 委員長、ちょっと関連

よかですか。委員長、よかですか。 

○委員長（矢本善彦君） いいですか、村川さ

ん。 

○委員（村川清則君） はい。 

○委員（山本幸廣君） 委員長、よろしいです

か。 

○委員長（矢本善彦君） はい、山本委員。 

○委員（山本幸廣君） 今両委員から黄化葉巻

病対策についての質問があって、執行部が答弁

しましたね。事実確認といえ、数字で言えば、

このようにしてから２年間、平成２７年は４万

５０００円。あ、４５万か。２７年度予算。ち

ょうど私がこの２７年度の概算の中での当初予

算の中で質問をしたんです、この問題について

はね。 

 その中で、今説明があった中で、抵抗性の品

種の話をした。抵抗性の品種はこれから物すご

減少していくんです。伸ばないんですよ。減

収。単収当たりの収量が２割から３割ぐらい減

であったという。この実績がある以上、今年度

は抵抗性は減りますよ、作付が。減っておりま

すよ。 

 そういう中で、黄化葉巻っていうのはどうい

う対策しなきゃ。農家対象じゃないんですよ

ね、もともとスタートしたのは。スタートした

のは農家だったけども、市内一円の家庭菜園を

される方々、この方々の撲滅をするために、黄

色粘着テープというのはですね、これは予算を

計上して、何百万も予算を計上して撲滅をして

きたんですよ。 

 ところが、やはり今はですね、もうその粘着

テープがないもんですから、補助がないもんで
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すから、ほとんど家庭菜園、市内の方々、もう

非農家の方々とかサラリーマンの奥さんたち、

ほとんど家庭菜園つくっておられますよ。ポッ

トにですね。見てみますと、ほとんどミニトマ

トは黄化葉巻が全滅入っとる。途中３段階ぐら

いで収穫して、あとは終わり。丸トマトも一緒

なんですよ。 

 その現状というのを把握しながらですね、や

っぱり今村川委員が言われたように、福嶋委員

も言われたように、その本数と私はパーセント

も一般質問で言いましたよ。だならば、その実

態の中で１４％ならなければ、もうはっきり言

ってから、この対象にならないよと。誰か科学

的に学者が、ノーベル賞とった人だってこんな

こと言わないですよ、普通は。やはり撲滅をす

るわけだから。撲滅というのはなくなるという

ことなんですよ。なくなるためには、ゼロまで

なくなるためには、撲滅のやっぱ推進なり、運

動なり、助成、そしてまた事業を進めていかな

いかぬわけだけん。 

 だから、私が言うのは、２８年度は、垣下部

長から黒木次長聞いておられると思うんだけど

も、２８年度についての予算編成では、必ずこ

の黄化葉巻対策の予算というのはふやす方向で

いきますよという答弁をいただいとる。その中

で、２８年度、もしこの予算が計上されなかっ

たら、大変なことなることだけは言っておきま

すから。大変なことになりますよ。農家の方、

一般市民の奥様まで、家庭の方々がですね、大

変ですよ、やっぱ。８段階、１０段階までです

ね、とれりゃいいんですけど、もうほとんどコ

ナジラミですよ。見とってください。その現状

というのを把握してますから。 

 だから、今村川委員が言われたように、現状

をですね、農協あたり、出荷組合、農協以外の

出荷団体、個人の方々、出荷される方々、見て

ください。もう私はずっと見てますけど、黄化

葉巻物すご入ってますよ。県からも指導受けた

とこも何件もあります。そういうのをやはり行

政が、やはりそういう出荷団体なりのＪＡとの

やはりコミュニケーションをしっかり持ってい

ただいて、数字の徹底と、そしてまた撲滅とい

うのは、継続は力なり。ぜひともやってくださ

い、ゼロになるまで。 

 というですね、要望というか、答弁要りませ

ん。もう垣下部長が答弁しとるけんでから、一

般質問で。それがもし予算計上なかったときに

は、黒木次長、――あると思いますけどね、あ

るで期待をしとりますから、もしなかったとき

の話をしていますからですね。ぜひとも２７年

度４５万しかなかったから、２８年度は五、六

百万ぐらい黄化葉巻でつけられるだろうという

期待をしとる中で今の答弁だったので、ぜひと

も前向きな姿勢でひとつ、予算の計上、予算編

成の時にはですね、しっかり査定を受けるよう

にお願いをしときます。要望ですので。 

○委員長（矢本善彦君） はい。 

 ほかにありませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（矢本善彦君） はい。以上で第５款

・農林水産業費及び第１０款・災害復旧費中、

農林水産部関係分について質疑を終わります。 

 執行部の入れかえのため、小会いたします。 

（午前１０時５１分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午前１０時５４分 本会） 

○委員長（矢本善彦君） 本会に戻します。 

 次に、第６款・商工費について一括して説明

を求めます。 

○経済文化交流部長（池田孝則君） 委員長。 

○委員長（矢本善彦君） 池田経済文化交流部

長。 

○経済文化交流部長（池田孝則君） はい。お

はようございます。（｢おはようございます」

と呼ぶ者あり）経済文化交流部、池田です。 

 御案内のとおり、本年４月、商工観光と文
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化、スポーツの連携による交流人口増加の推進

等を図ることを目的とした新たな組織、経済文

化交流部が設置されております。 

 それでは、経済文化交流部が所管をいたして

おります第６款・商工費等の港湾振興、商工振

興、観光振興に関します主な事務事業につきま

して総括をさせていただきます。 

 すいませんが、座って説明をいたします。 

 まず、港湾振興に関する事業でございます

が、御案内のとおり、八代港の輸出入貨物の取

り扱いにつきましては、主に、石炭、木材チッ

プ、家畜の飼料などのバルク貨物と、材料や製

品などをコンテナに入れて移送するコンテナ貨

物がございます。 

 バルク貨物につきましては、待望久しかった

水深１４メートル岸壁と泊地が平成２５年に完

成し、公共岸壁としては九州で３番目に深い岸

壁を持つ有数の港となりました。 

 また、コンテナ貨物につきましては、現在、

大型ガントリークレーンの設置とあわせて、新

たなコンテナヤードの整備に向けた取り組みが

進められております。 

 しかしながら、水深１４メートルの岸壁、泊

地と接続する航路がしゅんせつ中であり、いま

だ潮待ちの状況は解消されておらず、またコン

テナの荷さばき等を行うＣＦＳ倉庫などの整備

が課題となっております。 

 このことから、港湾管理者であります熊本県

並びに国に対しまして、本市だけではなく、県

南地域一体となった要望活動が必要であると考

えております。 

 また、ポートセールス事業につきましては、

熊本県ポートセールス推進室に引き続き本市職

員を派遣し、県との連携を強化するとともに、

港湾事業者及び荷主企業等と情報を共有しなが

ら、官民一体となった取り組みを進めておりま

す。 

 その結果、昨年のコンテナ貨物の取扱数量は

１８０４６ＴＥＵとなり、これまで最高であり

ました平成１６年の１６２５３ＴＥＵを抜き、

過去最高の取扱量を記録いたしております。 

 今後におきましても、新規航路の誘致や増便

など航路充実に努め、積極的にポートセールス

を行ってまいりたいと考えております。 

 また、クルーズ客船につきましては、昨年、

海外からの寄港が平成２４年以来となるコスタ

・アトランティカを初め、計４隻の入港があっ

ております。 

 御案内のとおり、これまでの官民挙げての誘

致活動やクルーズ各社の中国、東アジアへの配

船の増加、コスタ・アトランティカが寄港実績

をつくったことによる話題性のアップ等々によ

り、クルーズ客船の寄港が増加をいたしており

ます。 

 今後も、貨物船優先を原則としながらも、ク

ルーズ客船の可能な限りでの入港について、県

が主導しておりますバース会議等で意見を申し

上げていきたいと考えております。 

 次に、商業振興に関する事業でございます

が、まず、中心商店街の活性化のため、本市の

支援制度を有効に活用していただき、まちなか

活性化協議会及び各商店街が中心となって、人

を呼び込むさまざまな活動が行われておりま

す。 

 また、各種機関、団体におきましては、アー

ケード街を中心にイベントを開催され、集客に

貢献いただいております。 

 さらには、空き店舗対策として、各商店街振

興組合と協力し、空き店舗の利活用を図られる

方に対し、補助事業を実施いたしております。 

 また、市域全体の商業活性化の観点からは、

日奈久地区、鏡地区などの商業地域につきまし

ても、引き続き支援を行っております。 

 それから、商業を含め、市内中小企業者の資

金面をサポートするため、八代市小口資金融資

制度を初めとする各種融資制度を金融機関と連
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携をとりながら実施いたしております。 

 今後は、商店街や地場の商業者の振興を促進

する観点からも、アンテナを高く張り、商工会

議所、商工会等の関係機関とも連携を図りなが

ら、より効率的な支援を行っていく必要がある

と考えております。 

 次に、工業振興及び雇用促進に関する事業で

ございますが、まず、企業誘致事業につきまし

ては、平成２６年度において、熊本県と本市と

で立地協定を結びました企業が３社ございまし

た。いずれも増設の企業であります。 

 また、企業振興促進条例に基づきます適用工

場が、この３社を含め９社あり、操業時には、

１８５名の新規雇用者が予定されております。 

 誘致活動及び地場企業振興の観点から、市

内、市外企業を年間２５０社程度訪問いたして

おりますが、特に市外の企業につきましては、

ダイレクトメールによる企業動向の調査、関

東、関西の熊本県人会等への参加による情報収

集などを活用し、熊本県東京事務所を初め、各

機関に派遣しております本市職員と情報を共有

しながら、本市への立地可能性が高い企業を訪

問するなど、誘致活動に取り組んでおります。 

 今後は、県南フードバレー構想等も念頭に置

きながら、さらに県とも連携を密にし、継続的

な誘致活動及び地場企業の振興を図ってまいり

たいと考えております。 

 また、雇用促進事業につきましては、企業振

興促進条例に基づく新規雇用者に対しての雇用

奨励金の給付、就労に必要な求職者の資格取得

に対しての支援、中高年齢者等を対象とした職

業相談事業、若者の地元定着を目的とした就活

応援セミナー等を実施するとともに、ハローワ

ーク等の関係機関と連携した地元企業合同面接

会、来春高卒者合同面接会などを開催いたして

おります。 

 最近の有効求人倍率を見てみますと、数値的

には１.０倍前後の数値で推移しており、決し

て悪い状況ではないと思われますが、求職者と

求人側である企業とのミスマッチも見受けら

れ、引き続き雇用の場の確保、職業相談などの

事業展開を進めてまいりたいと考えておりま

す。 

 次に、観光振興に関する事業でございます

が、平成２６年度においては、誘客のため、第

２７回やつしろ全国花火競技大会や第２０回九

州国際スリーデーマーチなどの大型イベントを

初め、市内各所でさまざまな観光イベントを開

催をいたしております。 

 九州内外からおいでいただく全国花火競技大

会では、有料席のスタジアムシート新規増設、

キャラクターグッズ製作や一般観覧席への通路

設置など、受け入れ環境整備や安全確保のため

の新たな取り組みを行ったところであります。 

 また、平成２４年に続き、中国からのクルー

ズ客船、コスタ・アトランティカの観光客約８

００人の特別観覧も受け入れることができまし

た。 

 また、九州国際スリーデーマーチは、昨年が

第２０回の記念大会であり、広く内外に参加、

来場を呼びかけ、その結果、過去最高の延べ２

万人以上の皆さんに御参加いただき、記念大会

にふさわしい全国規模のウオーキング大会とし

て、盛会のうちに終了することができました。 

 イベント以外の観光振興、誘客活動への取り

組みといたしましては、着地型観光推進事業の

実施、日奈久温泉ばんぺい湯ほか観光施設の適

正管理と利用促進、観光施設のあり方について

の検討会の実施、八代亜紀さんの活用による八

代市のイメージアップを目指した八代ブランド

事業、日奈久温泉、五家荘地域の振興など、さ

まざまな施策を実施してまいりました。 

 特に、平成２６年度においては、従来型の大

手旅行会社が企画するツアー旅行などのいわゆ

る発地型観光ではなく、観光客の受け入れ側で

ある私たち地元が自らプログラムを企画する、
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新しい観光の形態を取り入れた着地型観光推進

事業への取り組みを始めております。 

 具体的には、アドバイザーによる講演会、勉

強会の実施、着地型観光資源をまとめたガイド

ブックの作成、熊本県観光プラットホーム事業

としての日奈久路地裏ツーリズムの商品化など

を行ったところでございます。 

 この取り組みは、今後も継続して進め、潜在

的な八代市の観光資源を生かした地域振興につ

なげてまいりたいと考えております。 

 また、今後は、近年の外国大型クルーズ船の

寄港の急増や妙見祭のユネスコ無形文化遺産登

録へ向けた動向など、観光を取り巻く大きな環

境変化がございますので、こういった状況を追

い風として捉え、外国からの観光客の受け入れ

態勢の整備もあわせながら、八代への国内外の

観光客入り込み数の増大を目指し、事業を展開

してまいりたいと考えております。 

 以上、経済文化交流部が所管いたしておりま

す商工費等の主な事務事業についての総括とさ

せていただきます。どうかよろしくお願いいた

します。 

○委員長（矢本善彦君） ありがとうございま

した。 

○経済文化交流部次長（水本和博君） 委員

長。 

○委員長（矢本善彦君） 水本経済文化交流部

次長。 

○経済文化交流部次長（水本和博君） はい。

おはようございます。（｢おはようございま

す」と呼ぶ者あり） 

 それでは、経済文化交流部所管の商工費につ

いて説明をさせていただきます。 

 説明のほうは座ってさせていただきます。よ

ろしくお願いします。 

 平成２６年度における主要な施策の成果に関

する調書及び土地開発基金の運用状況に関する

調書その１のほうの資料をお願いいたします。

まず、１２ページをお願いいたします。 

 商工費の予算現額２９億２０６０万７０００

円に対しまして、支出済額が１３億４４８８万

７０００円となっております。予算現額と支出

済額の差額のうち、プレミアム付商品券発行事

業など１５億４００４万２０００円が翌年度へ

の繰越額でございまして、この繰越額を除いて

の執行率が９７.４パーセントとなっておりま

す。 

 それでは、主要事業ごとの説明を申し上げま

す。調書の１１１ページをお願いいたします。 

 金額につきましては、１００円単位を切り捨

てて、１０００円単位で説明をさせていただき

ます。 

 １１１ページの、まず、八代港ポートセール

ス事業でございますが、市が県や港湾関係事業

者と連携し、港湾利用者、荷主、船主、代理店

等へのポートセールスの展開のほか、八代港促

進のための各種事業を行っているものです。 

 決算額は１億１５３４万９０００円、全額一

般財源で、不用額が６９２万１０００円。コン

テナ利用助成金が予算現額に対しまして最終的

に未執行となったものが理由でございます。 

 施策の主なものとしまして、港湾利用企業等

の１９５社への訪問旅費３３３万５０００円、

お二人の専門家に対するポートセールスアドバ

イザー委託料３２０万円で、アドバイザーによ

る訪問件数は２１８件でございます。コンテナ

利用助成金１９０件分１億３９６万円は、新規

分が７１、継続分が１１９件ということで、平

成２６年の実績は１万８０４６ＴＥＵとなり、

前年比較４２３４ＴＥＵの増加となり、平成１

１年にコンテナ定期船就航後、最も多い実績と

なっております。ポートセミナー負担金１２０

万円は、上海、釜山で開催の海外ポートセミナ

ーの市の負担金。八代港ポートセールス協議会

負担金１８０万円は、国内ポートセミナーや利

便性向上のための助成等の活動を行っておりま
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す。八代港港湾振興協会負担金５８万円は、当

協会の八代港利用促進活動費として使用してお

ります。 

 今後の方向性では、八代港利用促進には、さ

らなる行政と民間の連携が重要でございまし

て、アドバイザーの助言をもとに、県や港湾事

業者と一体となり、改善を図りながら、引き続

き市により実施していきたいと考えておりま

す。 

 １１２ページ、お願いいたします。 

 クルーズ客船誘致事業でございます。クルー

ズ客船の八代港への寄港誘致活動や客船の入出

港の際のセレモニーの開催、県や県南自治体と

連携しましたスクラムチャレンジ事業を行った

ものでございます。 

 決算額８４５万４０００円、財源のその他特

定財源２３０万円は、県の補助金が年度途中で

採択されたことにより、八代港港湾振興協会へ

負担していた市費が返還されたものでございま

す。不用額２９万６０００円です。 

 施策の主なものとして、クルーズ船社等の３

０社の訪問旅費に９２万８０００円。客船受け

入れセレモニー等の費用負担金７１０万円は、

にっぽん丸、飛鳥Ⅱ、コスタ・アトランチカの

入出港セレモニー費用の市の負担分となってお

ります。スクラムチャレンジ事業負担金３０万

円は、人吉市と水俣市と連携し、県南物産品販

路拡大事業等を実施しております。 

 今後の方向性としては、クルーズ船の誘致に

ついて、岸壁利用調整には配慮しながら、八代

港の優位な立地性を生かしたＰＲ活動と受け入

れ活動を引き続き進めてまいりたいと考えてお

ります。 

 特に、去る８月の台湾基隆港との友好締結を

一つの大きなステップとしまして、中国、台湾

を初めとした東アジア圏からの客船誘致に力を

入れたいと思っております。 

 次に、１１２ページ下段でございますが、商

業振興対策事業は、経営に対する適切な助言や

指導により、商工業者の振興と経営安定を図る

ために、八代商工会議所及び八代市商工会へ補

助金を支出するものでございます。 

 決算額３５９２万円、財源は一般財源で、不

用額はございません。その内訳として、八代商

工会議所への９５０万円、八代市商工会への２

６４２万円でございます。 

 今後の方向性としては、中小企業を取り巻く

環境が厳しい中、行政が直接できない部分や専

門性のある部分について具体的な助言指導を展

開していただくために、引き続き市の補助金の

支出を行いたいと考えております。 

 次の１１３ページ、商工業資金貸付・出資事

業でございますが、本市の中小企業の振興と経

営安定を図るために、長期低利融資及び信用保

証料の補給を行うもので、決算額は５億１２５

５万５０００円、財源は、その他特定財源の預

託金元金収入等の５億円と一般財源となってお

ります。不用額８０３万３０００円で、中小企

業融資制度保証料補給事業におきまして、信用

保証料補給及び保証料全額保証の申請件数が減

少したことが主な理由でございます。 

 内容としましては、信用保証料補助負担金２

０２万４０００円は、経営安定特別融資制度に

おける信用保証料率を通常より０.２％低利で

運用しているために、基本保証料との差額を熊

本県信用保証協会に負担したものでございま

す。中小企業融資制度保証料補給金９３５万円

は、市内の中小企業者が、小口資金融資制度、

経営安定特別融資制度、大規模小売店舗対策特

別融資制度等の融資を受けられた場合に、保証

料の２分の１または全額を補助しており、平成

２６年度の実績が１６１件となっております。

その下の中小企業経営安定特別融資制度預託金

等、５融資制度の実施のために、金融機関に合

計５億円を預託しております。代位弁済に伴う

損失補償金１１８万１０００円は、信用保証協
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会が行います代位弁済に対する損失補償額の市

の負担分、６件分でございます。 

 今後の方向性としましては、金融機関と情報

の共有化を図りながら、中小企業の利用しやす

い制度として、今後とも運用を継続していきた

いと考え、引き続き市の実施としております。 

 次に、下の表でございます。商店街活性化事

業は、商店街等が取り組みます事業を支援し、

商店街等の活性化を図り、魅力ある商店街づく

りを促進するもので、決算額は１５３９万６０

００円、財源は一般財源でございます。不用額

５７６万３０００円で、不用額の主な理由は、

商店街への新たな出店者等に対して改装費や家

賃補助を行います商店街再生事業に対する申請

件数が、当初予測よりも少なかったことなどに

より不用となったものでございます。 

 施策の主な事業としましては、商店街活性化

事業補助金１３８２万５０００円は、商店街等

が実施されますソフト事業等に対し、２分の１

の補助を行っております。また、空き店舗対策

として有効な商店街再生事業は、新規出店され

る場合に、店舗の改装費の３分の１、限度額２

００万円、あるいは借家料の３分の１、限度額

月額５万円、１２カ月６０万円まで支援をして

おり、平成２６年度の新規出店は４店舗となっ

ております。 

 今後の方向性としましては、商店街への集客

を進めるために、さまざまなソフト事業の展開

が不可欠であると考えますので、市としまして

も、今後も引き続き支援を行ってまいりたいと

考えております。 

 次に、１１４ページ、くま川祭り事業です

が、本事業は、八代の夏の風物詩となっており

ますくま川祭りを実施するために、くま川祭り

振興会に対しまして負担金を支出しているもの

でございます。 

 祭りの運営に関しましては、市民ボランティ

アによる実行委員会を結成し、市民総参加型事

業として実施しており、昨年度は第４７回目の

開催となっております。 

 決算額７７６万円、一般財源でございます。

昨年度は、５２団体、４４００人参加の市民総

踊りをメーンに、子供みこし、大人みこし、音

楽パレード等々が実施されております。 

 今後の方向性としましては、市民に定着した

本市を代表する祭りとして、市民の声やアイデ

アをさらに取り入れながら改善を図り、イベン

トが充実していくように、引き続き負担金の支

出を行いたいというふうに考えております。 

 次に、同じページの下でございますが、工業

振興補助助成事業は、進出企業、地場企業の振

興、発展に向けた支援体制を整備し、産学官の

連携による新産業の創出や人材育成等への支援

を行うことで、本市の工業の活性化を図るもの

でございます。 

 決算額２２９６万６０００円、財源は全額一

般財源で、不用額が４６４万５０００円でござ

います。不用額の主なものとしましては、八代

市企業振興促進条例補助金で、雇用実数の減及

び用地取得費、工場等建設補助金の減となって

おるところによります。 

 施策の主なものとしましては、新技術・新製

品研究開発支援補助金は、２６年度は５件、３

８６万９０００円を補助しております。産業活

性化人材育成支援事業として、１８件、８０万

２０００円の利用があっております。また、工

業振興協議会への補助８９万６０００円、企業

振興促進条例に基づきます投資額や新規雇用者

数に応じた奨励措置の実施、５件、１７１８万

３０００円などで、平成２５年度と比較しまし

て、６件、６０００万円の減となっておりま

す。 

 今後の方向性は、平成２３年度、八代市産業

活性化ビジョンを策定し、地元企業の振興を行

うこととしており、中途での施策の評価を行い

ながら、引き続き市として同事業で企業支援を
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現行どおり行ってまいりたいと考えておりま

す。 

 次に、１１５ページでございます。 

 雇用促進対策事業は、就職または再就職希望

者の支援により、雇用の拡大、雇用の安定を図

るためのソフト事業でございます。 

 決算額４８６万８０００円で、財源は全額一

般財源、不用額が３９万５０００円です。不用

額の主な理由は、就活応援セミナー参加者が少

なかったために発生した会議室使用料及び報償

費等の執行残分が主なものでございます。 

 主な事業の内容としましては、職業相談事業

の業務委託３４９万５０００円及び就業資格取

得支援のための補助金等１０１万２０００円な

どでございます。 

 今後の方向性としましては、有効求人倍率の

数値からは雇用情勢が好転はしておりますもの

の、業種による人手不足が偏っており、企業と

求職者のバランスの安定のため、引き続き市に

より本事業を進めていきたいと考えておりま

す。 

 次に、下の勤労青少年ホーム解体事業でござ

いますが、平成２３年度に閉館いたしました本

施設について、老朽化した建物の危険性の除去

とその後の跡地処分のための施設解体を行う事

業でございます。 

 決算額１１５１万２０００円、アスベスト調

査並びに解体工事費の一部を前金払い分として

支出をしております。ただし、事業完了が年度

内にできなかったことから、１５８２万５００

０円を平成２７年度へ繰り越しをしておりま

す。 

 繰り越しの理由は、平成２６年６月よりアス

ベスト調査の法案が新たに施行されましたこと

で、解体工事前にアスベスト調査が必要とな

り、調査は１０月末には終了いたしましたが、

アスベストの飛散防止対策や設計変更手続によ

って、平成２６年度内の解体工事ができなかっ

たものでございます。 

 今後の方向性としては、２７年度において解

体作業を終了し、電波障害等調査、土地に関す

る諸手続等を経ました後に、最終的に売却処分

等を検討していきたいと考えております。 

 次に、１１６ページでございます。 

 勤労福祉会館解体事業でございますが、平成

２５年度に閉館いたしました勤労福祉会館につ

きまして、老朽化した建物の危険性の除去とそ

の後の跡地処分のための施設解体を行う事業で

ございます。 

 決算額は１３３万７０００円で、内容はアス

ベスト調査でございます。ただし、解体工事に

つきましては、アスベスト調査の関係で、２６

年度内の事業が完了いたしておりませんので、

２６５１万３０００円を２７年度へ繰り越しい

たしております。 

 繰り越しの理由につきましては、先ほどの勤

労青少年ホームと同様に、アスベストが建設材

に含まれておりましたことから、設計変更の手

続等により、２６年度内の解体工事ができなか

ったということでございます。 

 今後の方向性としましては、平成２７年度に

おきまして解体作業を終了し、測量、登記事

項、土地に関する手続等を経ました後に、売却

処分を最終的に検討していきたいというふうに

思っております。 

 次の下の段でございますが、企業誘致対策事

業でございます。新たな企業を誘致するため

に、企業の動向や企業訪問、情報発信等を行っ

ているものでございます。 

 決算額１８０万４０００円、財源は全額一般

財源で、不用額は６６万３０００円となってお

り、不用額の主な理由は、突発的な企業引き合

い等の出張に対応するための旅費の執行残でご

ざいます。 

 施策の主なものとして、企業訪問のための旅

費、パンフレット作成費、企業情報ファイル作
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成業務委託、県企業誘致連絡協議会会費となっ

ております。昨年度の実績は、企業訪問件数が

２４４社、企業立地が９社となっております。 

 今後の方向性としましては、新たな企業立地

は市の経済波及に大きな効果をもたらすもので

ございますので、税収、雇用の面からも極めて

重要な取り組みであると思っております。これ

までどおり、市としても積極的に取り組んでま

いりたいと考えております。 

 次に、１１７ページ、フードバレー事業でご

ざいますが、フードバレーやつしろ基本戦略構

想に基づきまして、食品関連産業の拠点づくり

を進めるため、抽出された適地の選定を行い、

実現可能性についての調査を行った事業でござ

います。 

 決算額は４０５万円、財源としては、全額ま

ちづくり交流基金からの繰り入れでございま

す。 

 事業内容は、産業用地適地選定調査業務の委

託料でございます。コンサル委託により、戦略

構想で最も評価が高かった新八代駅・八代イン

ター周辺及び八代南インター周辺の２カ所につ

きまして、基礎調査、課題整理を行い、適地選

定作業を実施し、八代南インター周辺を優先的

に検討する結果となりました。 

 今後の方向性としては、市として本調査結果

をもとに、産業用地開発の方向性を探っていき

たいと考えております。 

 次に、下の表でございます。 

 緊急雇用創出基金事業でございますが、地域

における雇用創出のため、民間企業、ＮＰＯ等

への事業を委託し、失業者の雇用創出を行うも

のです。 

 決算額は１３４２万９０００円、財源として

は、全額が県の緊急雇用創出基金補助金で、不

用額５万７０００円です。 

 事業の種別として４事業があり、起業支援型

のスマホの中に商店街事業４９５万円、農村資

源活用による食産業創出のためのネットワーク

構築事業に１９８万１０００円、五家荘内観光

施設と地域資源を活用した商品開発事業２２６

万８０００円。地域人づくり事業として、起業

プランに対応する即戦力養成事業４２３万円と

なっております。 

 今後の方向性ですが、これまで本事業は県の

緊急雇用創出基金事業を受けて実施をしており

ますが、本年度以降、県において本事業が実施

されるか未定でございますけれども、今後、同

様の事業が県において示されました場合には、

市としても取り組んでまいりたいというふうに

考えております。 

 次に、１１８ページでございます。 

 自治総合センターコミュニティ助成事業は、

財団法人自治総合センターの助成金事業を活用

するもので、２６年度は商店街の活性化を図る

ため、ミニやっちろと銘打ちました地域イベン

トを地元の実行委員会で実施されまして、この

ための助成金を支出しております。 

 決算額１１０万円、財源は全て自治総合セン

ターからの助成金でございます。 

 事業の内容は、子供たちがアーケード内を清

掃する清掃員や巡視する警察官など約３０種類

の仕事の中から体験したい仕事を体験し、その

対価としてもらった地域通貨であります給料を

使いまして買い物をするという事業でございま

す。市外からの参加者を含め、２日間で３５０

人もの子供たちが商店街を訪れ、職場体験を行

っております。 

 今後の方向性ですが、経済文化交流部関連で

は、現在のところ、本助成金を活用した民間の

要望がございませんので、２６年度の単年事業

のために、その表では廃止としておるところで

ございます。 

 次に、下の九州国際スリーデーマーチ事業で

ございます。心と体の健康づくりや、国内外に

八代市の情報を発信し、イメージアップを図る



 

－21－

とともに、参加者と市民との触れ合いを通しま

して、観光振興につなげることを目的としてお

ります。昨年の大会は、第２０回の記念大会と

して開催しておりまして、５月９日から１１日

までの３日間、合計２万２５９人の参加者があ

ったところでございます。また、新たな試みと

しまして、スリーデーマーチを皮切りに、支所

管内で実施されます祭りやイベントと連携し、

やつしろマーチングリーグというふうに命名し

ました６つのウオーキング大会のリーグを新規

に立ち上げております。 

 決算額９３４万８０００円、財源としては、

一般財源のほか、その他特定財源として、まち

づくり交流基金からの繰入金が８００万円でご

ざいます。不用額は２４１万円で、不用額の理

由としましては、スリーデーマーチの会計年度

と市の会計年度にずれがございますために、昨

年度予算計上しました負担金のうち、２７年

度、――今年度の大会経費に係ります分の２０

０万円を支出をしなかったものが主な不用の原

因となっております。 

 今後の方向性としては、新たな試み等も含め

まして、改善を加えながら、国際認定大会とし

てさらに発展していくよう、引き続き市による

実施を行いたいと考えております。 

 次に、１１９ページでございます。 

 全国花火競技大会事業ですが、昨年は１０月

の第３土曜日、第２７回大会として開催いたし

ました。道路運送法の改正によりバスツアー料

金高騰や、長崎国体とのバス調達の競合なども

ございまして、前年よりもバスツアー客が減少

したところでございますが、観覧総数として

は、約３０万人の方にお楽しみをいただいたと

いうことでございます。 

 決算額は３７００万円、その他特定財源４４

４万９０００円は市町村振興事業補助金で、一

般財源が３２５５万１０００円となっておりま

す。 

 また、花火大会の実施主体は全国花火競技大

会実行委員会でございまして、市の負担金、大

会事業収入、協賛金等合わせて、花火全体の総

事業費としましては約８０００万円となってお

ります。市の負担金内容は、記載のとおり、競

技花火の出品経費、会場設営関連の緒経費とな

っております。 

 今後の方向性としましては、八代市のシンボ

ル的なイベントとして成長したこの事業に、市

としても、今後とも応分の負担が必要と考えて

おります。しかしながら、高騰します事業経費

の状況から、財源の確保については、さまざま

な財源確保の検討を加えてまいりたいと考えて

おります。 

 次に、下の表の妙見祭事業でございますが、

九州三大祭りの一つでございます妙見祭への来

場者の利便性向上や、各種メディア広告、ポス

ター作成等、広域にわたる広告、宣伝を行い、

入り込み客の増加を図るための事業でございま

す。 

 決算額２５０万円、全額一般財源で、妙見祭

保存振興会に事業を委託しております。 

 委託事業の内容としましては、広告宣伝ＰＲ

として１５０万円、ポスター作成６０万円、仮

設トイレ設置等に４０万円でございます。 

 今後の方向性としましては、妙見祭は神幸行

列が国の重要無形文化遺産に登録され、また、

現在、全国の３３の山・鉾・屋台連合会傘下団

体とともに、ユネスコ無形文化遺産登録を申請

中でございまして、さらに、全国の連合会の総

会も来年１１月の開催が決定しており、民間団

体を中心に、官民一体となりながら、登録へ向

けた認知活動や機運の盛り上げのための諸活動

を展開しておるところでございますので、引き

続き市としましても積極的に支援を行い、歴史

遺産としても、観光素材としても、最大限に活

用を図るべく取り組んでまいりたいと考えてお

ります。 
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 次に、１２０ページ、坂本ふるさとまつり事

業でございますが、その以降、１２２ページま

で、５つの支所管内の祭り事業が続けて掲載を

されております。このほうを一括して説明をさ

せていただきたいと思います。 

 坂本、千丁、鏡、東陽、泉の各地域では、そ

れぞれの文化、伝統、自然、特産品等の魅力を

地域外に発信するとともに、地域産業の振興や

地域間交流による活性化を図る目的で、祭り事

業が実施されております。 

 市からは、運営委員会及び実行委員会等に対

しまして、負担金として支出をしております。

決算額は、５つの祭りともに各４００万円でご

ざいます。全額一般財源でございます。 

 昨年の来場者実績としましては、坂本ふるさ

とまつり７０００人、せんちょうい草の里まつ

り８２００人、ふる郷愛鏡祭１万４０００人、

東陽しょうが祭１万８３００人、平家いずみお

茶まつり５０００人と数多くの方が来場され、

いずれも盛会に終了しております。 

 今後の方向性としましては、これまで同様、

それぞれ各地域の振興策の一環として、特色あ

る祭りを通じて地域活性化につなげるべく、改

善を図りながら、引き続き市の支援を行いたい

と考えております。 

 次に、１２２ページの下の段でございます

が、五家荘観光施設管理運営事業でございま

す。五家荘地域にある観光施設、平家の里を初

めとする８施設を市民や観光客に快適に利用し

てもらうための適正な管理運営を行うものでご

ざいます。 

 この８施設は、平成２４年度から３年間指定

管理制度により管理運営を行っており、その後

の更新で、今年度、２７年度から５年間の期限

で、五家荘地域振興会による管理運営が行われ

ておるところでございます。 

 決算額２７２３万５０００円。財源のうち、

地方債１１１０万円は、左座家のカヤぶき屋根

改修工事に係る地方債で、その他特定財源の１

万６０００円は、携帯電話塔の土地貸付収入と

電柱占用料、一般財源が１６１１万９０００円

でございます。 

 事業の内訳としては、平家の里など８施設の

指定管理委託料１３７８万３０００円及び２５

年度からの繰り越し事業でございますが、左座

家茅葺屋根改修工事１１１２万６０００円など

が主なものでございます。 

 今後の方向性として、本施設が八代地域の観

光の柱の一つであります五家荘地域に立地しま

す施設群であることから、市と指定管理者間で

連携を図りながら、効率的な管理運営を進めて

いきたく、課題等に対しての改善を図りなが

ら、引き続き市による実施を行っていきたいと

考えております。 

 次の１２３ページ、観光振興事業でございま

すが、市内で開催されるスポーツや文化の各種

大会、スポーツ、文化の活動に対しまして、継

続的な大会誘致などにつなげるための補助金支

出や、熊本県温泉協会への負担金などでござい

ます。 

 決算額４１８万８０００円、不用額１１万９

０００円で、財源は一般財源でございます。こ

のうち、合宿応援補助金は５件、４２万８００

０円、大会等運営補助金は３３件、３４７万円

でございました。前年と比較しますと、合宿応

援補助金は２件、大会等運営補助金は５件の増

加となっております。 

 今後の方向性として、ニーズも増加している

状況にありますので、交流人口の増加を念頭に

置きながら、引き続き市による実施としており

ます。 

 下の段の泉観光振興事業でございますが、泉

地域の多様な観光資源を活用し、効果的な観光

プロモーションの展開により、観光客を誘致す

ることで地域経済の活性化につなげるために実

施している事業でございます。 
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 決算額４８３万５０００円、財源は一般財源

で、不用額７万９０００円となっております。 

 主な事業内容としましては、ロードマップ増

刷２５万７０００円、日本山岳遺産認定に伴う

受け入れ体制整備の委託料５０万円、五木村と

の連携による観光、物産振興のためのＧＯＧＯ

プロジェクト負担金５０万円、泉町観光協会補

助金１７６万円、五家荘のイベント補助１００

万円などでございます。 

 今後の方向性ですが、泉地区、特に五家荘地

区における観光資源については、八代市の観光

において重要な位置を占めるものでございまし

て、登山道整備による安全性確保、秘境の里な

らではのイベントの継続実施、そのためのＰＲ

ツールの製作や受け入れ環境整備を市としても

現行どおり実施してまいりたいと考えておりま

す。 

 続きまして、１２４ページ、八代ブランド事

業でございます。八代の物産、特産品の商品開

発や販路拡大を図るとともに、八代の魅力を全

国に発信することにより、八代ブランドの認知

度の向上を図るための事業でございます。 

 決算額８７０万５０００円、不用額は１２万

７０００円です。 

 事業内容として、会員制で八代のイベント情

報などを発信する熊日ふるさとメール広告料に

６１万８０００円、年３回発行しました八代情

報紙やつしろの風制作業務委託３１８万６００

０円、八代亜紀さんを使いました八代イメージ

アップ事業に２１６万円、県外宣伝の一環とし

て取り組んだ大阪屋外広告事業に３２万４００

０円、八代の物産業者の販路拡大のための支援

事業の補助金１２件分、９１万１０００円とな

っております。 

 今後の方向性として、八代の魅力を全国に発

信していくために、物産展の開催や特産品の販

路拡大、観光誘客を推進するため、引き続き市

で実施してまいりたいと考えております。 

 次は、下の段の着地型観光推進事業でござい

ますが、地域の特色、素材を組み合わせた八代

市ならではの地域発信型の旅行商品のガイドブ

ックを作成し、観光誘客につなげる事業でござ

います。 

 決算額２８１万６０００円、財源としては、

全額まちづくり交流基金からの繰り入れでござ

います。 

 事業の内容としましては、外部アドバイザー

招聘のための報償費２万円、ガイドブック作成

委託２４９万６０００円、熊本県が行う観光プ

ラットフォーム事業への委託３０万円などでご

ざいます。 

 今後の方向性ですが、市内の旅館ほか観光事

業者等と連携した事業として、さまざまな意見

の集約やアイデアもいただきながら、今後とも

市として、民間との連携、民間への委託の拡大

という視点で積極的に進めたいと考えておりま

す。 

 次に、１２５ページ、八代よかとこ宣伝隊事

業でございますが、八代よかとこ宣伝隊が実施

します観光、物産振興事業に支援するもので、

グリーンツーリズム事業委託、日奈久イベント

補助、よかとこ宣伝隊ＰＲ補助でございます。 

 決算額４６５万３０００円、全額一般財源で

ございます。 

 今後の方向性としては、本組織が平成１８年

の設立でございますが、設立後１０年を経過

し、これまで民間サイドとしての事業を行って

おられることから、民間実施として記入してお

ります。しかし、組織が任意の団体でございま

して、発展的展開や事業充実に向けて十分な体

制がなされているとは言えません。今年度、法

人設立に向けた手続のスケジュールを立てら

れ、調査や組織内部の方針決定などに着手され

るというふうに聞いております。新たな組織の

確立に向けては、市としましても、その検討段

階から積極的にかかわってまいりたいと思って
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おります。 

 次は、下の表の地域づくり夢チャレンジ推進

補助金事業でございますが、県の補助事業を活

用し、福岡圏域における八代市の認知度向上と

イメージアップ戦略を推進するため、特産品の

紹介や観光ＰＲを行ったものでございます。 

 決算額３０９万２０００円、財源として、補

助率２分の１の県補助金１５４万６０００円を

充てており、残り２分の１が一般財源でござい

ます。 

 事業内容では、福岡市中心部を走る佐川急便

の宅配車両へのラッピング広告、ＦＭラジオで

の広告宣伝、インターネット参加型の八代キャ

ンペーンイベント実施、各種ノベルティ製作等

でございます。 

 今後の方向性として、県の地域づくり夢チャ

レンジ推進補助金を利用した事業は単年度事業

でありますが、八代の魅力を九州圏域及び全国

に発信していくため、同種のキャンペーン事業

は機会を捉えて実施したいと考えており、改善

をしながら、引き続き市での実施としておりま

す。 

 最後に、１２６ページ、観光施設あり方検討

会事業ですが、市が設置します４７件の観光施

設の効率的、効果的な配置、運営等に向け、施

設のあり方について、中長期的な視点に立って

検討を行う事業でございます。平成２６年度を

初年度に、２８年度までの３カ年事業として、

全施設のあり方、方向性を検討してまいりま

す。平成２６年度におきましては、日奈久地区

を除く旧八代市、坂本町、東陽町、千丁町管内

の１３施設を対象として検討を行っておりま

す。 

 決算額１２万１０００円。事業費の内訳は、

検討会の委員の８名の方の会議出席に係る報償

費及び委員の費用弁償でございます。 

 今後の方向性としましては、全体の期間を３

カ年としておりまして、当初予定に沿って、市

により現行どおり実施したいと考えておりま

す。 

 以上が事業説明でございますが、続きまし

て、繰越明許費及び予算流用について説明をさ

せていただきます。 

 歳入歳出決算書のほうをごらんいただきたい

と思います。歳入歳出決算書の１４７ページを

お願いいたします。 

 まず、繰越明許費でございますが、１４７ペ

ージの目２・商工振興費の繰越明許費で、１５

億５５５万１０００円でございますが、これは

プレミアム付商品券発行事業等、国の緊急支援

交付金事業７事業でございますが、こちらの事

業の繰り越し合計が１４億６３２１万３０００

円、それと、勤労青少年ホーム及び勤労福祉会

館解体事業の繰り越し合計が４２３３万８００

０円、以上の総額を繰越額としてそちらに上げ

ております。 

 次に、１４９ページをお願いいたします。 

 １４９ページの目３・観光費の繰越明許費の

３４４９万１３００円でございますが、同じく

国の緊急支援交付金事業の２つの事業でござい

ます、ふるさと名産品販売促進事業と多言語に

よる観光情報発信事業の合わせた２９７５万

円、並びに、東陽交流センター「せせらぎ」施

設整備事業の繰越額４７４万１０００円の合計

でございます。 

 いずれも本年３月の議会で繰り越しを御承認

いただいております案件で、今年度の２７年度

執行となるところでございます。 

 以上、繰越明許費でございます。 

 次に、流用の御説明をいたします。 

 １４９ページ、目２・商工振興費の備考欄の

一番下の行をごらんください。 

 １５節より１３節への流用５４万８０００円

でございますが、先ほど事業ごとの説明でござ

いました勤労青少年ホームの解体作業に伴うア

スベスト調査費を、工事請負費から委託料に流
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用したものでございます。 

 次に、１５３ページをお願いいたします。 

 目３・観光費の備考欄の下から３行目の行で

すが、８節より９節へ流用８万７０００円は、

クルーズ船誘致のため、当初予定しておりませ

んでした中国の上海、北京での中国の旅行会社

に対する説明会へ参加のため、観光交流事業の

旅費へ流用したものでございます。次の行の１

１節へ予備費充用７５万１０００円は、泉町に

あります農林産物加工施設に設置してあるボイ

ラー施設が故障し、施設運営に影響が出るため

に、緊急修繕が必要となったことから、予備費

から需用費への充用を行ったものでございま

す。次の行の１９節より１８節へ流用１１万２

０００円は、予算編成時に、本来、備品購入費

に予算を張りつけるべきだった項目を、負担金

補助及び交付金の費目に割り振っていたため

に、流用処理によって訂正をいたしたものでご

ざいます。 

 以上が流用でございます。 

 これで、経済文化交流部が所管いたします事

業のうち、商工費及び観光費についての説明を

終わります。御審議どうぞよろしくお願いいた

します。 

○委員長（矢本善彦君） ありがとうございま

した。 

 それでは、午前中の審査を終了し、しばらく

休憩いたします。午後は１時から再開いたしま

す。 

（午前１１時４９分 休憩） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午後 １時００分 開議） 

○委員長（矢本善彦君） それでは、休憩前に

引き続き、決算審査特別委員会を再開いたしま

す。 

 午前中説明のありました第６款・商工費につ

いて一括して質疑を行います。 

○委員（中村和美君） はい。 

○委員長（矢本善彦君） 中村委員。 

○委員（中村和美君） よろしいでしょうか。 

○委員長（矢本善彦君） はい。 

○委員（中村和美君） じゃあ、１１１ペー

ジ、２つ質問させていただきます。 

○委員長（矢本善彦君） １１１ページ。 

○委員（中村和美君） １１１ページの八代港

ポートセールス。ここに、八代港、本当に八代

再生に向けては大事な八代港のセールスであり

ますが、ポートセールスアドバイザー委託とい

うことで３２０万。２名ということですが、ち

ょっとこの内容を。そして、２１３件か、営業

しておられるというようなことでございます

が、もうちょっと詳しくお願いします。 

○経済文化交流部理事兼国際港湾振興課長（桑

原真澄君） はい。 

○委員長（矢本善彦君） 桑原国際港湾振興課

長。 

○経済文化交流部理事兼国際港湾振興課長（桑

原真澄君） 国際港湾振興課の桑原でございま

す。お世話になります。 

 ポートセールスアドバイザーについてお尋ね

でございます。２６年度につきましては、３２

０万円の予算を計上いたしております。お一方

につきましては、静岡在住のアドバイザーでご

ざいます。もう一方は今、福岡にいらっしゃる

アドバイザーでございます。 

 いずれにしましても、経験豊富なお二方でご

ざいまして、港湾業界に精通しておられまし

て、いわゆる船の荷主、船社の決定権を持つ代

表者あたりと直接的な交渉あたりがポートセー

ルスとして可能となることや、目まぐるしく変

わっております港湾の情報あたりもピンポイン

トで御教授をいただいておるところでございま

す。 

 この予算的な内訳でございますけれども、お

一方につきましては、東京、関東あたりを中心

にですね、東京のいろいろ船会社の本社、ある
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いは荷主、船社等を中心とした企業訪問あたり

をしていただいております。 

 元鈴与、大手でございますけれども、そこの

専務をしておられた方でございまして、その方

が静岡御在住でございますので、静岡、東京

間、実績に応じてこの関係の旅費が２００万

円。それと月額の大体５万円、１２カ月で６０

万ということで、お一方については２６０万。

福岡の方につきましては、基本的にポートセー

ルスにつきましては、うちのほうから職員が出

向きまして、公用車等で一緒に回っていただい

ているということから、旅費等が発生しないと

いうことで、謝礼のところの６０万、合わせて

３２０万円というところでございます。 

 以上でございます。 

○委員（中村和美君） はい。委員長。ちょっ

と待って、桑原さん。そのまま、そけおって。

よかれば。 

○委員長（矢本善彦君） 中村委員。 

○委員（中村和美君） それじゃあ、例えばサ

ラリーマンみたいな感じで、朝何時から昼何時

までというようなこととか、例えば営業日報と

か、報告とかはあるんですか。 

○経済文化交流部理事兼国際港湾振興課長（桑

原真澄君） はい。 

○委員長（矢本善彦君） 桑原課長。 

○経済文化交流部理事兼国際港湾振興課長（桑

原真澄君） 月々、報告書をですね、御提出を

いただいているところでございます。随時メー

ル、また電話等でも連絡を取り合っておるとこ

ろでございます。 

○委員（中村和美君） はい。 

○委員長（矢本善彦君） 中村委員。 

○委員（中村和美君） とにかく、先ほども言

いましたように、八代港というのは、非常に大

事なところでございますので、ぜひですね、も

う金額面が果たして今聞いて、これでいいのか

なという面もあります。特に、東京、関東ば行

く静岡在住の方なんていうのは、旅費が２００

万っていうことは相当やっぱりこう動かんとい

かぬと思いますので、それに月に５万っていう

計算っていうのもひとつどうかなということを

思いますので。これは決算ですので、ぜひです

ね、使い道をですね、考えてやっていただい

て、本当に真面目にやっておられると思います

ので、そういう面は十分ですね、八代市の代表

としてですね、やっておられると思いますので

よろしくお願いしておきたいと思います。 

○委員長（矢本善彦君） 桑原課長。 

○経済文化交流部理事兼国際港湾振興課長（桑

原真澄君） ありがとうございます。静岡在住

のアドバイザーにつきましては、今、ただ今現

在ですね、八代港からの木材、原木の輸出あた

りが相当伸びております。これにも大きく関与

をいただいておるところでございまして、直近

ではですね、もう全国２位の原木の輸出量まで

ふえてきているというところでございます。 

 それと、このアドバイザーにおかれまして

は、コンテナの船会社等と相当強い結びつきを

持っておられて、特に韓国の船社でありますと

か、中国あたりを含めてですね、そこら辺で常

時訪問あたりをしていただいて、情報提供をい

ただいているところでございます。 

 また、福岡のアドバイザーにおかれまして

は、近いところでは北九州、九州の中で北九州

にしかなかった危険物倉庫、前は取り扱いのと

ころが北九州しかなかったんですけれども、こ

の福岡のアドバイザーのお力添えによりまし

て、このほど大島地区のところに危険物倉庫

が、いわゆる南九州を包括できるような危険物

倉庫の竣工の段階まで来ていると。大変大きな

貢献をいただいているところでございます。 

 今、議員おっしゃられたとおり、このあたり

につきましては、絶えず見直しなり、検討なり

を行っていきながら、また活用もしていきたい

というふうに思っております。 
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 福岡のアドバイザーにつきましては、２６年

度限りで、２７年度はもう静岡在住のアドバイ

ザーだけとなっているところでございます。 

 以上でございます。 

○委員（中村和美君） 委員長。 

○委員長（矢本善彦君） 中村委員。 

○委員（中村和美君） きょうは、もうこれは

もう決算ですからですが、やっぱり福岡方面と

かなんかも、お辞めになるというか、これから

必要としないわけですか。 

○委員長（矢本善彦君） 桑原課長。 

○経済文化交流部理事兼国際港湾振興課長（桑

原真澄君） 福岡のですね、アドバイザーの方

が、また多忙になってこられたということもご

ざいまして、アドバイザーのほうは一応契約が

切れるにしろ、後々のですね、いろいろなアド

バイス等、また連携あたりについては変わらぬ

ように、そこはいいですよと。時間があく限り

ですね、そういったお話もいただいております

ので、ときよりは連絡もとらしていただくとい

うところでございます。 

○委員（中村和美君） 委員長、いいですか。 

○委員長（矢本善彦君） 中村委員。 

○委員（中村和美君） ちょっと長くなりまし

たけど、多分その福岡のアドバイザーの方もや

はり八代にはですね、大変よくしていただいて

いると思いますので、また福岡のほうにです

ね、ぜひ必要というときは、その方を頼ってで

すね、別にやっぱり多分その仲間の人たちです

か、連携とっておられる方がいると思います

し、今でも辞めても手伝ってやるという気持ち

があればですね、ぜひその人を大事にしていた

だければ、また決して悪くないようなアドバイ

ザーが出てくるんじゃないかと思いますので、

そこは課長、ぜひですね、頑張っていただきた

いというふうに思います。 

○委員長（矢本善彦君） いいですか。（経済

文化交流部理事兼国際港湾振興課長桑原真澄君

「ありがとうございます」と呼ぶ） 

○委員（中村和美君） 委員長、いいですか。 

○委員長（矢本善彦君） 中村委員。 

○委員（中村和美君） はい。あとはちょっと

これは、あと一つはですね、全国花火大会の件

で、これはもう要望というか、でございます。

予算の関係じゃありません。決算の関係なんで

すけど。 

 去年、私も行きましたけど、トラブルがあり

ました。皆さん、御存じだと思いますけど。３

０分ほど打ち上げ時間が延びてですね、その

間、アナウンスの方は、しばらくお待ちくださ

い。しばらくお待ちくださいで、非常にこう、

わざわざ遠くから見に来られた人たちがです

ね、何て言うんですか、何だろうかっていうよ

うな批判の声なんかも聞こえました。 

 その後、３０分ばかりして、開会しますとい

う後に、市長が挨拶して、何か挨拶して。です

から、とにかく３０分以上おくれたという記憶

が私はあります。これを私はその間に開会時間

で、そういう３０分でもトラブルがあったとき

にですね、やっぱりそれは待たせるんじゃなく

て、そのときに市長の挨拶とか、そういうのを

入れ込めたらどうだったんだろうかなというふ

うに思うわけですけど、担当の方は。 

○観光振興課長（岩崎和也君） はい。 

○委員長（矢本善彦君） 岩崎観光振興課長。 

○観光振興課長（岩崎和也君） お疲れさまで

す。観光振興課岩崎です。よろしくお願いしま

す。 

 昨年度の委員さんおっしゃいましたトラブル

ということで、３０分ほどおくれまして、最終

的に終わりも３０分おくれたというようなこと

で、実は、原因としましては、打ち上げ現場の

ほうでの準備がまだ整ってなかったというよう

なことがあります。 

 そこで、現在も準備真っ最中でありますけれ

ども、くれぐれも現場においては、時間にはち
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ゃんとセットして、時間に打ち上げられるよう

な状態にしてくれということで、もう再三お願

いしているところです。 

 それから、挨拶の時間というようなことです

けれども、そのあたり、観覧の皆さん方にです

ね、御迷惑のかからないように対応していきた

いというふうに思っております。 

 それから、帰られる方が、非常に帰るバスの

バスツアーで来られた方とか、観覧者の方が非

常に終わった後の帰りが遅いというようなこと

の批判をいただいて、それが多少リピーターの

減少につながっているというところもあります

ので、ここらについては、時間がですね、押し

迫ったときには短縮版のですね、シナリオを作

成しまして、そちらのほうで対応したいという

ふうに考えております。 

 以上です。 

○委員（中村和美君） 委員長。 

○委員長（矢本善彦君） 中村委員。 

○委員（中村和美君） あのですね、ちょっと

甘かったよな。わざわざ九州管内から花火を見

に来るわけだから。花火は短縮というのは、花

火は１時間なら１時間やって、その間にどうす

るか。臨機応変じゃなか、去年は。だから、あ

あいうのは臨機応変にさっき言ったように、３

０分おくれるならその３０分の間に挨拶させる

とか、それとか、バスツアーなんかもツアー組

んである旅行会社なんかはもう何時何分には宮

崎に着く、鹿児島に着くという計算してあるわ

けだから、３０分おくれかすわけにはいかぬわ

けよ。だから、打ち上げ花火なら、花火をしよ

るのに、ぞろぞろ帰りよらした、バスツアー。

そういうのがあるから、臨機応変なる執行部は

体制をとって、何かあっても時間には終わると

いうことをですね、ぜひことしはやってほしい

という希望でございますので、去年を考えて。

よろしくお願いします。 

○委員長（矢本善彦君） 岩崎課長。 

○観光振興課長（岩崎和也君） 頑張らせてい

ただきます。よろしくお願いします。 

○委員長（矢本善彦君） はい。 

 ほかにございませんか。 

○委員（山本幸廣君） いいですか。行きまし

ょうか。 

○委員長（矢本善彦君） 山本委員。 

○委員（山本幸廣君） 決算書の１４９ペー

ジ、企業誘致対策事業について、決算と不用に

ついてですね、決算の１４９ページです。決算

書のですね。 

 冒頭、池田部長から総括の説明がありまし

た。その中で、クルーズ船、そしてまた企業の

誘致、商工関係、詳細にわたる説明がありまし

たので、その説明の中から抜粋した中で気づい

た決算書の中で、まずは企業誘致の対策事業。 

 この対策事業を見てみますと、担当の方が大

体わかると思うんですけども、企業誘致は先日

のある報道機関の中で、県北の企業誘致はどん

どんどんどん進んでおるけれども、県南につい

てはほとんど企業誘致がないというような状況

で、これは蒲島知事さんがですね、知事があの

ような状況の中で今回３選に出馬されますけれ

ども、もう県南について、フードバレーはフー

ドバレーでいいんですけども、あくまでも構想

の中で実施できますけど、まずはこの企業誘致

をですね、県南振興の中で一番掲げてきた柱な

んですよ、ですね。 

 この前の各社、どこどこの紙面かわかりませ

んですけど、そういうような紙面が出ておりま

した。あの資料を見ても、この県南の企業誘致

というのは、もうほとんどないというような状

況ですね。 

 そこで、この決算を見ながらですね、この予

算でいいのかなということなんですよ。毎年変

わらない予算、企業誘致の予算。まず、そこを

ちょっと聞かせてください。 

○委員長（矢本善彦君） 川野商工政策課長。 
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○商工政策課長（川野雄一君） 商工政策課の

川野です。企業誘致の予算につきましては、

今、主に旅費ですね。あと、八代のＰＲという

ことで、パンフレット作成とあとは企業情報フ

ァイルを作成しておりますんで、そちらに委託

をちょっといたしております。 

 あとは、企業誘致の訪問ちゅうか、訪問を目

的とするリサーチのほうもやっておりまして、

そちらのほうが１０００社ぐらいリサーチをか

けまして、八代に興味があるところを知るとこ

ろでございますけれども、確かに予算のほうは

全額で１８０万４０００円という決算でござい

ますけど、その中で主に旅費のほうですね、先

ほど言いました八代に興味があるところを中心

に関東、関西方面、福岡も含めまして企業訪問

をやっているところでございますけど、先ほど

言われました県北のほう、どんどん企業誘致が

進んで、県南進んでないかという御指摘でござ

いますけど、確かに県北のほうがそういう自動

車関連とかＩＴ関連の企業の立地が進んでおり

まして、県南のほうは主に物流のほうのです

ね、企業誘致ということで、立地が平成２６年

度は池田部長からもありましたように３件の店

舗の企業立地協定を結ばせていただいていると

ころでございます。 

 そういう観点から、今後も予算のほうもです

ね、企業訪問あたりもどんどん充実させていき

まして進めていきたいというところで考えてお

りますけど、そういう立地する場所等も今後ま

た確保というのが必要でございますので、そち

らも含めまして現在、外港の県の工業用地がご

ざいますけど、そちらのほうの誘致を今進めて

いきたいということで、将来的にはまたそうい

う立地場所をですね、ちょっと検討をさせてい

ただきたいところで考えているところでござい

ます。 

 そういう状況でございます。 

○委員（山本幸廣君） 委員長。 

○委員長（矢本善彦君） はい、山本委員。 

○委員（山本幸廣君） まずは、認識をしてほ

しいと思うんですが、１８０万円で県南の副都

心て、副都心ってトップセールスをする人た

ち、たくさん私たちもトップセールスしました

よ。この３件の中で私が１件お世話した企業あ

るんですよ。物流のところは。 

 私がある担当の職員さんに、上野君ておりま

したけど、上野君に直接言って、そこの企業の

社長に会いなさいと言って、私がメールを打ち

ました。それで、上野君は再三再四ずっと行っ

てからですね、彼の努力なんですよ。このある

物流の会社のですね、会社に行って訪問したの

は。 

 そういった我々もやっぱり議長を経験してお

りますから、やはりトップセールスというのは

誰かがやっぱりせないかん。職員ばかりに任せ

るわけにはいけないわけですよね。 

 それこそ、私はこの企業誘致というのは、八

代の子供たちが将来就農する、就職をしていく

中でですね、地元に企業がないというのは、本

当に私たちは責任がありますよ。そういう中

で、このような１８０万という企業誘致に。ど

この１０万都市行っても、こんな予算なんかな

いですよ。はっきり言ってから。いっちょん変

わらない。なぜなのかなっていつかは変わって

くれるだろうという、そん中でやっぱり工業団

地の受け皿というのはいつでもつくっておきな

さいと。それもそのまま。 

 千丁にああいう一つの座礁した中で、その後

の検討というか、検討してると思いながらです

ね、じゃあ、いけなければ、どこに企業誘致を

進める、推進する中で受け皿、どこを、内陸を

つくらないかぬのかと。内陸の工業団地でつく

らなければ、もう外港来るのなんかないです

よ。もう今言ってから。ないですよ。ある企業

が今模索の中で、あるところの、はっきり言っ

てから産廃かなんかわからぬけれども、そうい
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うところも来とるっていう話あるわけですけれ

ども、なかなか難しいですよ。 

 もうやっぱし内陸の工業団地になるわけ、企

業誘致というのは。これを両輪のようにです

ね、しっかり受けとめて、これはもう水本次長

がですね、新しく誕生されて、金剛魂の中で一

生懸命頑張っていかれようとした、もう自信持

っておりますけれどもですね。部長もやっぱり

金剛出身だったんですけども、――だったか。

もう、来年卒業なんですけども。 

 やっぱし魂を持って今回企業誘致とこの工業

団地のですね、設置については急がなければ。

これはもう本当にですよ、先ほどは説明ありま

したけど、３社で９社とか。 

 じゃあ、この中で私、質問しましょうか。企

業訪問の土産代。１３件で９万２０００円です

ね。この数字見てください。先ほどポートセー

ルス誰か質問ありまして、答弁されたときに

は、そこら見たところが、百四十何件で１６

万。ポートセールスの、ポートセールスのです

よ、企業訪問の土産代が１４６社で１６万２０

００円。何ばもってして、何をで、どっちが効

果があったかなということも、こう考えられる

わけですね。 

 豪華な品を持って行って、お土産品持って行

ってから、企業が来るとか、それじゃないわけ

ですけれども、やはり企業訪問の数なんです

ね。数ですよ。やっぱし相手に何回も行って、

毎年でも１回か２回も３回も行くような体制を

つくってですね、行かなければ、やっぱし相手

はですね、窓口で、ああ、もういいですよと、

こう言われるより、やっぱしお百度参りのよう

な状態をつくって、向こうから感心して、八代

に来ましょうと。企業誘致としては、こういう

ことをうちは今考えておりますよと。受け皿、

しっかり受け皿つくりましたと。誘致の制度に

ついても、こういう制度持っていますという。

やっぱり切実な思いでですね、誘致活動をして

いかなければですね、こんなんもう１８０万な

んか、そりゃあ、もう何もできませんですよ。

そりゃあ、雇用の確保なんかはもう前に進むは

ずじゃないです。まずは、企業の誘致、既存の

企業の増設する。こういうのをですね、しっか

り捉えてですね、予算づけをせぬとしゃがな。 

 当初予算に不用額なんかは、出張旅費が、出

張旅費の減で不用額が出たっていうか、説明が

今あったんですよ。次長から。出張旅費の減の

なんて、不用額出すなんて、もってのほか。不

用額は出さないようなですね、そして、次年度

にやっぱし対応していく。予算編成のときには

次年度にはどう反映していくかと。反省の中

で、不用額は出さないと、ですね。それはなぜ

かと言うと、やっぱり出張旅費の減なんか、出

張してから営業しとらぬけんで減の不用額なん

ですよ、これは。 

 どうですか、説明してください。 

○委員長（矢本善彦君） 川野課長。 

○商工政策課長（川野雄一君） はい。一応地

方旅費の不用額というところで、６０万近くの

不用額を出してるところですけど、こちら、昨

年末ですね、具体的に八代に進出しようという

企業の動きがありましたもんですから、本格的

な動きに備えて１月から３月の間に企業訪問の

そこの回数がふえるだろうということで、そこ

を保留していたわけなんですけど、残念ながら

ですね、本市の立地の実現が何回もアプローチ

はしましたけど、ちょっとかなわなかったとい

うところで、そういうことで、執行残になって

しまったというところで、ちょっと反省はしな

ければいけないところだと思っております。 

○委員長（矢本善彦君） 山本委員。 

○委員（山本幸廣君） 委員長、ありがとうご

ざいます。 

 それで、川野課長、個人的にそういう質問じ

ゃないんですよね。全体に担当部が、まずは部

長という、部長から次長からな、管理職の方々
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は、そしてまた自分のその所属する職員に対し

てな、やっぱし普通、この旅費を見てもわかる

ですよ。やっぱし、ポートセールスが何百件っ

て行きよるとに、やっぱし企業誘致では、２０

件か、１０件。そういうふうな状況であります

から、よければ予算がないからという状況の中

でですね、予算をふやすためには、どういう一

つの事業に取り組むのかというのを計画をして

ほしいと思います。 

 そうする中で、予算っていうのはですね、必

ずつきまとってくるんですよ。決算はまともな

ですね、公正な中で適正にしとれば、決算なん

か私たちは見らぬでよかですよ。予算見ればよ

かこっだいけんでから。もう使うた金ば、本当

言いたくないんですよ。けれども、やっぱりそ

れをいかに次年度に、いかにどうやって反映し

ていくかというのは、まずは執行部が、市長以

下、副市長、そしてまた査定をする人、部長連

中も含めてですよ、そのときに参考となるか

ら、私たちは指摘をしたり、意見を申したり、

説明を求めていくという。 

 あなた方に対して、決算の委員というのはで

すね、真剣に捉えていただければですね、そう

いうことなんです。 

 これ、委員会に入っておられる職員さんばか

りじゃない。ネットで全部放映してるからです

ね。副市長も、市長も、それから財務部長あた

りも一緒なんですよ。それを捉えてから、これ

からは八代市という、この八代丸というすばら

しい、この次時代をいい方向に向かって、あな

た方の子供や子孫のためにもですね、私たちは

今改革をすべきだと。そういう中で決算で今改

めて感じておる中での１８０万。これについて

は、しっかりと２７年もですね、２７４万つけ

てますよね。 

 私は本当こうやってからやっぱり予算をふや

して、そしてから、また次年度に対してです

ね、これだけのことを事業をしたんですと。ま

だやりたいですということで、予算要求をして

いくと。何らかの新しいやっぱりメニューを持

って取り組んでいかんと。チャレンジしていか

なければですね、私はいけないと思いますか

ら。 

 まあ、後については、一生懸命２７年です

ね、事業を進めながら、２８年度の予算にまた

反映できるようにしてください。はい。 

○委員長（矢本善彦君） いいですか。 

○委員（山本幸廣君） はい。 

 説明要りません。 

○委員長（矢本善彦君） ほかに。 

 はい。前垣委員。 

○委員（前垣信三君） はい。済みません。短

目に。関連質問ですけど、１２ページの歳出決

算の状況で、支出済額の構成比が、商工費が

２.３％ですよね。 

 今、説明受けた中で、山本委員さんがおっし

ゃったとこも含めて、どっちかちゅうと、お祭

り騒ぎに出す金ばっかり。 

 そして、一番、旧八代市議のときから思っと

ったんですが、銀行預託が５億。当時はたしか

１０億だったかな。銀行預託がかなりのウエー

ト、予算の中で占めておる。それは行って返っ

てくるだけなんですよね。これは銀行のため

に、何か、しかならぬような予算のような気が

しますね。 

 で、今山本委員さんが言いなはったこの企業

誘致対策事業、確かに金額は少なかっですが、

私が思うのには、職員さんが圧倒的に足りぬと

思うとですな。何をしたくても。 

 だから、今この企業対策に、誘致対策に関係

しとられる職員さん、出張される者も含めて何

名ぐらいなんですか。 

○委員長（矢本善彦君） 川野課長。 

○商工政策課長（川野雄一君） 企業誘致に関

しましての業務につきましては、工業振興係の

ほうで進行管理やってまして、課長補佐含めて
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４名で今やっているところです。 

 雇用関係も一緒にやっていますので、企業誘

致だけじゃなくて、地元の地場産業振興とか、

全て含めたところで、４名の体制でやっている

ところでございます。 

○委員（前垣信三君） はい。 

○委員長（矢本善彦君） 前垣委員。 

○委員（前垣信三君） はい。説明しなっとは

ようわかっとですが、この予算の割合からいけ

ば、商工というより、商だけなんですな。工な

んてちょっとしかないじゃないですか。 

 で、変な話、余分なこと言うと怒られるとで

すが、ばか騒ぎして踊って何千万かの夏祭りの

経費を使うよりかは、もっとこのあたりにもっ

とちゃんとした人員を配置して、これを使わな

いかぬとですよ。夏祭りしても、八代が景気よ

くなるわけじゃ、何でもないですよ。 

 このあたりのために、もっと重点的な人員配

備もして。商はみんな補助金じゃないですか、

何かの行事の補助金とか、金出すばっかり。人

員が少ないんでしょうけど。もっとですね、人

員を要求しならないかん。 

 そしてね、本当の商工という意味を、工とい

う意味にもっと力点を置かれぬと、もうずっと

今までそうじゃないですか。これ、要望です

よ。どう思われます。 

○委員長（矢本善彦君） 川野課長。 

○商工政策課長（川野雄一君） 確かに、地元

の産業振興という観点からすればですね、工業

の振興ちゅうのは大事な部分かと思います。 

 それと、先ほど預託のですけど、いいですか

ね。預託の関連ですけど、これは、確かに５億

円をですね、市内の金融機関に預託いたしまし

て、市の融資制度の運営というところで、低金

利で市内の中小企業者の方々に商業、工業含め

ましてですね、借りていただいてるんですけ

ど、その経営安定とか、そういうのに利用して

いただいておりますので、中小企業の方々はで

すね、一般の融資ですかね、市以外の融資より

有利な金利で借りられるというところで、そち

らの点は少しは、少しちゅうか、お役に立って

るということで、認識をしてるところでござい

ます。 

 先ほど言われました、金融関係はそうなんで

すけど、工業関係に関しましては、今後充実し

ていかなければならないところの認識はしてい

るところでございます。はい。 

 以上でございます。（委員前垣信三君「もう

余分には言いません」と呼ぶ） 

○委員（前川祥子君） はい。 

○委員長（矢本善彦君） 前川委員。 

○委員（前川祥子君） はい。１１２ページ、

１１３ページの商業振興対策事業と商店街活性

化事業に関してですが、これは今の現状として

は、地元商業の景気状況っていうのは、どのよ

うなふうになっておりますでしょうか。 

○委員長（矢本善彦君） 川野課長。 

○商工政策課長（川野雄一君） 商業振興対策

事業につきましては、市内の商工会議所と商工

会のほうに一応補助金として支出している部分

でございます。こちらのほうは経営のプロとい

いますかですね、そういう指導者のプロという

ところで、職員じゃ、ちょっとできないよう

な、そういう部分でアドバイスをしていただい

ているところでございます。そういうところ

で、支出をさせていただいているところです。 

 あと、市内の商業関係の景況感ですけど、こ

ちらのほうは地元資本の商業の方々は大変厳し

い。よそからスーパーとかですね、そういう大

型ショッピングセンターとか進出があっており

ますので、地元の商業の方々は大変厳しい状況

でございます。 

 そういうところで、地元商店街、これは中心

商店街だけじゃなくて、日奈久、鏡のほうも含

めましてですね、地元の商店街の方々に助成制

度というところでやっているところでございま
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す。 

 多分地元の経営者の皆さんからすれば、大変

厳しい状況かなということで、認識をしている

ところでございます。はい。 

 以上でございます。 

○委員（前川祥子君） はい。 

○委員長（矢本善彦君） 前川委員。 

○委員（前川祥子君） そうしましたら、これ

だけの予算かけながら、今後はどうなんでしょ

うね。もう少し予算をかけたほうがいいとか、

なんか、もう少し予算……。要するに何か事業

をしたいとか、そういった要望みたいなものは

地域の商店街の方々からあるんでしょうか。 

○委員長（矢本善彦君） 川野課長。 

○商工政策課長（川野雄一君） 今は主に助成

ってやってるのが、商店街の再生っていうか、

再生事業ちゅうことで、空き店舗対策とか、そ

ういうところで助成をやってるところです。 

 あとは、イベント関係。商店街でイベントさ

れたとか、商店だけじゃなくて、鏡、日奈久も

ございますけど、イベント関係に補助を出して

るところでございますけど、地元の要望からし

ますと、中心市街地に人が来るような、そうい

う仕掛けをしてくれというような要望があって

るところです。 

 こちらのほうは、どうやったら中心市街地に

人が流れるのかというところで、今、集約でき

るような、そういう核が必要かなというところ

で考えているところですが、なかなか具体的な

事例っていいますか、事業というのはちょっと

見えないところはございますけど、そういうと

ころで今、進めているところでございます。 

 済みません。回答になってませんけど。 

 以上でございます。 

○委員（前川祥子君） はい。 

○委員長（矢本善彦君） 前川委員。 

○委員（前川祥子君） なかなか商店街の集客

の増加もなかなか難しいなというふうに感じて

ます。 

 今、地方においても、八代市においても、人

口減ですよね。だから、この商店街の活性化と

いうのは、人口減の中でどうするかっていうの

もありますけど、今ひとつ明るい兆しっていう

のが、交流人口がふえているっていう状況です

ので、いかにこの交流人口を取り込んでいくか

と。そして、それに伴って地元の人たちがそれ

と一緒になって、人を呼び込むような形をして

いくかっていうとこだと思います。なかなか商

店街活性化に結びつける案がないということで

すので、これだけの予算をかけられていますけ

ども、今予算だけじゃないんだなというふうに

つくづく思います。 

 だけども、今後も支援は続けていかなければ

ならないと思いますし、ここを空洞化するわけ

にはいきませんので、ぜひともいい案を、まだ

まだ活性化するのであれば、私はもう予算かけ

てもいいんじゃないかなと思いますので、ぜひ

その点をよろしくお願いいたします。 

 以上です。 

○委員長（矢本善彦君） いいですか。 

○委員（前川祥子君） はい。 

○委員（堀口 晃君） 関連でいいですか。 

○委員長（矢本善彦君） 堀口委員。 

○委員（堀口 晃君） はい。前川委員おっし

ゃったように、商業振興対策事業のですね、商

工会議所の補助金と八代市商工会の補助金、３

倍ぐらい違いますよね。この３倍ぐらい違う、

この理由。何でこんなに違うのかっていうこと

は、説明できますか。 

○委員長（矢本善彦君） 川野課長。 

○商工政策課長（川野雄一君） こちらのほう

は、確かに商工会議所のほうは９５０万円と、

商工会のほうは２６４２万円ということで、３

倍近くの差があるんですけども、商工業者の数

から見てもですね、ちょっと少ないと。会員さ

んですかね、少ないところありますけど、商工
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会のほうは、事業自体がですね、ちょっと商工

会議所とちょっと違うところがありまして、地

元のそういう活性化に対してそれぞれ支所がご

ざいますけど、それぞれのイベント等も商工会

のほうでですね、主催となってやっておられる

ところもございます。 

 あと、青年部、婦人部の活動もございまし

て、そういうところと、あとは商工会議所とち

ょっと違うところが、零細の中小企業者が多い

といったところで、きめ細かな指導が必要だと

いうところもございます。 

 そういうところで、人員のほうもですね、同

じような配置ちゅうかですね、になっておりま

して、そこでもイベントとか、そういうところ

にですね、いろいろ事業展開されるところで、

ちょっと差が出てるところでございます。 

 以上でございます。 

○委員（堀口 晃君） 委員長。 

○委員長（矢本善彦君） 堀口委員。 

○委員（堀口 晃君） はい。商工会議所ので

すね、会員さんと、商工会の会員さんの分の人

数はどうなんですか。 

○委員長（矢本善彦君） 川野課長。 

○商工政策課長（川野雄一君） 一応会員数は

ですね、組織率としましては商工会議所が全体

の商工業者の中で３９.３％、それから商工会

のほうが６２.５％となっておりますけど、会

員数からしますと、商工会議所のほうが１８０

０程度で、商工会はその半分よりちょっと多い

ぐらいで、７００程度というところで、会員さ

んがなってるところでございます。 

○委員長（矢本善彦君） 堀口委員。 

○委員（堀口 晃君） 前からずっとこんな感

じですよね。で、合併したときに、今ちょっと

おっしゃられたように、合併したときにもそれ

ぞれのところがあって５つの部分でまとまって

るという状況がずっと続いてきておりますよ

ね。 

 もう合併して１０年ですよね。この辺の見直

しというのを。だけん、商工会議所が今どんだ

けやってらっしゃるかっていう。先ほどおっし

ゃった青年部、婦人部があるからとか、イベン

トをされてるからとか、零細企業が多いからと

か、そんなん理由にならないと思うんですけど

も。 

 全体的に見て、八代市のですね、商業の振興

対策っていうこと、これは分けずにですね、１

つにしたときにどういうふうな補助のあり方な

のかっていうことを、考えたことがございます

か。執行部のほうで。 

○委員長（矢本善彦君） 川野課長。 

○商工政策課長（川野雄一君） 一応、合併の

ときの経緯がございまして、商工会のほうは５

つの商工会が合併したというところで、その前

は、それぞれの市町村のほうで補助金が支出さ

れていたんですけど、その中で、トータルいた

しますと、今の２６００万じゃなくて、当初、

合併した当初はですね、３０００万超えていた

ような補助金でございました。 

 そこで、見直しをずっとやってきた中で、現

在は２６４０万というところで、今後とも会員

数とか、よその商工会とも、よそちゅうか、八

代市以外ですね、の商工会との比較もしなが

ら、ちょっとまた見直しをしていきたいという

ところで、考えているところです。 

○委員（堀口 晃君） はい。委員長。 

○委員長（矢本善彦君） 堀口委員。 

○委員（堀口 晃君） はい。よそはどやんで

んよかっですよ。八代市がどうなのかっていう

話ですよね。坂本にしろ、千丁、鏡、東陽、泉

もあるわけですから。で、八代市の全体的なと

ころでの、商工振興が果たしてこの金額でいい

のかどうかという。果たしてその費用対効果と

いう部分において、２６００万円を上げて、そ

れだけの活性化につながっているかどうかって

いうこと。 
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 当然、商工会議所もそうですよ。９５０万円

の部分においてどうなのかっていう。だけん、

もうトータルとして、３５００万円の中におい

て八代市の活性化のためにどうするかという、

こういう話をしないといけないと思うんですよ

ね。 

 組織がどうかということよりも、八代市全体

として補助金を出すわけですから、そこについ

て、どう考えてるかということを、基本的なと

ころをですね、持っとかないといけないと思う

んですけど、その辺はどうですか。 

○委員長（矢本善彦君） 川野課長。 

○商工政策課長（川野雄一君） 確かに、市内

の中小企業というところで、基本的にはです

ね、そういう同じようなことで考えていかなけ

ればいけないと思うんですけど、構成員が商工

会のほうは零細のほうが多いというところと、

商工会議所のほうは零細まではいかなくて、あ

る程度大きな中小企業だということで、会員が

なされているところでございます。 

 そういうところで、事業指導とか、そういう

のの対応がちょっと変わってくるのかというこ

とは思いますけど、基本的には同じような体制

に持っていきたいというところで、今考えてい

るところでございますけど、これは今後の検討

というところで、見直しをさせていただきたい

というところで考えております。 

○委員（堀口 晃君） はい。 

○委員長（矢本善彦君） 堀口委員。 

○委員（堀口 晃君） はい。もう答弁は要り

ませんけども。川野課長、商工会のほうがね、

零細が多いっていうふうに、比率的に言うけど

も、少なくともですね、商工会議所のほう、１

８００会員がいらっしゃるならば、９００ぐら

いはですね、零細なんですよ、９００以上は。

その辺の認識を間違っちゃいかぬですよ。 

 だから、全体的に、零細だから、じゃあ、手

厚くしようという話ならばね、またその話が違

う話ですから。だから、３５００万しかない予

算なのか、もしくはね、３０００万にするか、

もしくは４０００万にするかという、八代市全

体のところで、物事を考えていかないと、その

一つの団体、団体で物事を考えるんじゃなく

て、全体で物事を考えていかないと、今後の商

業振興対策には僕はならないというふうに思っ

ていますんで、ぜひその辺の見直しをされるっ

てことでございますので、ぜひ平成２８年度の

ね、今度の予算編成に期待をしておきたいと思

います。 

 以上です。 

○委員長（矢本善彦君） はい。中山委員。 

○委員（中山諭扶哉君） はい。関連しまし

て、１１３ページの商店街活性化事業の補助金

内訳のところで、空き店舗活用事業、これ４店

舗ということで説明がございましたけど、もう

ちょっと詳細な説明も含めてですね、この４店

舗に至った経緯というのをちょっと説明いただ

きたいと思います。 

○委員長（矢本善彦君） 川野課長。 

○商工政策課長（川野雄一君） 一応、４店舗

というところはですね、新規に出店されたとこ

ろが４店舗ということで、また、あとは商店街

再生事業というところで、改装、リニューアル

というか、魅力アップということで、改装のほ

うも一応対象としております。全て含めますと

２６年度はですね、８店舗対象になったという

ところで、その中で４店舗が新規で出店された

というところでございます。 

 場所を言いますと、通町と本町、あと二之町

のほうに出店をされているところでございま

す。 

 これは、商店街振興組合と任意団体も含めま

して、そこに出店された場合は申請のほうがで

すね、団体から申請していただいて、こういう

お店を出しますから、商店街の活性化につなが

りますということで、団体から申請をしていた
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だいているところです。これは、そういうとこ

ろ、飲食店とか、そういうところも多かったん

ですけど。 

 あと日奈久のほうもですね、一応、この商店

街再生事業というところで、対象というか申請

をしていただいているところでございます。こ

ちら、旅館の改装とかそういうのも対象という

ところで、日奈久の商店街の位置づけというと

ころでやっているところでございます。 

 そういうことで、先ほど言いましたように、

新規出店は４店舗というところで、対象は８店

舗ありましたというところでございます。 

○委員長（矢本善彦君） 中山委員。 

○委員（中山諭扶哉君） これが多いか、少な

いか、私はもう少ないというふうに思ってます

けど、不用額見てもですね、これだけの不用額

を残されてる。原因はですね、どこにあるのか

なってやっぱり思うんですけどね、日奈久のほ

うも含めてですね、やはり申請がしづらいとい

うことを聞いたので、これはですね、不用額が

これだけ出てるっていうのはよっぽど申請がで

すね、やりづらい状況にあるんじゃないかなと

いうふうに思ってますけど、そこら辺。 

○委員長（矢本善彦君） 川野課長。 

○商工政策課長（川野雄一君） 申請につきま

しては、先ほど言いましたように、商店街の振

興組合、任意団体も含めまして、そこを通して

ということで、そこの会員になっていただくの

がちょっと条件がございます。だから、ここに

出店しますからとそういう商店街じゃないとこ

ろはちょっと対象にならないんですけど、そう

いう商店街の中の一角に入っていただく。 

 それで、そこの地域の振興を図るという目的

もございますので、相談は商店街振興組合と

か、そういう任意団体のほうから申請をしてい

ただくんですけど、相談はうちにも来ますし、

そういう商店街のほうにも来られます。申請に

関しては、そんなに複雑な申請方法じゃござい

ませんから、ＰＲのほうもですね、ちょっと足

りなかった部分もあるかもしれませんけども、

ＰＲのほうも、今後させていただいて、どんど

ん利用していただきたいというところで考えて

いるところでございます。 

○委員長（矢本善彦君） 中山委員。 

○委員（中山諭扶哉君） はい。もっともっと

申請をしていただきたいというふうに思います

し、門戸を広げてですね、空き店舗が物すごい

やっぱり日奈久も含めて、相当本町かいわいも

あるもんですから、それを１つでも埋められる

ようにですね、もうちょっとやりやすい方法も

検討いただければなと。 

 続きまして。 

○委員長（矢本善彦君） 中山委員。 

○委員（中山諭扶哉君） はい。１１２ページ

のですね、クルーズ船の誘致事業ということ

で、こちらのほうですね、数がふえるという、

近年増加傾向にあるということで、実際どのく

らいぐらいの数が予想といいますか、今年度予

想されてますか。 

○委員長（矢本善彦君） 桑原課長。 

○経済文化交流部理事兼国際港湾振興課長（桑

原真澄君） 失礼します。今年度につきまして

は、一応、この前１０月の１日にクァンタム・

オブ・ザ・シーズが入港しておりますが、あと

年明けて１月の１日にまたクァンタム・オブ・

ザ・シーズが入るということで、あと海外から

のクルーズ船については、今年度は１１隻の予

定でございます。 

 あと、国内の訪船、日本籍の船につきまし

て、今月の２２日に飛鳥Ⅱが入港予定でござい

ます。これは毎年、鶴屋さんのほうでチャータ

ーをしていただいて、今年度は２３日から、１

０月の２３日から２５日まで釜山のほうに発着

ということで八代港を御利用いただくというこ

とでございます。 

○委員（中山諭扶哉君） はい。 
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○委員長（矢本善彦君） 中山委員。 

○委員（中山諭扶哉君） キャパシティ的には

まだ十分対応できるということで大丈夫です

か。 

○委員長（矢本善彦君） 桑原課長。 

○経済文化交流部理事兼国際港湾振興課長（桑

原真澄君） 今、八代港のほうにつきまして

は、いわゆる１０メーター岸壁、１２メーター

岸壁、１４メーター岸壁を有しております。 

 今、海外のクルーズ客船、今、この前１０月

１日に３回目の入港となりましたクァンタム・

オブ・ザ・シーズ、これについて１６万８００

０トンということで、世界で２番目に大きなク

ルーズ客船でございますけれども、これにつき

ましても、意外とクルーズ客船は喫水がです

ね、浅くて、９メーターぐらいしかないという

ことで、十分１２メーター岸壁、１４メーター

岸壁のほうで対応は可能というところでござい

まして、岸壁的には十分、どれだけでも対応は

可能ということでございますが、いかんせん八

代港は産業港ということでございますので、貨

物船、このあたりがもう優先というのが前提と

いうことでございますので、管理者であります

熊本県がそこら辺の精いっぱいの調整をされ

て、今年度については、海外からの客船につい

ては１１船ということになっているところでご

ざいます。 

 今後においてもそのあたりの調整を経たとこ

ろでの入港ということになってくるというとこ

ろでございます。 

○委員長（矢本善彦君） 中山委員。 

○委員（中山諭扶哉君） 聞きたかったのは、

そのキャパシティ、産業港としてのこれだけ客

船受け入れるのについて大丈夫ですかというの

を聞きたかったんですけど。 

○委員長（矢本善彦君） 桑原課長。 

○経済文化交流部理事兼国際港湾振興課長（桑

原真澄君） 蒲島知事あたりもですね、可能な

限り、海外からのクルーズ客船も受け入れたい

というふうなお話はなさっているところでござ

いますけれども、いずれにしましても、貨物船

との調整というのがございます。貨物船優先と

いうところを図りながら、今、県のほうで調整

をされているというところでございますので、

また、２８年度につきましては、まだ現在調整

をされてるところでございますので、ちょっと

どんなふうな隻数になるかというところはちょ

っとわからないというところでございます。 

○委員長（矢本善彦君） 中山委員。 

○委員（中山諭扶哉君） わかりました。クル

ーズ船が入港されるということなんですけど、

それについて市役所の職員の方たちのお手伝い

といいますか、結構人数がかかってるように思

いますけど、今の状況いかがですかね。どのく

らいぐらい出られてますか。 

○委員長（矢本善彦君） 桑原課長。 

○経済文化交流部理事兼国際港湾振興課長（桑

原真澄君） 失礼します。６月からですね、海

外の客船が入港いただいておりますけれども、

そのたびごとにですね、二十五、六名という

か、それぐらいのですね、応援職員のほうをお

願いをしてるというところで、船によっては早

い時間帯から入港するということもございます

ので、早朝から、また夕方出港するまでという

ことで、大変重労働といえば重労働になります

が、大変恐縮しながら応援職員のお願いを各課

の皆さんにしているという状況でございます。 

 以上でございます。 

○委員長（矢本善彦君） 中山委員。 

○委員（中山諭扶哉君） 準備から含めるとで

すね、恐らく前日から、その前からですね、二

十五、六名が動かれてるということで、今１０

隻とかそこら辺だと思いますけど、１０隻とい

うことは、それに付随して、延べ１００名超え

る職員の方たちが応援で出られると。今から先

ずっとそういうふうになってしまうとですね、
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これ負担がですね、市の負担も相当なもんだと

いうふうに思います。 

 これからですね、人件費も含めてですね、ち

ょっと検討のほうをしていただきたいというふ

うに思います。 

 よろしくお願いします。 

○委員（山本幸廣君） 委員長、関連よか。 

○委員長（矢本善彦君） 山本委員。 

○委員（山本幸廣君） 関連。はい。 

○委員長（矢本善彦君） 短く。（笑声） 

○委員（山本幸廣君） はい。ありがとうござ

います。御指導の方ありがとうございます。 

 今の関連ですけども、課長、私はこのクルー

ズ船客船についての誘致、本年度も３倍ぐらい

予算組んどったよな。その中でほとんどがね、

入港のセレモニーの費用負担だけなんですよ。

決算書見た中でですよ、私が感じたのは。 

 今、ちょっと意見が出ておりましたけど、感

じたのは、そういう状況の中で、経済効果も含

めて、課題というのはどういう課題があるのか

ということの中でですね、どんな影響と課題、

そういう中で分析をされた中で平成２７年度は

３倍ぐらいの予算をつけたと。その中でもやっ

ぱりセレモニーの回数を、客船が日本一であろ

うが、世界一であろうが、来るとはもういいん

ですけども、それに対する影響、経済の効果、

そういうのを分析しながら、新しい新年度に反

映されたと思うんですよ。 

 ところが、その影響というのはいい影響、効

果があったのか。効果がない影響がたくさんあ

るというのは１つ事例、２つぐらい事例を言っ

ときますけども、これは今委員が質問されたよ

うに、まずは職員の方々の大変な負担という

の、これは皆さん方、ほとんど頭を下げておら

れるように、物すごいですよ。担当の負担とい

うのは、ですね。それと同時に、ほとんど今回

のクルーズ船が来たときには、雨模様で雨が多

かった。ほとんどバスに乗ってからですね、全

部目的地はどこかというのは、もう全部旅行社

が決めてるんですよ。 

 その中で、八代の市内、そしてまたいろんな

物産館の効果、売り上げ効果というのは、私は

昨年度より少なかったんじゃないかと思うぐら

いですね、少なかったと思いますよ。もうほと

んど目的地。特に、稲荷神社に、赤いのが好き

だから、中国はですね。だから、稲荷神社に行

って、そこでいろんなところもう直接行くんた

い、ですね。高橋稲荷行くし、熊本城の下の稲

荷神社に行くし、また、阿蘇に行くとかです

ね、目的地は全部決めて、もうほとんど乗った

ら全部農免道路で行ってますよ、農免道路。臨

港線から高速行く。 

 八代市には、八代港の前に３台か５台おっ

た。私がちょうど見たって。ほとんどおみくじ

の引き方も知らぬ。たたき方も知らぬというこ

とで、大変なことでですね、効果がなかったと

いうことなんですよ。 

 そういうことを考えればですね、私は今回の

このクルーズ船の今後２７年、２８年、どのよ

うな方向をされるのかなと思うのは、私は大変

ですね。 

 ２点目ですよ。２点目は、漁業者の方々から

意見が、物すごく苦情があってますね。なぜ

か。マイナス１４メーターって言うけどもです

ね、あの航路はカレイの稚魚をしてから、カレ

イが一番多いところ、ガネとカレイの稚魚が。

あの航路の中に。その方が大きな山が来たけん

がと思って、漁師の方々が。もう夫婦で漁師さ

れてですね、仕事されてから、網、はえ縄しと

ってから。もう恐ろしかったって。こっだけは

どこか言うてくれんですかっていう、そういう

漁業者の方々も陳情せないかんということを言

っておられました。危ない、危険性があると。

貨物船が来るって、貨物船低かけんがよかばっ

てんが、高かつが、客船が来てからですね、も

う仕事できないですよ。ということで、県と今
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調整しているという課長の説明があったんだけ

ども。私はこれ、調整せないかんと思う。もう

これ以上クルーズ船来ても何も効果ない。私は

はっきり言っておきますから。何も効果ないで

すよ。 

 それよりですね、コンテナの問題、貨物船の

問題、こういう状況だから、新港にどんどん行

きよりますよ、今新港。熊本の。熊本新港はコ

ンテナの、貨物船の数を調べとってください。

私はある程度調べておりますけん。物すごい今

シフトは熊本港やから。 

 うちはコンテナはふえてるんだけども。助成

金が高いけんでうちはふえてるんですよ。はっ

きりな話が。今、熊本港に物すごいシフトして

いく。客船が来るもんだけんでから。そういう

一つのやっぱり影響の中で悪の影響が来とると

いうのも、これは事実であるわけですけんでか

ら、もうそれは行って、しゃにむに行ってか

ら、職員も何なっと売るるよかばってん、しか

た買うていかれぬ。 

 ９時に出るでしょう、課長。９時に出て４時

半に帰ってきて船に乗るじゃなかですか。１時

間は（聴取不能）て言うだけども。もうその率

というのは、ほとんどデータは出てますよ。で

すから、余りにも歓迎する事業じゃないという

ことを私は言っておきますから。 

○委員長（矢本善彦君） 答え、よかですか。 

○委員（山本幸廣君） 要りません。 

○委員長（矢本善彦君） 福嶋委員。 

○委員（福嶋安徳君） いいですか。 

○委員長（矢本善彦君） はい。 

○委員（福嶋安徳君） 商店街とクルーズ船に

ついての関連した事業なんですけれども。この

商店街活性化事業のこの中で、事業補助金。こ

れは、この商店街っていうのは、八代の商店街

の町中ばっかりですかね。いろんな商店街幾つ

もありますけれども、その内訳はどやんですか

ね。伺いますが。 

○委員長（矢本善彦君） 川野課長。 

○商工政策課長（川野雄一君） 補助金につき

ましては、商店街のイベントとか、先ほど中山

委員から質問ありました商店街再生事業、そち

らのほうに主に支出してるんですけど、その中

で主に商店街の、中心商店街のほうが主に多い

ところではありますけど、あと鏡の文政商栄

会、それと先ほど商店街再生事業でもありまし

たように、日奈久のそういう商店街といいます

か、湯の里日奈久振興会ですか、そちらのほう

に支出をしてるところでございます。 

 というところで、申請自体はですね、そうい

う任意団体も含めまして、できるところでござ

いますけど、申請自体がそういうところから、

今のところはあってなかったというところで、

そういう偏った補助金の支出になってるところ

でございます。 

 そういうところで、ＰＲ自体はですね、以前

鏡の街路灯組合ですかね、そういうところに、

ちょっとお話自体はですね、させていただいて

るんですけど、なかなか申請自体はですね、上

がってきてないのが現状でございまして、そう

いう状況で、支出のほうは中心商店街のほうが

重きが高いような状況になってるところでござ

います。 

 はい。以上でございます。 

○委員長（矢本善彦君） 福嶋委員。 

○委員（福嶋安徳君） ほかの郊外の商店街に

ついてはですたい、もうこの申請がなかった。

ここはもう、知らっさんとでしょうたいね。こ

ういう、そういう補助事業があるというのを。

それも一つ考えられます。 

 それと、やはりほかの鏡町の商店街にしまし

ても、日奈久の商店街にしても、シャッター

街、そういった疲弊しとるところがいっぱいあ

りますね。そういったところには、やっぱりい

ろいろ、いろんなこういう事業がありますよっ

ていうのをやっぱり教えながら、やっぱり進め
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ていく必要があるんじゃないかなというふうに

考えます。 

 それと商店街、この町なか、アーケード街の

これ、あそこの空き店舗の再生、活用につい

て、提供されるお店はどのくらいありますか

ね。 

○委員長（矢本善彦君） 川野課長。 

○商工政策課長（川野雄一君） 今、空き店舗

というのがですね、一応貸してもいいよという

ところが空き店舗というところで、済みませ

ん、数的にはちょっとパーセンテージでしか出

ておりませんで、申しわけないんですけども、

今、全体で１丁目から通町商店街振興組合まで

１７.３％の空き店舗ということで、全体で２

１８店舗、２５年度であったかと思いますけ

ど、その中の１７.３％が空き店舗になってお

りまして、この中で――、済みません。空き店

舗を貸してもいいというところが、ちょっとそ

れぞれの商店街のほうにちょっと確認しない

と、正確な数字はわからないんですけど。そう

いうとこで、空き店舗はあるところでございま

す。 

 申しわけありません。数のほうはですね、ま

た後ほどお知らせをしたいと思いますけども。

済みません。申しわけございません。 

○委員長（矢本善彦君） よかですか。 

○委員（福嶋安徳君） いや、はい。 

○委員長（矢本善彦君） はい、福嶋委員。 

○委員（福嶋安徳君） やはりですよ、せっか

くこの１５００万もかけてそういったところに

事業を取り組んどられるとですから、やっぱり

全体的な流れでやっぱり教えて、それぞれの地

域に教えて、やっぱりどういった取り組みがな

されるのかというのをやっぱりやっていかない

と、どこの町もやっぱりそういった状況に欲し

がっとる人が皆さんおられると思うんですよ

ね。自分たちの町が疲弊していくというのをた

だ黙って眺めとる商店っていうのは恐らくない

だろうと思います。 

 それに合わせてですよ、さっきクルーズ船が

これだけ年間１０隻も来る。そこに免税店が出

せれば、まだまだ活性化に導かれる可能性ちゅ

うとがあるんじゃないですか。今、八代にせっ

かくこれだけの、１回に４０００人程度が来ら

れて、全部八代以外に出て行かれて、買い物を

やっていかれる。それを八代にとめてですた

い、買い物していただくような、そういった取

り組みもやっぱりぜひやってよかっじゃなかろ

うかなと思います。 

 それで、それだけ商店街が疲弊しとっとにで

すね、もうちょっと免税店あたりもいろいろ皆

さんに教えて、そしてどんどん商店をつくって

いただくというようなことであれば、いろいろ

そういった一遍でもよかけんが、そういった活

性化につなげていければ、ほかの仕事をしなが

らでも、そのときはまだこっちにできるという

ような状況ができはせぬかなと思うですたい

ね。そういったのもひとつ考えていただければ

なと思います。 

 それと、クルーズ船のせっかく来て、何て言

いましても、八代市外に行って観光する、買い

物をする。それはもう今のところ仕方ないにし

ても、やはりこの八代市の、私は一般質問で言

ったことありましたけども、せっかく八代は農

産物をいろいろ特産がいっぱいあります。それ

と、商店街がつくっておられる品物もたくさん

あると思います。食料をですね、そのときに積

み込みできるような協議がですね、できてすれ

ば、一回に積み込むと４０００人ですよ。４０

００人分の食料をどぎゃんして積み込むかとい

うような、そういうふうな税関の状況もあるか

もしれません。そういったですね、ことも踏ま

えていろいろ協議をしていく必要性があるんじ

ゃないかなと思いますよ。 

 考えられることであれば、そういった方向性

もですね、今考えていけば、買い物できない部
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分、その分積み込めれば、相当な利益上がって

くるんじゃないかなと思うんですよ。そういっ

た方向性もですね、考えていただければなと思

います。 

 以上です。 

○委員長（矢本善彦君） いいですか。はい。 

○委員（堀口 晃君） 委員長。 

○委員長（矢本善彦君） 堀口委員。 

○委員（堀口 晃君） はい。決算書のほう

の、実はですね、こっちに載ってないもんです

から、決算書のほうの１５１ページ、八代市に

おいては指定管理者っていう部分がかなり多く

今見受けられていろんな形でそれぞれの指定管

理料を払っているところでございますけれど

も、ちょっと上から、真ん中からちょっと上の

ほうに松中信彦スポーツミュージアム管理運営

費が４７７万３０００円というふうにございま

す。昨年も７５６万７０００円の決算があって

るところであります。 

 ことしの当初予算についてはかなり少ない、

２５万というふうな状況があるんですけれど

も、今、松中信彦スポーツミュージアムの管理

運営についてですね、入場者も含めてどういう

ふうな今現状があってるのかということと、今

回の決算の４７７万３０００円の内訳をちょっ

と聞かせていただきたいと思います。 

○観光振興課長（岩崎和也君） はい。 

○委員長（矢本善彦君） 岩崎課長。 

○観光振興課長（岩崎和也君） はい。まず、

松中信彦ミュージアムの入館者数なんですけれ

ども、平成２５年で３７３６人、平成２６年、

昨年度３８９３人というような状況です。 

 指定管理につきましては、昨年度までは九州

綜合サービスのほうでよかとこ物産館と一緒に

スポーツミュージアムを管理していただきまし

た。今年度から５カ年間、一緒に、同じ経営管

理をしてると。同じような管理をやり方はして

るんですけども、指定管理が５年間というよう

なところが違って、それまではよかとこ物産が

単体で、それからスポーツミュージアムも単体

というようなことです。 

 現状、平成２７年度に入ってからの現状でよ

うございますでしょうか。（委員堀口晃君「は

い」と呼ぶ） 

 平成２７年度におきまして、入場者数も昨年

に比べて８月末において１０００人ぐらいふえ

ているというような状況はあります。 

 それから、実際どのような動きをしてるかと

いうようなことで、説明させていただきますと

……。しばらくお待ちください。 

 お待たせしました。ＣＳ放送の放映を通年で

やっております。それから、プロジェクターで

の放映をよく試合とかあるときには、何て言い

ますかね、パブリックビューイングですか、と

いった形で、そういった日を設けて皆さんに観

戦してもらったりとか、それから連動したグッ

ズの販売イベントをやってるというような状況

です。 

 それから、グローブとか、スパイクとかのお

手入れ教室。野球選手を目指すちびっ子たちに

ですね、そういったお手入れの教室をやってい

ると。 

 それから、スポーツ関係の講演なども今後予

定してると。今はまだしてませんけども、そう

いったものを予定しているというような状況。 

 それから、スポーツに係る情報誌の設置あた

りをさせていただいてるというようなことで、

前回報告させていただいたように、スポーツ

の、少しでもですね、スポーツの情報発信拠点

となるような取り組みができるようにというこ

とで、今年度計画しているというようなことで

す。 

 ＣＳ放送については済みません、先ほど計画

というようなことで、訂正させていただきま

す。 

○委員（堀口 晃君） はい。委員長。 
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○委員長（矢本善彦君） 堀口委員。 

○委員（堀口 晃君） はい。４７７万の、こ

れのお金の使い道っていうか、どんなのに使っ

たかっていう。大まかでいいです。そんなに細

かくは要りませんけど。 

○経済文化交流部次長（水本和博君） はい。

（｢人件費じゃない」と呼ぶ者あり） 

○委員長（矢本善彦君） 水本次長。 

○経済文化交流部次長（水本和博君） はい。

松中ミュージアムとよかとこ物産館につきまし

ては、２６年までは先ほど話出ましたように、

九州綜合サービスさんのほうで、指定管理とい

うことでお願いしとったわけですけども、別々

に契約をしておりまして、松中スポーツミュー

ジアムにつきまして、この松中スポーツミュー

ジアム単体での指定管理料が４６０万円でござ

います。 

 したがいまして、残りの十数万円でございま

すか、その部分は消耗品であったりとか、そう

いったものということで、ほとんどが指定管理

料でございます。 

○委員（堀口 晃君） はい、委員長。 

○委員長（矢本善彦君） 堀口委員。 

○委員（堀口 晃君） はい。契約当初につい

てではですね、大体月５０万円ぐらい。ですか

ら、年間に五、六百万円ぐらい、こう来るとい

うふうな状況はよかとこ物産館もあったように

思ってて、余り両方とも八代市の出し前がない

というふうなところで、最初の契約があったよ

うな気がするんですが、そこはちょっと私の思

い違いですかね。 

○委員長（矢本善彦君） 水本次長。 

○経済文化交流部次長（水本和博君） ２６年

度につきましては、物産館と松中ミュージア

ム、別々で物産館につきましては、納付金施設

ということで、５５０万の納付金をいただいて

おります。 

 松中スポーツミュージアムにつきましては、

４６０万円の、これは委託料を支払っておると

いうことでございます。別々にその処理はして

おりますが、同じ指定管理者でございますの

で、相殺すると９０万円の、差額９０万円の納

付があっておるというような、昨年の状況でご

ざいます。 

 今年度からは指定管理者のほうがかわりまし

て、今回の契約はミュージアムと物産館のほう

を別々でなくて、一括で指定管理の募集をかけ

まして、一括での契約になりますので、どちら

がどうということは言えませんけども、一括の

指定管理での納付金が２００万円と。今年度２

００万円ということになっております。 

 だから、数字だけ見ますと、昨年が相殺して

の９０万円が入っていたものが、本年度は、２

７年度でございますが、２００万円が納付され

るというような形になっております。 

○委員（堀口 晃君） はい、委員長。 

○委員長（矢本善彦君） 堀口委員。 

○委員（堀口 晃君） はい。よくわかりまし

た。そして、その違いというのはどこにあるん

ですかね。なぜ、そんな業者がかわっただけで

こんなに違うのかなっていうようなところが。

何がどういうふうに違うんですかね。売り上げ

とか。入場者数とか。 

○委員長（矢本善彦君） 岩崎課長。 

○観光振興課長（岩崎和也君） はい。なかな

か難しいところなんですけれども、指定管理を

指定する場合には、それぞれプレゼンをしても

らうと。提案書を出してもらうというような形

があります。 

 その中で提案する納付金の金額、このあたり

は非常に採択の基準の大きなポイントとなりま

して、２７年度におきましては、当初は２００

万円納付しますよということで、毎年３０万ず

つふやしていきましょうというような提案をな

されているわけです。 

 前回、前指定管理者さんのほうで、そういっ
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た納付金の提案をされたということで、なかな

か細かい数字を積み上げて、金額がこうだとい

うふうにはお答えづらいんですけれども、そう

いった提案金額によって変わっているというだ

けははっきりしているというふうに思います。 

 以上です。（委員堀口晃君「はい。ありがと

うございました」と呼ぶ） 

○委員長（矢本善彦君） 堀口委員。 

○委員（堀口 晃君） はい。オーケーです。 

○委員長（矢本善彦君） よろしいでしょう

か。はい。 

 以上で、第６款・商工費について質疑を終わ

ります。 

 執行部の入れかえで小会します。 

（午後２時１４分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午後２時１９分 本会） 

○委員長（矢本善彦君） 本会に戻します。 

 次に、第７款・土木費、第１０款・災害復旧

費中、建設部関係分及び第１２款・諸支出金

中、建設部関係分について、一括して説明を求

めます。 

○建設部長（市村誠治君） はい、委員長。 

○委員長（矢本善彦君） 市村建設部長。 

○建設部長（市村誠治君） はい。皆さん、こ

んにちは。（｢こんにちは」と呼ぶ者あり）建

設部の市村でございます。座って説明させてい

ただきます。 

 平成２６年度決算審査に当たりまして、建設

部所管分の一般会計における総括を述べさせて

いただきます。 

 資料につきましては、主要施策調書のその１

でございます。 

 御承知のとおり、建設部が所管します事業に

つきましては、ハード事業として、道路や公

園、区画整理、下水道、港湾、公営住宅などの

都市基盤整備事業及び河川などの治水事業並び

に市街地における建築物や土地利用の規制、誘

導などのソフト事業を行っております。 

 平成２６年度の事業としましては、まず、道

路では、都市内の道路網のネットワーク形成を

目的に、鏡町、千丁町で事業中の野津橋小路長

溝線や、新牟田西牟田線を初め、坂本町の瀬戸

石・鎌瀬線の整備及び南部幹線や西片西宮線の

都市計画道路などの幹線道路の整備を継続して

行っており、新規事業として八の字線の整備に

着工しております。 

 また、生活道路の改良や維持補修及び都市排

水路の整備では、地域の要望などに応じて必要

性や緊急性の高いところから順次、整備を行っ

ております。そのほか、山間部においては、道

路のり面のモルタル吹きつけや防護ネットなど

による災害防除事業も行っております。 

 橋梁維持では、平成２２年度に策定しました

橋梁長寿命化修繕計画に基づき、東陽町の谷口

橋の補修工事などを行っております。 

 次に公園では、都市公園安全・安心対策緊急

支援事業を活用して、豊原下町の豊原下児童公

園のトイレの改築などを行っております。 

 区画整理につきましては、継続して八千把地

区土地区画整理事業を実施中でありまして、都

市計画道路や区画道路の整備や舗装工事などを

行っております。 

 次に、公営住宅では、平成２３年度に策定し

ました市営住宅長寿命化計画に基づき、築添団

地の屋上防水工事や西宮団地の公共下水道接続

工事などを行っております。 

 災害復旧費でありますが、梅雨前線豪雨によ

り被災した公共土木施設の復旧事業として、道

路で坂本町の木折・責線や東陽町の新開箱石線

など、河川で坂本町の袈裟堂川や鎌瀬川などの

復旧事業を行っております。 

 建築物や土地利用の規制、誘導面では、平成

２４年度から実施しております老朽危険空き家

除却促進事業で、３３戸の老朽危険空き家を除

却しており、また平成２８年度の空き家バンク
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の設置、運用に向けて、坂本、千丁、鏡、東

陽、泉町及び二見地区で空き家の状況調査を実

施しております。 

 平成２６年度の決算につきましては、２６年

３月に補正しました国の経済対策に伴う道路維

持事業を初め、西片西宮線や南部幹線の都市計

画道路整備並びに八千把地区土地区画整理事業

などの予算を繰り越したものの、ほぼ予定どお

りに執行できたものと考えております。 

 平成２７年度も、引き続き、各事業の推進と

早期完成を目指し取り組んでおりまして、平成

２８年度につきましても、積極的な予算確保に

努め、さらなる事業の推進に取り組んでまいる

所存でございます。 

 以上、平成２６年度決算における建設部所管

分の一般会計の総括といたします。 

 なお、詳細につきましては、閘次長及び関係

課長より説明させますので、よろしくお願いい

たします。 

○建設部次長（閘 賢一君） はい、委員長。 

○委員長（矢本善彦君） 閘建設部次長。 

○建設部次長（閘 賢一君） はい。建設部次

長、閘でございます。座らせて説明をさせてい

ただきます。 

 それでは、平成２６年度八代市一般会計歳入

歳出決算のうち、建設部所管の７款・土木費

と、１０款・災害復旧費並びに１２款・諸支出

金のうち、項２・土地開発公社費につきまして

は、平成２６年度における主要な施策の成果に

関する調書にて、繰越額及び不用額もあわせて

説明をさせていただきます。また予算の流用に

つきましては、歳入歳出決算書にて説明をさせ

ていただきます。 

 まず、主要なる成果の調書の１２ページをお

開きください。 

 まず、歳出決算の状況でございますが、７款

・土木費、予算現額６２億６３９７万６０００

円に対しまして、支出済額が５５億８３９８万

２０００円で、予算現額対比で８９.１％でご

ざいます。また、前年度の支出済額より６０１

５万５０００円の減額であり、率にして１.１

％の減でございます。これは、土木管理費、河

川費、港湾費、都市計画費、住宅費を合わせて

１億７３６万５０００円増加したものの、道路

橋梁費で１億６８０２万円減少したものでござ

います。 

 なお、予算の流用は４２件、額にして６７７

８万４０００円ございますが、これにつきまし

ては、最後に説明をいたします。 

 それでは、１２６ページをお開きください。 

 下段の老朽危険空き家等除却促進事業でござ

います。 

 これは、老朽化し危険な状態で放置された老

朽危険空き家の除却を支援することにより、市

民生活の安全・安心並びに生活環境の保全や改

善を図るもので、危険空き家を解体除却するも

のに、国の交付金事業を活用し、１件当たり費

用の３分の２以内でかつ６０万円を上限として

助成をするものです。２６年度は３０戸の予定

に対し、４３戸の申し込みがあり、そのうち３

３戸の解体除却に補助を行っております。 

 決算額は、予算額１８００万円に対し、１６

９４万２０００円でございます。差額の１０５

万８０００円は、本事業の補助限度額６０万円

に満たなかったものが１７件あったことや、国

の補助金額を１月８日までに確定をする必要が

あったことなどで、不用額が生じたものでござ

います。 

 今後は社会のニーズや申込件数の増加などを

踏まえ、募集予定戸数の規模拡充を行うことと

いたしております。 

 １２７ページをお願いいたします。 

 上段の民間建築物耐震化促進事業では、民間

建築物の耐震化を支援することにより、既存建

築物の耐震化を促進させ、安全・安心なまちづ

くりを目指すもので、耐震性が低いとされてい
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る昭和５６年以前に着工した戸建て木造住宅や

緊急輸送道路沿道建築物の所有者に対し、耐震

診断及び改修費用の一部を補助するものです。 

 補助の内容は、耐震診断に係るものは補助率

３分の２以内で、かつ上限が戸建て木造住宅は

８万６０００円、緊急輸送道路沿道建築物が６

０万円でございます。 

 また、耐震改修に係るものは、戸建て木造住

宅については補助率３分の２以内で、かつ上限

が６０万円となっております。２６年度は予定

件数１０件に対し、５件の耐震診断に補助を行

っております。 

 決算額は、予算額２６６万円に対し、３４万

２０００円でございます。差額の２３１万８０

００円は、民間建築物所有者からの申請が少な

かったために不用額が生じたものでございま

す。 

 今後は、周知方法の内容や検討、見直しの検

討を行い、耐震化を促進させていきたいと考え

ております。 

 下段の地域づくり夢チャレンジ推進補助金事

業は、平成２８年度に予定しております空き家

バンクの運用開始に向けて、市内全域の空き家

の状況を調査し、関係部局間で情報共有化を行

うとともに、事業体制の整備を行うもので、戸

建て住宅を対象に、空き家の場所とその程度を

確認、調査を実施するものです。 

 調査対象地域は、２６年度は坂本、千丁、

鏡、東陽、泉及び二見地区で、空き家件数１０

７６件の調査を実施しております。 

 決算額は、予算額８３６万６０００円に対

し、７７４万４０００円で、差額の６２万２０

００円は入札残などによるものでございます。 

 今後は、２７年度に残りの二見地区を除く旧

八代市域の調査を実施し、平成２８年度からの

運用開始を行う予定でございます。 

 １２８ページをお開きください。 

 上段のユニバーサルデザイン建築物整備促進

事業では、公共性の高い民間建築物のバリアフ

リー化を支援することにより、高齢者や障害者

を初め、誰もが利用しやすい建築物の普及を図

るための予算を確保いたしましたが、２６年度

は申し込みがなく、決算がゼロ円となったとこ

ろでございます。 

 今後は補助メニュー等の拡充を行い、より利

用しやすい事業として整備を図っていきたいと

考えております。 

 なお、今年度は補助メニューの拡充により３

件の事前相談を受けているところでございま

す。 

 下段の交通安全施設整備事業は、交通事故多

発箇所や緊急に安全を確保する必要がある道路

について、交通事故を防止するための安全施設

の設置及びその管理を行うものでございます。 

 事業内容は、設置工事で防護柵を５７４メー

ター、反射鏡や標識を４５基、カラー舗装や区

画線で６０５１メートル、その他交通安全施設

の修繕工事を行い、合わせて１４８件を実施し

ております。 

 決算では３２９０万円を支出しております。 

 １２９ページをお願いします。 

 道路維持事業でございます。この事業は、道

路施設を保全し、安全で円滑な交通の確保を図

るために、道路の適切な維持管理を行うもので

ございます。 

 ２６年度は、改良工事２８件で、１１４４メ

ーター。舗装工事は９件で、１２１４メータ

ー。のり面補強などの災害防除が６件で、４２

８メーター。ほかに道路施設や舗装の修繕、側

溝清掃などを行っており、施工延長は１７.８

キロメートルでございます。 

 決算額は、予算額３億６３０２万５０００円

に対し、３億３８３万１０００円で、その差額

は主に２７年度への繰越額５８５０万円と、あ

とは入札残などでございます。特定財源は、道

路占用料や法定外公共物の占用料が主なもので
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す。 

 繰越明許の５８５０万円は、２７年度の前倒

しとして国から内示を受け、３月に補正を行っ

たものでございます。 

 その内容は、坂本町の市ノ俣線ほか２路線及

び泉町の朴の木線の災害防除工事と、それに伴

う設計委託料でございます。完了は２８年の２

月を予定いたしております。 

 なお、市道の総延長は、全部で１６７５キロ

メートルございます。その大部分が、高度経済

成長期に建設された道路施設が多く、老朽化が

進む中、市民からの要望に対しても３割程度し

か応えられていないことから、今後も規模拡充

により対応していかねばならないと考えており

ます。 

 下段の単県道路事業負担金事業は、交通の基

幹となる県道の改築などを促進し、地域相互の

広域的な連携を図るために、地元自治体が県事

業の一部を負担するものでございます。 

 ２６年度は道路改築を８件、道路改良、側溝

整備等で８件実施しております。 

 決算額は３８８５万円に対し、３０８０万２

０００円で、差額の８０４万８０００円は、八

代振興局管内の予算の内示減により不用額が生

じたものでございます。 

 今後も広域的な道路網整備は必要であり、現

行どおりの県道の改築や側溝整備を支援してい

きたいと考えております。 

 １３０ページをお開きください。 

 上段の市内一円道路改良事業は、改良が必要

な市道を整備し、市民の日常生活の利便性、安

全性の向上に寄与し、地域間の連携を図るため

に、計画的に拡幅改良や舗装を行っているもの

でございます。 

 ２６年度は、一般道路新設改良事業で、本

庁、支所合わせて８６件の工事やそれに伴う設

計委託、並びに用地補償を実施ております。 

 また、国の補助事業であります社会資本整備

総合交付金事業では、鏡町の野津橋小路長溝

線、下有佐南北線や坂本町の瀬戸石・鎌瀬線、

千丁町の新牟田西牟田線の４路線の整備を行っ

ております。 

 各路線の平成２６年度末の進捗状況といたし

ましては、事業費ベースで、野津橋小路長溝線

が約２２％、下有佐南北線が４８％、瀬戸石・

鎌瀬線が４６％、新牟田西牟田線が９％となっ

ております。 

 なお、瀬戸石・鎌瀬線につきましては、本年

度末に完了する予定でございます。 

 決算額は、予算額９億４７４４万円３０００

円に対し、８億１３０万２０００円で、その差

額は、主に２７年度への繰越額９３４７万１０

００円と国費の内示減などで不用額が生じたも

のでございます。 

 特定財源は、日本中央競馬会事業所周辺環境

整備寄附金や熊本県企業局瀬戸石鎌瀬線改良事

業負担金が主なものです。 

 繰越明許費の９３４７万１０００円につきま

しては、用地補償が年度内に完了しなかったこ

とや、大型補正などで、工事用のコンクリート

製品が不足し、一般分の５路線と総合交付金分

の１路線で、年度内に完了できずに、２７年度

へ繰り越したものでございます。完了時期は１

２月下旬までを予定いたしております。 

 今後は、歩行者や自転車の安心・安全を確保

するために、バリアフリー化推進事業や歩道整

備の事業規模の拡大を行い、人に優しい道づく

りを目指すものでございます。 

 下段の市内一円橋梁維持管理事業では、市が

管理する橋梁１９７２橋、その橋を良好な状態

に保つように、維持、修繕をし、市民の安全な

通行を確保するものです。 

 事業内容は、街灯の電気代のほか、補修工事

１件、補修修繕９件を実施しており、決算では

４２４万４０００円を支出しております。 

 １３１ページをお願いします。 
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 上段の橋梁長寿命化修繕事業は、市が管理す

る橋梁で、今後老朽化が懸念される橋梁の増加

に対応するために、長寿命化修繕計画を策定

し、今後の修繕やかけかえの費用の縮減を図

り、道路の安全性や信頼性を確保するものでご

ざいます。 

 これまでに橋長１５メートル以上の１２９橋

と１５メートル以下でも重要度の高い橋梁３２

９橋を合わせた４５８橋について、長寿命化修

繕計画を策定し、２６年度は東陽町の谷口橋補

修工事１件と、設計委託など９件を実施いたし

ております。 

 決算は、予算額７８３４万５０００円に対

し、４３３３万６０００円で、その差額は主

に、２７年度への繰越額３１６５万５０００円

と、国費の内示減などで不用額が生じたもので

ございます。 

 繰越明許の３１６５万５０００円は、２７年

度の前倒しとして国からの内示を受け、３月に

補正を行ったものでございます。 

 その内容は、郡築十二番町２号橋のほか６件

の橋梁補修工事で、完了時期は２８年２月を予

定いたしております。 

 下段の市内一円橋梁改修事業は、老朽化や狭

い幅員の橋梁に対し、かけかえや拡幅改良を進

めている事業でございます。 

 事業内容は、島田町６号線ほか２路線と前年

度からの債務による鏡町の小路橋の改修を実施

しております。 

 決算は、予算額５４７５万８０００円に対

し、５３９６万円で、差額の７９万８０００円

は入札残によるものでございます。 

 本市の橋梁はほとんどが高度経済成長期に建

設されたもので、現在、老朽化が進み、維持管

理費への負担が増加しております。今後は負担

軽減を図る上でも、事業規模を拡充し、適正な

保全に努めていきたいと考えております。 

 １３２ページをお開きください。 

 上段の市内一円河川改修事業は、未改修や老

朽化による崩壊などの危険性の高い河川施設の

改修を行い、未然に河川災害を防止することに

より、市民生活の安全を確保するものでござい

ます。 

 事業内容は、改修工事１５件、河川施設の修

繕１３件、ほかに維持管理手数料、除草、測量

設計を実施しております。 

 決算は、予算額５５８６万１０００円に対

し、５４９０万６０００円で、差額の９５万５

０００円は、入札残などでございます。 

 下段の県河川海岸事業負担金事業は、土砂災

害や高潮災害などの防止事業を行うことによ

り、安全な市民生活の確保をするために、県が

行います急傾斜地崩壊対策事業、地すべり対策

事業、海岸事業の市負担金でございます。 

 事業内容は、海岸事業で負担金５％が１件、

砂防関係事業で負担率５から１０％の６件を実

施しております。 

 決算は、予算額１９３５万円に対し、１４８

４万１０００円で、差額の４５０万９０００円

は振興局管内の予算の内示減により、不用額が

生じたものでございます。 

 今後も災害防除は必要であり、現行どおり県

事業を支援していきたいと考えております。 

 １３３ページをお願いします。 

 港湾施設整備事業でございます。本事業は、

日奈久港と鏡港の港湾施設の維持修繕を行い、

港湾機能を保持するもので、２６年度は鏡港の

浮き消波堤の修繕を行ったものでございます。 

 決算額は、予算額１４０万４０００円に対

し、４０万８０００円で、差額の９９万６００

０円は、当初、日奈久港の護岸、壁面レリーフ

の補修及び着色を予定しておりましたが、施工

予定者であります地元ボランティア団体との日

程調整に不測の日数を要し、実施を見送ったた

めに、不用額が生じたものでございます。 

 下段は八代港県営事業負担金事業でございま
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す。 

 熊本県が、八代港の利便性向上、安全運行の

確保、港湾機能充実のために実施する港湾改修

事業に対し、八代市が費用の一部を負担してい

るものでございます。 

 事業内容は、国直轄事業がマイナス１４メー

トル岸壁などの改修や航路しゅんせつが１０分

の１の負担率で１億８３７９万９０００円、県

事業の港湾改修事業のうち、冠水対策が１０分

の１の負担率で２１００万円、土砂処分場築堤

が２０分の１の負担率で７３５万円。また、港

湾補修事業の道路補修、防砂堤かさ上げが６分

の１の負担で１７６５万円。港湾海岸津波高潮

危険管理対策緊急事業の樋門改良や護岸補強な

ど２０分の１の負担率で２２５万円を支出して

おります。 

 決算合計は、予算額２億８４００万円に対

し、２億３２０４万９０００円で、差額の４７

９５万１０００円は、国直轄及び県事業の事業

費減により、不用額が生じたものでございま

す。 

 今後も港湾計画に沿った整備事業が着々と推

進されますよう、これまでどおり予算の確保に

努めていきたいと考えております。 

 １３４ページをお開きください。 

 上段の港湾施設改修事業では、日奈久港及び

鏡港の港湾施設を整備改修することにより、港

湾機能の強化を図るものでございます。 

 事業内容は、日奈久港の航路しゅんせつ、護

岸改修工事及び測量設計業務委託４件でござい

ます。 

 決算額は、予算額７４４４万１０００円に対

し、７３２０万９０００円で、差額の１２３万

２０００円は入札残でございます。 

 今後も老朽化する施設の維持管理の増加が見

込まれることから、計画的に施設の改修を行う

ことといたしております。 

 下段の都市計画法関係事務事業では、開発行

為の許可に係る業務のほか、都市計画地形図の

修正を行っており、２６年度は都市計画地形図

の修正業務委託２点、地図の修正及びデジタル

化を実施しております。 

 決算では５１９万６０００円を支出しており

ます。特定財源は、開発許可等の申請手数料が

主なものでございます。 

 １３５ページをお願いします。 

 南部幹線道路整備事業でございます。都市計

画道路南部幹線は、建馬町から敷川内町までの

国道３号に接続する計画道路で、そのうちの１

級河川南川を挟む約１キロメートルの区間を４

車線で幅員３０メートルを事業費５４億で市が

取り組んでいる事業でございます。 

 ２６年度は、総合交付金事業にて、２５年度

からの２年債務で、南側橋梁のＰ１からＰ５の

橋脚までの４スパンの上部工の工事とそれに伴

う現場技術管理業務委託のほか、改築工事４件

を実施し、また、単独事業にて、道路改築工事

５件、建物補償３件のほか、用地取得や地積測

量図作成業務委託などを実施しております。 

 決算額は、予算額５億３６３５万１０００円

に対し、４億７２３１万８０００円で、差額の

６３６３万３０００円は、国費の内示減など

で、不用額が生じたものでございます。 

 特定財源は、電線や下水道管の添架に伴いま

す橋梁添架負担金が主なものでございます。 

 また、整備状況といたしましては、２６年度

末の進捗率が８３％に達しております。 

 今後は、用地購入も２６年度で完了したこと

から、２８年度末の全線供用に向け、予算確保

に努めていきたいと考えております。 

 下段は、西片西宮線道路整備事業でございま

す。 

 本路線は、西片町の八代臨港線から、西宮町

の国道３号を結ぶ全長１キロメートル、２車線

で、幅員１６メートルの都市計画道路でござい

ます。 
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 本事業は、臨港線から南に３６０メートルの

区間を第１期施工区間として、事業費１１億３

０００万円で、平成２０年度から着手した事業

でございます。 

 ２６年度は総合交付金事業にて、改築工事及

び用地補償、並びに埋蔵文化財調査業務委託な

ど、計１９件を実施し、また、単独事業にて、

道路改築工事２件、建物補償６件、用地取得７

件を実施しております。 

 決算額は、予算額２億９８２６万７０００円

に対し、２億２６０２万５０００円で、その差

額は、主に２７年度への繰越額１８３３万２０

００円と国費の内示減などにより、不用額が生

じたものでございます。 

 繰越明許費１８３３万２０００円は、用地補

償にて契約はしたものの、移転先の農地転用等

に不測の日数を要したものなど、年度内に完了

できずに、２７年度へ繰り越しをしたものでご

ざいます。その内容は、用地４件、建物移転補

償が４件で、完了時期につきましては、２８年

２月までの予定といたしております。 

 整備状況といたしましては、２６年度末で進

捗率が７４％となっております。 

 今後は、現在施工中の埋蔵文化財の調査を進

め、２８年度末の完了を目指し、予算確保に努

めていきたいと考えております。 

 １３６ページをお開きください。 

 八の字線道路整備事業でございます。本事業

は古城町の麦島線から葭牟田町の南部幹線を結

ぶ全長１２６０メートル、２車線で幅員１６メ

ートルの都市計画道路で、通勤、通学時の慢性

的な交通混雑解消と、市街地中心部との連結に

よって、地域の振興に寄与する道路です。現

在、１０７０メートルを供用いたしておりま

す。 

 今回、南部幹線の進捗に合わせて残りの１９

０メートルを２６年度より新規に着手した路線

でございます。２６年度は、新規事業の認可を

取得するための道路詳細設計と用地取得のため

の不動産鑑定を実施しており、決算では７９万

９０００円――（｢７００」と呼ぶ者あり）７

９９万２０００円を支出いたしております。失

礼しました。 

 下段の雨水ポンプ場施設整備事業では、日奈

久浜町ポンプ場の全面改築を行う事業でござい

ます。 

 日奈久浜町ポンプ場は、昭和５４年に供用開

始をし、ことしで３６年を迎えます。施設は定

期点検や修繕を加えながら、順調に稼働してい

るものの、主要設備のほとんどが耐用年数を超

え、老朽化が進んでいる状況でございます。 

 このような中で、平成２６年度から４カ年の

事業費３億１０００万円で、耐震対策や電気・

機械設備の改築、更新を行うとともに、吸音材

としてアスベストが使用されている建屋の除去

工事を計画しているところでございます。 

 ２６年度は、日奈久ポンプ場建築改築のほ

か、電気及び機械設備の改築工事を実施してお

り、決算額は、予算額７０６４万円に対し、２

４７４万１０００円で、差額の４５８９万９０

００円は、国費の内示減などで不用額が生じた

ものでございます。 

 １３７ページをお願いします。 

 上段の市内一円都市下水路整備事業では、都

市計画用途区域内の排水路の改良及び維持管理

を行うことで、浸水防除と環境整備を行うこと

で、地域住民の生活の向上を図るものでござい

ます。 

 事業内容は、排水路修繕を２９件、改良工事

を１５件、改良工事に伴う設計委託を４件実施

しております。 

 決算では６８０４万６０００円を支出してお

ります。 

 今後は、農用地の宅地化や高齢化及び核家族

化で地元による排水路の維持管理が困難となっ

てきておりまして、しゅんせつの要望が増加傾
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向にあります。そのために、今後は規模拡充し

て維持管理に努めたいと考えております。 

 下段の市内一円公園維持管理事業は、都市環

境の保全と地域コミュニティ形成及びレクリエ

ーションの場としての適切に管理することによ

り、安全で快適な公園利用に資するものでござ

います。 

 事業内容は、市域全体で９９カ所ある公園の

清掃や樹木管理委託及びトイレや照明等などの

上水道、電気料金の経費を支出するものです。 

 決算額は、予算額１億１１５２万６０００円

に対し、１億１０２８万９０００円で、差額の

１２３万７０００円は、入札残などでございま

す。 

 特定財源は、公園使用料や占用料及び自動販

売機設置料が主なものです。 

 なお、公園の維持管理は、主に地元の愛護会

に委託しておりますが、地域住民の高齢化など

の理由により、維持管理が難しくなってきてお

ります。今後は、校区単位による住民自治が進

められている中、自治会と協議を行いながら、

その対応を決めることが必要であると考えてい

ます。 

 １３８ページをお開きください。 

 上段の市内一円公園施設整備事業は、公園の

排水や安全対策等の施設整備を行うことで、市

民の快適で安全な公園利用を図るものでござい

ます。 

 事業内容は、上日置児童公園排水設備工事ほ

か３件と、球磨川河川緑地のトイレ新築工事の

基本・実施設計業務委託を実施しております。 

 決算額は、予算額８３５万８０００円に対

し、５９３万７０００円で、差額の２４２万１

０００円は、球磨川河川緑地トイレを民地を購

入して建設する予定でございましたが、国有地

に設置することが可能となったため、不用とな

ったものでございます。 

 下段の龍峯地区公園整備事業は、龍峯地区の

レクリエーションや憩いの場として利用すると

ともに、災害時の避難所としてその役割を果た

す公園を新設するものです。 

 公園の面積は１.２ヘクタール、事業費２億

６１００万円で事業を行っております。２６年

度は造成工事及び用地測量並びに修正設計業務

を実施しております。 

 決算では１１２０万６０００円を支出してお

ります。なお、開設につきましては２８年３月

を予定いたしております。 

 １３９ページをお願いします。 

 上段は、都市公園安全・安心対策緊急支援事

業でございます。 

 本事業は、都市公園において老朽化した施設

の改築更新やバリアフリー化及び備蓄倉庫の設

置を行うことで、公園利用者の安全と安心を確

保することを目的に、平成２２年度に着手した

補助事業でございます。 

 事業内容は、豊原下町児童公園トイレ改修工

事のほか、設計業務委託の２件を実施しており

ます。済みません。表記は遊具改築工事という

ふうな表記になっておりましたけども、間違い

で、トイレ改築工事でございます。 

 決算額は、予算額１１４９万円に対し、１０

４９万円で、差額の１００万円は国費の内示減

などで、不用額が生じたものでございます。 

 今後は、国の補助事業である公園施設長寿命

化対策支援事業と合わせて効率的な施設改築や

施設整備を行うことが必要であると考えており

ます。 

 下段の公園施設長寿命化対策支援事業は、都

市公園の老朽化した施設の長寿命化を図るため

に、改築計画を策定し、それをもとに施設改善

を図るものでございます。 

 全体計画は、平成２４年度から７カ年で、対

象公園数が６２カ所、事業費１億９６００万円

で行うこととしており、２６年度は５カ所の公

園にて遊具の改築を５件、設計業務委託を３件
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実施しております。 

 決算では２８３１万円を支出しております。 

 １４０ページをお開きください。 

 八千把地区土地区画整理事業でございます。 

 土地区画整理事業は、良好な市街地整備のた

めに、公共施設、いわゆる道路、公園の新設及

び排水路の改善や宅地の利用増進を図るために

整備を行うものでございます。八千把地区は、

平成１２年度より古閑中町において、市施工に

より面積４４ヘクタール、道路延長１１.０５

キロメートル、公園３カ所、排水路延長３.８

７キロメートルや宅地造成を総事業費４８億８

１００万円にて新たな市街地整備に取り組んで

いるところでございます。 

 ２６年度は、都市計画道路や区画道路の築造

及び舗装工事が約１６１０メートル、宅地造成

が約３万平方メートルで、建物移転補償など３

１件のほか、建築物等再算定業務委託など７件

を実施しております。 

 決算額は、予算額３億２７５５万９０００円

に対し、２億２００２万５０００円で、その差

額は２７年度へ繰越額２２５０万円と国費の内

示減などで不用額が生じたものでございます。 

 繰越明許費の２２５０万円は、用地補償に

て、契約はしたものの、移転先の建築に不測の

日数を要したものなど、年度内に完了できず

に、２７年度へ繰り越したものでございます。 

 その内容は、用地補償４件と建物移転補償が

４件で、完了時期につきましては、２８年２月

までの予定といたしております。 

 下段の八千把地区土地区画整理事業基金事業

は、区画整理事業の財源の一つである保留地処

分金の使途を当該事業に限定させるために、基

金を設立し、事業を推進するものでございま

す。 

 事業内容は、保留地処分が５区画の１６９５

平方メートルで、４６３９万６０００円と利子

６０００円を積み立てたものでございます。 

 決算合計は、予算額６６５８万２０００円に

対し、４６４０万２０００円で、差額の２０１

８万円は、保留地の販売が当初予定したほど伸

びなかったために、積み立てができなかったも

のでございます。 

 特定財源は、保留地の販売収入が主なもので

す。 

 今後は、民間の力もかりながら、保留地の販

売促進を図る必要があると考えております。な

お、２７年度は当初予算に仲介手数料を計上い

たしております。 

 １４１ページをお願いします。 

 公営住宅施設整備事業では、市営住宅の危険

または老朽箇所の整備を行うことで、安全で良

好な住宅を提供し、また市営住宅のストックを

長く維持し、建設コストを抑えるもので、市が

管理する３１団地１３６７戸の危険または老朽

箇所について計画的に改善を行っているもので

ございます。 

 事業内容は、屋上防水工事のほか、電気温水

器などの機器の取りかえや、畳の張りかえ、ま

た政策空き家の解体を実施しております。 

 決算では２３２３万円を支出しております。 

 特定財源といたしましては、公営住宅の使用

料や駐車場使用料が主なものでございます。 

 下段の公営住宅管理事業では、市営住宅の入

居者が安心して安全に生活することができるよ

うに住宅の管理を行うもので、老朽箇所の修

繕、機器等の保守点検、ポンプの取りかえや植

木剪定等の通常の維持管理業務を行うもので

す。 

 決算額は、予算額５６０６万４０００円に対

し、５５３９万１０００円で、差額の６７万３

０００円は入札残などでございます。 

 特定財源は、同じく公営住宅の使用料や駐車

場使用料が主なものです。 

 なお、平成２５年５月に八代市住生活基本計

画を策定し、市営住宅の適正戸数や高齢化社会
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に対応するために、高齢者用の団地についても

検討したところであり、今後は福祉関連施設な

どとも連携を図っていく必要があると考えてお

ります。 

 また、団地の維持管理の財源となる家賃の収

納率の向上については、今後も積極的に取り組

んでいきたいと考えております。 

 １４２ページをお開きください。 

 公営住宅ストック総合改善事業でございま

す。 

 この事業は、市営住宅の計画的な改善を実施

することで施設を長く維持し、住宅事業におけ

る建設コストを抑えることを目的に、八代市営

住宅長寿命化計画をもとに、平成２３年度から

１０年間を対象に、中長期的な視点から市の住

まい、まちづくりの目標、方針を整理し、事業

を行っているものでございます。 

 この事業は、国の補助事業を活用しておりま

して、２６年度は築添団地の屋上防水改修工事

や西宮団地の公共下水道接続工事を実施してお

ります。 

 決算では３０９５万６０００円を支出してお

ります。 

 今後も八代市営住宅長寿命化計画に基づき、

施設の長期活用を図っていくこと、それととも

に計画的な改修を実施していくこととしており

ます。 

 飛びまして、１８９ページをお開きくださ

い。１８９ページでございます。 

 下段の道路橋梁施設災害復旧事業でございま

す。 

 本事業は、異常な天然現象により生じた道路

や橋梁災害について、速やかに復旧し、公共の

福祉を確保するものでございます。 

 事業内容は、平成２６年６月２１日から２２

日にかけての梅雨前線豪雨によって被災した坂

本町の木折・責線と東陽町の新開箱石線の復旧

工事とそれに伴う設計委託１件及びその他の応

急処置の修繕２０件を実施したものでございま

す。 

 決算額は、予算額１８５３万１０００円に対

し、１５３３万５０００円で、差額の３１９万

６０００円は、災害査定及び詳細設計にて事業

費が減少したために、不用となったものでござ

います。 

 続きまして、１９０ページをお開きくださ

い。 

 上段の河川施設災害復旧事業でございます。 

 同じく、平成２６年６月２１日から２２日に

かけての梅雨前線豪雨によって被災した坂本町

の袈裟堂川と鎌瀬川の復旧を行ったものでござ

います。 

 決算額は、予算額２０２７万７０００円に対

し、７７８万８０００円で、その差額は主に２

７年度への繰越額３６２万４０００円と、災害

査定及び詳細設計にて事業費が減少したため

に、不用額が生じたものでございます。 

 繰越額の３６２万４０００円は、復旧工事の

入札不調により、業者選定がおくれ、年度内の

完了が困難となったことから、２７年度へ繰り

越したものでございます。この件につきまして

は、２７年の４月１８日には完了いたしており

ます。 

 飛びまして、１９５ページをお開きくださ

い。 

 下段の土地開発公社貸付事業では、決算額４

２万２０００円を支出しております。これは、

都市開発公社の理事会の費用弁償などの一般事

務経費でございます。 

 なお、土地開発公社では、ＪＲ有佐駅北側に

一般住宅用地１区画と集合住宅用地１区画の分

譲地が残っております。 

 なかなか売れずにきてるわけなんですけれど

も、今年度、その広過ぎて販売しにくかった集

合住宅用地を８区画に再分割し、全９区画の販

売促進を図ることといたしております。 
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 土木費の主な事業に係る予算の執行状況は以

上でございます。 

 続きまして、主要な施策の成果に関する調書

には計上されていなかった特別会計繰出金事業

の不用額について説明をいたします。 

 決算書の１６１ページをお願いいたします。 

 下段の――。１６１ページって申しましたか

ね。 

○委員長（矢本善彦君） うん。１６１ペー

ジ。 

○建設部次長（閘 賢一君） 済みません。１

９５ページをお願いします。済みません。 

○委員長（矢本善彦君） １９５。 

○建設部次長（閘 賢一君） はい。 

 下段の土地開発公社……。済みません。決算

書の。済みません。（｢こら同じたい」「ゆっ

くり」と呼ぶ者あり）はい。済みません。決算

書の１６１ページにお戻りください。（｢よか

よか」と呼ぶ者あり） 

 済みません。 

○委員長（矢本善彦君） ゆっくりいいよ。 

○建設部次長（閘 賢一君） はい。 

 上段のですね、項５・都市計画費、目１・都

市計画総務費、節２８・繰出金をお願いいたし

ます。公共下水道特別会計繰出金でございま

す。 

 繰出金では１７０３万３０００円の不用額が

生じております。 

 これは、下水道事業の建設改良費の内示減な

どで１１２９万９０００円、また、企業債利子

の率が下がったことで５４３万４０００円など

が減額になったものでございます。 

 不用額ですので、減額になったほうがよろし

いかというふうなことで考えておりますけれど

も。はい。 

 最後に、流用でございますが、全４２件、額

にして６７７８万４０００円ございます。これ

につきましては、流用額が１００万円以上の５

件分を説明をいたします。 

 決算書の１５７ページにお戻りください。 

 まず、項２・道路橋梁費、目２・道路維持費

の備考欄でございます。そこに、目３・道路新

設改良費の１７節・公有財産購入費から、１５

節・工事請負費へ１７１万９０００円を流用い

たしております。ちょうどですね、２と３のち

ょうど境目のところでございます。（｢１７１

万９０００円」と呼ぶ者あり）はい。１７１万

９０００円を流用いたしております。 

 書き方は１５節へ７款２項３目１７節より流

用というような表記でございます。それにつき

ましては、これは、平成――（｢１７０」と呼ぶ

者あり）１７１万９０００円でございます。

（｢何ページですか」、「前、進んでよか」、

｢１５７ページ」と呼ぶ者あり） 

 これは、平成２７年の２月に五家荘椎葉線に

おきまして、山側の斜面が崩壊し、市道を塞い

だために、急遽土砂撤去工事を施工することと

なったことから、工事請負費に流用したもので

ございます。 

 次に、中段でございますが、項２・道路橋梁

費、目３・道路新設改良費の備考欄。１３節の

委託料から１５節・工事請負費へ５０００万円

流用いたしております。 

 下の、その目で行きますと、下から４つ目の

５０００万円という表記がございますでしょう

か。 

○委員長（矢本善彦君） はい。 

○建設部次長（閘 賢一君） その５０００万

円はですね、鏡町の野津橋小路長溝線の麓側踏

切の拡幅工事をですね、ちょうど有佐駅の八代

側でございます、をＪＲの委託にて、ＪＲに委

託をしておりましたが、ＪＲ側のダイヤの調整

などの諸問題でですね、２６年度中の対応が困

難となったために、同路線の、同じく道路線の

補助事業をしております道路線の工事請負費へ

流用したものでございます。 
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 同じく、その下のですね、１３節より１７節

へ流用の８５４万４０００円がございますけど

も、それにつきましても、同じくＪＲ九州の委

託分でですね、同じく同路線の公有財産購入費

へ流用したものでございます。 

 これは――そして補助事業を促進したという

ことになります。 

 それと同じく、目３の道路新設改良費の備考

欄の１７節の公有財産購入費から１５節・工事

請負費へ２６０万円支出をしております。ちょ

うど３と４の境目でございます。（｢サーカス

のごたもね」｢工事請負費にしとっとか」と呼

ぶ者あり）はい。済みません。（｢サーカスの

ごた流用しとるもね」と呼ぶ者あり）ちょうど

境目のところで。（｢境目たい」と呼ぶ者あ

り） 

 この２６０万円につきましては、市道沖町築

添町線におきまして、民地側に道路側溝が食い

込んでいることが地籍調査で判明し、地権者よ

り早期の撤去要請がありましたことから、急遽

側溝移設工事をすることとなったことから、工

事請負費に流用したものでございます。 

 次に、一番下ですね、そのページのですね。

一番下に、１９３万６０００円というふうな表

記がございます。それにつきましては、１３節

・委託料から１５節・工事請負費へ流用してお

りますが、これは東陽町の谷口橋補修工事にお

いて、発注前の詳細点検により、新たに補修箇

所が追加されたために、工事請負費に不足を生

じたものでございます。 

 以上、説明を終わります。（笑声） 

 御審議よろしくお願いします。済みません。 

○委員長（矢本善彦君） 御苦労さまでした。 

 それでは、しばらく休憩いたします。 

 ３時２０分から再開いたします。 

（午後３時１２分 休憩） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午後３時２０分 開議） 

○委員長（矢本善彦君） それでは、休憩前に

引き続き、決算審査特別委員会を再開いたしま

す。 

 ただいま説明のありました第７款・土木費、

第１０款・災害復旧費中、建設部関係分及び第

１２款・諸支出金中、建設部関係分について、

一括して質疑を行います。 

 質疑ありませんか。 

○委員（友枝和明君） はい。 

○委員長（矢本善彦君） 友枝委員。 

○委員（友枝和明君） １３０ページの市内一

円道路改良事業の新牟田西牟田線１４４３万４

０００円、先ほど説明で進捗率９％と言われま

したが、この内容は測量とボーリング調査だと

私は認識しておるので、ほかに何か。 

○委員長（矢本善彦君） 閘次長。 

○建設部次長（閘 賢一君） おっしゃるとお

りでございまして、事業費ベースでですね、進

捗率を上げとりますので、９％、７％という率

ではなかったかと。９％の進捗率でございま

す。（委員友枝和明君「内容は」と呼ぶ） 

 じゃあ、詳細にはちょっと担当の課のほうか

ら。 

○委員長（矢本善彦君） 松本土木課長。 

○土木課長（松本浩二君） 土木課の松本でご

ざいます。 

 ただいまのお尋ねの新牟田西牟田線の改良事

業につきまして、進捗といたしましては、２６

年度、先ほど次長申しました９％の状況でござ

います。 

 中身といたしましては、測量及び中間ほどに

あります橋梁の設計を行っております。その内

容で、委託料１７６６万９０００円ということ

で、９％という達成率といいますか、進捗率と

なっております。 

 以上です。 

○委員長（矢本善彦君） 友枝委員。 

○委員（友枝和明君） これは、私も２回同じ
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質問をさせていただいておりますが、この道路

は、県道八代鏡宇土線も含んで、県の事業も含

んでおりますので、県との一緒にしていくとい

う答弁をいただいております。県との今まで

の、何て言いますか、検討事項なんか行ってお

られますのか。 

○委員長（矢本善彦君） 松本課長。 

○土木課長（松本浩二君） ただいまお尋ねの

県道との交差点等につきましては、御質問、一

般質問でもお答えいたしておりますように、県

の事業とちょうど絡み合うところの用地買収等

もございますので、県との事業費用負担区分を

やって、進めていく形になっております。 

 現在、県とはおおむねの了解は得られている

ものの、警察とのやはり交差点協議という形

で、かなり交通量の将来的な量も多く見込める

ということで、現在、公安委員会との協議を鋭

意進めているような状況でございます。 

○委員長（矢本善彦君） 友枝委員。 

○委員（友枝和明君） できるだけスピードア

ップをしていただいて、早急に対応していただ

きますよう要望しときます。 

○委員長（矢本善彦君） はい。 

○委員（友枝和明君） 以上。 

○委員長（矢本善彦君） ほかに。 

○委員（山本幸廣君） よかですか。 

○委員長（矢本善彦君） 山本委員。 

○委員（山本幸廣君） 委員長。ようございま

すか。済みません。 

 １２９ページの道路維持事業、予算を見て決

算を見ましたですが、繰り越しはありますけ

ど、不用もほとんどありません。繰り越しの理

由は先ほど聞きましたので。平成２７年度も３

億６９００万ということで、大体２６年度当初

予算と変わらないんですが、ここで問題なのが

ですね、２５年に道路路面性状の調査をされた

経緯がありますよね。経緯がありますよね。 

 そのときに、私はちょっと資料を持って来た

んですが、結果としては、調査の結果なんです

けども、２５年から続けてからこの社会整備交

付金かな、総合交付金かなんかだったかな。そ

れでやったと思うんですよね。そのときに、結

果としても報告あったんですけども、早急に修

繕が必要なんだと。これは、１０キロぐらいは

もう早急にしなさいと。それと、３.０以上に

なりますと、５.０まで行きますと、大体４０

％ぐらいは、もうはっきり言って修繕がするこ

とが望ましいというふうなデータの中で報告を

受けて、それが反映されて、２６年度もこれ道

路路面の性状調査というのをされたのかわかり

ませんが、その中で、この結果の中で、どう予

算に反映したのかということをですね、聞きた

いということでありますが、その前に、なぜ聞

くかといいますと、２６年度の予算も２７年度

の予算も当初予算ほとんど変わらないという状

況でありますので、この結果が本当に反映し

た、でけたならば、２７年度の予算要求という

のは約１億か２億ぐらいは上乗せせないかんだ

ったということになるわけですね。 

 だから、財務部に、私のこれは知恵でありま

すが、財務部に要求すっときには、何かのやっ

ぱり理論武装しとかなければ、なかなか難しい

というのが今の財務部の考え方と思うんです

よ。 

 これはもう本当にいい財産でもあるし、ぜひ

ともしなけりゃ、社会保障整備の中でぜひとも

しなけりゃならない結果が出とるということで

認識をして、今決算を目を通してるんですけど

も。このことについてですね、閘次長、来られ

てから、赴任されてから長うないもんですけん

ですから、次長に聞くわけにはいきませんけど

も、部長も控室で聞いておると思いますけど

も、ぜひともですね、ここらあたりは質問した

いと思いますが。 

 深く考えぬで結構です。とにかく、私は２７

年度予算見て、それで２８年度予算に向けてで
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すね、こういう一つの材料というのをしっかり

理論してほしいというのが、私の質問をしてい

る意味でありまして、なぜかと言いますと、道

路維持を見てください。舗装とですね、舗装修

繕が４２件、これは３２４０万６０００円。そ

れから、上の舗装工事の９件、これが１９００

万。これで合わせて約５０００万ちょっと、５

０００万以上なんですね。改良工事の中で道路

維持はほとんどしませんから。それがやっぱり

３９００万ぐらいあるわけですね。 

 となりますと、あとの先ほど出ました市内一

円の道路改良事業と並行するという一つの流れ

で予算をですね、決算の中で見ていただきたい

と思うんですよ。 

 道路一円はもうほとんど変わらないんです

ね、これが。大体、今年度も８億６６００万。

昨年が９億４０００万ですから。決算としては

８億でしょう。だから、道路改良はもうなかな

か進まないという状況があるわけですね。 

 と、道路の維持の予算もなかなか変わらない

という状況の中ではですね、本当にこの道路路

面の性状調査をした。国がわざわざ交付金をや

って、こういうことしなさいよという中で、国

庫の支出を見てもですね、国、県の支出を見て

も、やっぱしここらあたりについては、重点施

策としてこの社会保障整備の中で市内一円と道

路の修繕事業というのは、予算化を多くしなけ

れば、なかなか市民の方々からですね、納得、

不公平性を持つということで。この、道路維持

の今後の方向性の理由、次長。まあ、部長も控

室で聞いとると思いますので。 

 ここを書かれた職員さん、私はえらいと思う

んですよ。あのですね、当年度に対する修繕等

は３割程度しか対応できておりませんと。次年

度に先延ばしている状況でありますということ

の、その次の、その上の上段を見てください。

もう大変なことですよね。 

 といいますのは、ほとんど各校区から市長に

校区陳情要請というのがしますよね。私は地元

区議員で行きません、私は。絶対行かないんで

すけども。校区要望します。行かれる議員さん

おられますけどもですね。校区要望してからで

すね、ほとんど何％でけたかと、この社会保障

で。何％なんでしょうかって、いったらです

ね。そういう状況でですよ、都市部の議員さん

おられないけんって言ってもいいんですけど

も、都市部はどんどんどんどん改良が進んで、

舗装工事も少しひびがいったらならば、亀裂が

いったならば、舗装工事をしますと。ところ

が、都市部を離れますと、なかなかですね、未

整備のところが多いです。だから、舗装工事が

これだけの予算が道路維持でも、この予算のウ

エートって高いんですよね。舗装というのが。

それでもやっぱり改良をやっぱり４０００、３

９００万ぐらい道路維持出していかないかぬ

と。 

 市内一円の道路等についてが、やはり予算が

少ないし、道路維持も少ないという状況であり

ますが、いかがでしょうか。担当の課長でも結

構でございます。次長でも結構でございます。

部長が控室おられますが、部長がここに来てか

らも、御説明できればいいと思いますけども、

そこらあたりの感覚をひとつ聞かせてくださ

い。 

○委員長（矢本善彦君） 閘次長。 

○建設部次長（閘 賢一君） 以前、委員御案

内のですね、路面性状化調査というのを国の補

助でやりまして、ちょうど２４年度じゃなかっ

たと思います。（委員山本幸廣君「２４年度か

な」と呼ぶ）はい。そのときにはですね、経済

対策の補正でですね、何でもありの補助予算が

来まして。要するに、維持分にもいいですよ

と。普通、補助事業というのはですね、改築、

改良とか、新規の道路につくわけですけども、

そのときには、維持の舗装にもいいですよとい

うことでですね、そのときにはかなり八代市も
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ですね、普通できない路面補修とか、舗装工事

をですね、思いきりやった経緯がございます。 

 そういう中で、この今後の方向性にも書いて

おりますように、まだ対応できていない部分が

多うございますので、今後はですね、そういう

補正が、補正等が参りましたら、どうしても当

初予算ではですね、組めない部分もございます

もんですから、そういう中で補正対応とか、そ

ういうチャンスがございましたらですね、積極

的に補正をとりに行くというふうなことで対応

していきたいというふうに考えております。 

○委員（山本幸廣君） はい。委員長。 

○委員長（矢本善彦君） 山本委員。 

○委員（山本幸廣君） ちょっと、私の質問と

ちょっとばかり、こう、ちょっとばかり違うん

ですけども。 

 というのは、道路の改良というのを、これは

もうほとんど単独に近いんですよね。補助事業

の場合には、ほとんど単独の事業というか、一

般の財源が多いもんですから。 

 けれども、やっぱし改良するところがこれだ

けの校区陳情、たくさんの校区陳情があってお

ります。その何％しか、改良工事、舗装工事と

いうのが進んでいないという現状があることを

まずは認識をしていただいて。 

 それはなぜかと言いますと、それはもう担当

の課長はもう現場見てしっかり担当の職員もし

っかりはわかった上で、だけども、予算要求の

ときにはなかなか厳しいということの現状だと

思うんですよ。 

 だからこそ、今こそですね、やはり市民の見

方に立って、やはり社会保障整備というのを考

えたときには、ある程度重点的に、ここ二、三

年度にですね、道路整備をして、本当に八代は

こんな道路整備して、明るい道路、安全・安心

な道路整備ができて、本当に住みたいなという

ふうなですね、同時に環境整備も街路も含めて

していただければですね、八代に住みたいとい

う方がたくさん出てくるんじゃなかろうかと思

います。 

 今、先ほどたくさんの方々の委員の方々、意

見言っておられますけども、私はこの予算の要

求をですね、ぜひとも応援します、私も。うち

の今回決算委員の方々ほとんど応援していただ

くと思うんですけれども、それだけですね、こ

の社会保障整備というのは充実せないかんと。

これは安全・安心の中でもですね。 

 そういうことで、今回の決算見よって、ほと

んど変わらないという状況でありましたので、

委員長。 

○委員長（矢本善彦君） はい。 

○委員（山本幸廣君） これは、強くですね、

要望して、財務部にもですね、お願いをしたい

と、そのように思いますので。担当部として

は、もう説明要りません。もう中身は、ほとん

ど皆さん方の気持ちはわかっておりますからで

すね。 

 そういうことで、一応よろしくお願いしてお

きます。 

○委員長（矢本善彦君） ほかに。 

○委員（福嶋安徳君） 関連でお願いします。 

○委員長（矢本善彦君） はい。福嶋委員。 

○委員（福嶋安徳君） はい。今、山本委員さ

んからおっしゃられました道路維持なんですけ

れども、やはり今、各それぞれ校区でする事業

と、地域でいろいろ清掃活動をやる中に、どう

しても地域でできない部分が生じてきてまいり

ます。そして、それも鉄道沿線沿いなんかが、

それがあるんですけれども、そういったところ

の道路側溝とか、道路の端々を清掃するのに、

前は二人程度そういった感じで、ずっと回って

いかれる方がおられたんですれども。 

 今、そういった関連とか、何て言いますか、

清掃をやられる、そういうのはどういった形で

やっておられますか。 

○委員長（矢本善彦君） 松本課長。 
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○土木課長（松本浩二君） 今現在は、道路の

破損箇所といいますか、穴ぼこの修理とか、投

棄物、犬、猫の死骸も含めまして、そういうも

のに関しましては、２名の人員をシルバー人材

センターより派遣をいただいて、対応している

ところです。 

 以上です。 

○委員（福嶋安徳君） はい。 

○委員長（矢本善彦君） 福嶋委員。 

○委員（福嶋安徳君） はい。それについて

は、道路際の除草等も含めてでしょうか。 

○委員長（矢本善彦君） 松本課長。 

○土木課長（松本浩二君） 道路の除草につき

ましては、２名の方では行っていただいており

ません。地元の方でやっていただくのを基本と

考えておりますが、どうしてもという場合は、

道路路肩、あるいは堤防等に関しましては、市

のほうでやっている状況です。 

 以上です。 

○委員長（矢本善彦君） 福嶋委員。 

○委員（福嶋安徳君） どうしても、地域の格

差で。ちょうど境界なんかがありまして、また

鉄道との境界、そういったところについてはで

すね、なかなかそれが解消できないものが生じ

てまいります。 

 それについてはですね、支所等で対応できる

んですかね。そういったところも、どうなんで

しょう。 

○委員長（矢本善彦君） 鶴山建設政策課長。 

○建設部理事兼建設政策課長（鶴山信一君） 

はい。ただいまの支所あたりの対応につきまし

ては、それぞれ旧町村のところにつきまして

は、建設地域事務所がございますので、建設地

域事務所のほうで対応いたします。よろしくお

願いいたします。（委員福嶋安徳君「はい。わ

かりました」と呼ぶ） 

○委員長（矢本善彦君） ほかに。 

○委員（前川祥子君） はい。 

○委員長（矢本善彦君） 前川委員。 

○委員（前川祥子君） はい。ちょっとこれは

お尋ねなんですけども、河川改修事業の中でで

すね、例えば――。 

○委員長（矢本善彦君） 何ページかい。 

○委員（前川祥子君） １３２ページ。 

○委員長（矢本善彦君） １３２。 

○委員（前川祥子君） これが当てはまるかど

うかわかりませんからお尋ねなんですが、茨城

県の常総市あたりで大雨で堤防、河川の堤防決

壊というような事案がありましたけども、こう

いった災害においてですね、河川においてのそ

ういった堤防の改修というか、河川自体のです

ね、そういうのは何かありますか。やってらっ

しゃるんでしょうか。 

○委員長（矢本善彦君） 松本課長。 

○土木課長（松本浩二君） はい。ただいまの

お尋ね、市内一円の河川改修事業の中でという

ことでございますか。 

 市内一円の河川改修の対象となります河川自

体が、１級が国、２級が県ということで、それ

以外の河川ということで、基本的には計画の堤

防と通常あるんですが、こちらの場合は特段ご

ざいませんので、地元の方がちょっと越えてく

る、大雨のとき越えてくるとか、そういうよう

なお話があれば、そこにどういう対応ができる

か、擁壁を少し高く継ぎ足すとかですね、ま

た、崩れやすければ、石のところをブロック積

みコンクリートで固めるとか、そのような対応

は可能でございます。 

 特段、当初からここは何メートルなければこ

れだけの流量には対応できないとか、そういう

計画が全体的にございませんので、随時地元の

方々のお話をお伺いしながら対応をやっており

ます。 

 以上です。 

○委員（前川祥子君） はい。 

○委員長（矢本善彦君） 前川委員。 
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○委員（前川祥子君） はい。大雨での決壊っ

ていったらですね、どこにでもあり得る話だと

思いますので、そういった点もですね、１級、

２級はまあ別として、市の市内での河川でのそ

ういう堤防決壊での対応というものは日ごろか

ら地元の方々との連絡を密にされるというとこ

ろも、これはお願いしておきたいなというとこ

ろでありますので、ぜひ今後お考えになってい

ただきたいと思います。 

 はい、以上です。 

○委員長（矢本善彦君） ほかにございません

か。 

○委員（山本幸廣君） ちょっとよかですか。 

○委員長（矢本善彦君） はい。 

○委員（山本幸廣君） 委員長、よろしいです

か。済みません。 

○委員長（矢本善彦君） 山本委員。 

○委員（山本幸廣君） さっきのですね、閘次

長の説明の中で、２５年度でした。２４年度じ

ゃありませんでした、道路調査。はい。２５年

度でした。確認をさせてください。（建設部次

長閘賢一君「済みません」と呼ぶ） 

 それとですね、もう一つありますが、先ほど

来、道路の市内一円の道路関係を質問しました

が、きょうのマスコミ報道で、倒産件数がずっ

と出ておりましてね、いかに県北が倒産が少な

くて、県南の倒産が多い。その中で、建設業関

係の倒産がまたふえてますね。 

 そういう実態の中でですね、私も再三お聞き

して耳を傾けるときがあるんですけれども、今

回、台風被害で建築の方々がうちのはっきり言

って見積調査に来られて、とにかく小さい建築

については多いけれども、土木業者の方々はほ

とんど仕事ないと。もう県も八代市もほとんど

発注が少ないという状況におられるということ

で、その方が言われたのは、もう民間の仕事を

やってるけども、ほとんど市、県の土木関係の

予算が少ないもんですからということで、倒産

に近くなるわとここ二、三年のうちにはという

ふうな声をその建築業者の方が言われました。

まあ、土木を一緒にするということで見積もり

に来られたんですが。 

 そういう現状というのをですね、しっかり加

味しながらですね、やはりいかに土木関係の雇

用も含めてですね、いかに窮地に立ってるかと

いう状況を踏まえながらですね、予算の計上を

して、ある程度のやっぱり何年かはですね、今

回については社会保障も含めて、土木関係につ

いての予算というのを計上しなければ、やはり

そういう企業は倒産をしていくわというような

状況じゃいけません。対応というのは、やはり

税は公平性があるわけですので、そこあたりに

ついてはですね、ぜひともそれに関連する人た

ちがたくさんおるわけですね。きょうは中村委

員も決算出ておりますけれども、やはり警備を

する人、そしてまたそれをサポートする家族の

方々ですね。たくさんおられるんですよ。そん

なに今厳しい状況ということを皆さん方踏まえ

て、２８年度の予算編成にですね、私たちも一

生懸命努力します。今回についてはですね。今

のまましよったらもう本当倒産、物すごい倒産

が出ますよ。そういうことをひとつ加味しなが

ら、今回の決算については、私は土木について

は承認をしたいと思いますので。 

 以上です。頑張ってください。（｢総括だ」

と呼ぶ者あり）（笑声） 

○委員長（矢本善彦君） はい。以上で第７款

・土木費、第１０款・災害復旧費中、建設部関

係分及び第１２款・諸支出金中、建設部関係分

について質疑を終わります。 

 執行部の入れかえのため小会します。 

（午後３時４３分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午後３時４４分 本会） 

○委員長（矢本善彦君） 本会に戻します。 

 次に、第８款・消防費について一括して説明
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を求めます。 

 坂本総務部長。 

○総務部長（坂本正治君） はい。それでは、

お疲れのところ、大変お世話になります。 

 それでは、第８款の消防費を御審議いただく

前に、消防、防災部門につきましての総括をさ

せていただきたいと思います。座って説明いた

します。 

○委員長（矢本善彦君） どうぞ。 

○総務部長（坂本正治君） この消防費に関し

ましては、２６年度までは、市民協働部の所管

となっておりましたけども、２７年度からは組

織再編によりまして、新たに危機管理課を設け

まして、あらゆる危機管理に対処するために、

市長の指揮命令系統を一元化した組織とした上

で、総務部の所管としたところでございます。 

 さて、２６年度は幸いにして大きな災害等は

ございませんでしたけども、依然として豪雨や

地震など自然災害に対する市民の意識や関心や

年々高まってきており、限られた予算の中では

ございますが、より優先度の高いものから集中

的に整備を進めているところでございます。 

 特に、本市の場合、広範な地域性から、緊急

時の情報伝達の手段として、防災行政無線の存

在が重要視をされておりますが、現状ではその

機能が十分に発揮できない状況にございます。

そのために屋外拡声器の整備など、部分的な改

修により、障害の解消に努めておりますもの

の、いずれも一時的な対策でしかなく、特効薬

となる抜本的な対策が待たれているところでご

ざいまして、特に重要な課題の一つとして捉え

ております。 

 このほか常備消防の強化に関しましては、一

部事務組合の負担金という形で取り組んでおり

ますが、２６年度は消防救急無線のデジタル化

に向けて、大幅な負担増が見られたところでご

ざいます。 

 一方で、広範な地域を守る非常備消防に関し

ましては、消防団の存在がなくてはならない大

きな存在でございまして、小型ポンプなど資機

材の充実はもちろんのことでございますが、特

に、団員の確保対策につきましては、本腰を入

れて取り組む必要がございます。 

 また、防災対策におきましては、総合防災訓

練や住民参加型訓練を毎年実施をいたしており

ますが、共助としての町内会を初め、自主防災

組織や事業所などの既存の組織は、いざという

とき一番頼りになる存在でございます。 

 我々が目指します防災対策は、市民の不安を

安心に、危険を安全に変えるものでなくてはな

らないと考えておりますので、各種のハード整

備とあわせまして、組織の育成や行政との役割

分担など、ソフト対策につきましても総力を挙

げて取り組んでまいりたいと考えております。 

 以上、消防費の総括とさせていただきます。 

○委員長（矢本善彦君） ありがとうございま

した。お疲れさまです。 

○総務部次長（丸山智子君） 委員長。 

○委員長（矢本善彦君） 丸山総務部次長。 

○総務部次長（丸山智子君） はい。総務部の

丸山でございます。よろしくお願いいたしま

す。では、座らせていただきまして、説明させ

ていただきます。 

 それでは、第８款・消防費につきまして説明

させていただきます。主要な施策の成果に関す

る調書その１の１２ページをお願いいたしま

す。 

 まず、歳出決算の状況でございますが、款８

・消防費の支出済額は２２億６１９４万７００

０円で、執行率が９８.６％、歳出総額に対す

る構成比は３.９％でございまして、前年度と

比較して２億７０９２万４０００円、１３.６

％の増となっております。この主な理由といた

しましては、消防救急無線デジタル化整備事業

などに伴う広域行政事務組合負担金の増加によ

るものでございます。 
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 続きまして、個別に説明を行いますが、その

前に大変申しわけございませんが、お手元に正

誤表のほうをお配りさせていただいておりま

す。数値の誤りがございましたので、２カ所修

正をお願いいたします。１枚物で正誤表を。は

い。 

 初めに、１４２ページになります。１４２ペ

ージのほうの下段の広域行政事務組合負担金事

業でございますが、平成２６年度予算の額が１

９５８５５８となっておりますが、正しくは、

２４１５８１０でございます。こちらに修正を

お願いいたします。 

 もう１カ所ございます。１４４ページでござ

います。正誤表の裏面になります。１４４ペー

ジ下段の消防施設整備事業の同じく平成２６年

度予算のところが、２３７３９を３０３７７

に。それからもう１カ所、不用額でございま

す。１３４２とございますが、７９８０に修正

をお願いいたします。 

 両事業ともに、翌年度の繰越額が発生してお

りましたが、平成２６年度予算から誤って差し

引いておりました。大変申しわけございません

でした。 

 それでは、改めまして、個別事業を説明いた

します。 

 まず、１４２ページをお願いいたします。 

 下段の広域行政事務組合負担金事業でござい

ます。 

 消防本部の運営に係る経費を負担いたしてお

ります。決算額は１９億５８５５万８０００円

でございます。施策の概要は全額負担金で、内

訳は、通常消防が１５億５２９５万７０００

円、鏡消防署建設が７９７万６０００円、日奈

久分署建設が５８８７万３０００円、消防救急

無線デジタル化に３億３８７０万３０００円で

ございます。 

 財源内訳の県支出金は権限移譲事務に係るも

ので、地方債の広域デジタル化整備事業は、合

併特例債でございます。 

 なお、翌年度への繰越額は消防救急無線デジ

タル化事業の一部繰り越しに伴うものでござい

ます。 

 今後の方向性は現行どおりといたしておりま

す。 

 次に、１４３ページをお願いいたします。 

 上段の消防団育成及び消防団員教育事業で

は、消防力の強化、育成を目指して、各種研修

会や活動支援を行っており、決算額は６１０万

５０００円でございます。旅費７１万４０００

円とバス借り上げの使用料及び賃借料４２万８

０００円は、消防団幹部先進地視察研修などに

要したものでございます。負担金補助及び交付

金４８９万円は、消防団本部や各分団への運営

費補助や年末特別警戒への補助金でございま

す。 

 今後の方向性は現行どおりといたしておりま

す。 

 次に、下段の消防団活動事業でございます。

消防団員に安心して消防防災活動を実施してい

ただくため、団員に必要な処遇と福利厚生の確

保を行うもので、決算額は１億７８２３万２０

００円でございます。 

 概要といたしましては、団員２４０７人分の

報酬、公務災害補償や退職補償金などの共済

費、退職報償金や出動手当など及び消防車両な

どの燃料費が主なものでございます。 

 特定財源といたしまして、消防団員等公務災

害補償等共済基金からの消防団員退職報償金４

７６５万円などがございます。 

 不用額の内訳は、団員の退職報償金１０１０

万円、団員報酬１８０万円、出動手当１２１万

円、公務災害補償費３８万円などの支出が残っ

たものでございます。 

 今後の方向性といたしましては、消防組織法

で定められた必要な事業でございますので、現

行どおりといたしております。 
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 次に、１４４ページをお願いいたします。 

 上段の消防団整備事業では、消防団活動に必

要な資機材などの整備や維持管理を行ってお

り、決算額は３９３６万３０００円でございま

す。 

 施策の概要の需要費４９７万５０００円は、

各分団消防車両の車検や修繕、小型ポンプなど

の修繕料などでございます。 

 備品購入費の３２７９万３０００円は、消防

車両やポンプ、ホース、団員用活動服などが主

なものでございます。 

 負担金補助及び交付金１３８万円は、各分団

が行う施設の新設、修繕に対する２分の１補助

でございます。 

 特定財源の県支出金は、熊本県電源立地地域

対策交付金と石油貯蔵施設立地対策等交付金、

また、その他は消防団員安全装備品整備等助成

金でございます。 

 不用額の２５９万円は、消防団車両やポンプ

などの備品購入に係る入札残が１３１万円、消

防団車両の車検に係る入札残が８５万円などが

主な要因でございます。 

 今後の方向性は、規模拡充といたしておりま

す。これは、大規模災害時の消防団の必要性が

再認識され、消防団の装備基準も改正されるな

ど、消防力向上に向けて整備を強化する必要が

あるためでございます。 

 次に、下段の消防施設整備事業では、消防活

動に関する施設整備として、消防水利施設等の

新設や改良、維持管理等を行うもので、決算額

は１５７５万９０００円でございます。 

 概要といたしましては、泉町打越地区とＪＡ

昭和支所跡地２カ所の防火水槽の撤去、坂本町

百済来下地区と大門地区２カ所の消防ポンプ格

納庫の新設に係る工事請負費、また、宮地町、

妙見町、坂本町など１９カ所の消火栓ホース等

格納箱の購入、水道事業者への消火栓負担金で

ございます。 

 特定財源といたしまして、県支出金の熊本県

電源立地地域対策交付金などで、地方債の消防

施設整備事業は過疎債でございます。 

 翌年度への繰越額は、坂本町西鎌瀬への防火

水槽の設置が市道かさ上げ工事とあわせて行う

ために、事業を繰り越したものなどでございま

す。 

 不用額の７９８万円は、消火栓負担金が当初

見込みよりも少なかったことが主な要因でござ

います。 

 今後の方向性は現行どおりといたしておりま

す。 

 次に、１４５ページをお願いいたします。 

 上段の防災訓練事業では、防災関係機関の連

携強化と地域防災力の向上を目的に、総合防災

訓練を５月に開催し、また、住民参加型防災訓

練を代陽、鏡、八千把の３校区において開催い

たしました。 

 決算額は１３６万８０００円でございます。 

 施策の概要といたしましては、訓練で使用す

る消耗品や食糧費、会場設営に係る委託料など

が主なものでございます。 

 今後の方向性といたしましては、地域防災力

の向上に向けて、住民参加型防災訓練への地域

住民の主体的な関与を促進するため、民間委託

の拡大、市民等との協働などといたしておりま

す。 

 次に、下段の防災行政無線整備事業では、災

害時における情報を迅速かつ的確に伝達できる

よう、屋外拡声器の整備や通信施設の点検、修

理等を実施するもので、決算額は４９１７万４

０００円でございます。 

 施策の概要といたしましては、本庁及び各支

所の防災行政無線機器の修繕に２５１万２００

０円、保守点検業務委託に６４７万６０００

円、二見、東町地区の混信解消調査に７４４万

９０００円、ＭＣＡ屋外拡声機の子局を７カ所

増設する工事に２５８０万２０００円などでご
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ざいます。 

 財源の地方債は、合併特例債でございます。 

 不用額の６５０万円は、ＭＣＡ屋外拡声機増

設７基分の入札残が３１０万円、修繕料の残額

が１３８万円、制度改正によります電波使用料

の減額分が約１１５万円などが主な要因となっ

ております。 

 今後の方向性といたしましては、不感エリア

の改善に向けた取り組みを進めるとともに、防

災行政無線以外にも災害時におけるさまざまな

伝達方法をより多く確保する必要があるため、

規模拡充といたしております。 

 最後に、１４６ページをお願いいたします。 

 上段の災害時用備蓄資材整備事業では、災害

時における市民生活に必要な物資を確保するも

ので、決算額は５２４万１０００円でございま

す。 

 施策の概要は、備蓄資料や消耗品などの消耗

品費に２７５万円、発電機や簡易ベッドなどの

備蓄資機材の備品購入に２４９万１０００円で

ございます。 

 財源として、電源立地地域対策交付金を充て

ております。 

 今後の方向性といたしましては、被災後の安

定供給へ向けて食糧備蓄を増量し、都市公園内

備蓄倉庫への資機材、消耗品などの整備を計画

的に図るため、規模拡充といたしております。 

 以上、消防費についての御説明とさせていた

だきます。 

 御審議のほどよろしくお願いいたします。 

○委員長（矢本善彦君） はい。ただいま説明

のありました第８款・消防費について質疑を行

います。質疑ありませんか。 

○委員（福嶋安徳君） はい、委員長。 

○委員長（矢本善彦君） 福嶋委員。 

○委員（福嶋安徳君） 消防団の整備事業につ

いて。 

○委員長（矢本善彦君） 何ページかな。 

○委員（福嶋安徳君） １４４ページです。 

○委員長（矢本善彦君） １４４、はい。 

○委員（福嶋安徳君） それぞれ今、これ予算

は３９００万円ですけれども、ポンプ車は全支

部設置できてるんでしょうか。ポンプ車の積載

車。 

 それと、泉町と坂本町に今回防災訓練の折

に、いろいろな、何て言いますか、災害型のポ

ンプ車が出ておりましたけれども、あれはいつ

導入だったんでしょうか。 

○危機管理課長（東坂 宰君） はい、委員

長。 

○委員長（矢本善彦君） 東坂危機管理課長。 

○危機管理課長（東坂 宰君） 危機管理課の

東坂でございます。よろしくお願いします。 

 まず１点目の積載車の配備状況でございます

が、現在１２０台ほど配備しておりますけれど

も、全ての部分にですね、積載車が配備されて

いるわけではございません。ポンプだけがある

というふうなですね、箇所もまだまだたくさん

ございますので、その辺の改善も今後必要かと

いうふうに思っております。 

 それから、２点目のですね、坂本町と泉町の

前日の総合防災訓練で出しました積載車ですけ

れども、あれは消防庁からですね、大体熊本県

に年に４台ぐらいずつ貸与がございます。それ

に毎年申し込んでおりまして、昨年は泉町に。

それからさかのぼりますこと何年だったでしょ

うか、坂本町にということでですね、例年申し

込んではいるんですけども、先ほど申しました

ように、県内に４台ぐらいしかありませんの

で、なかなか回ってこないというのが現状です

が、やっぱり申し込んでおかないとですね、ど

うしようもありませんので、毎年希望を持ちな

がら申し込んでいるところでございます。 

 以上でございます。 

○委員長（矢本善彦君） いいですか。 

○委員（福嶋安徳君） はい。 
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○委員長（矢本善彦君） 山本委員。 

○委員（山本幸廣君） 委員長。関連でよかで

すか。ちょっと伺いますけど、東坂君。（危機

管理課長東坂宰君「はい」と呼ぶ） 

 １４４ページの今の福嶋委員の質問の、そ

の、それに関連するんですけども、ポンプ格納

庫の撤去及び新設１カ所。これ、１カ所で幾ら

ぐらいの助成しよっと。その助成額とですね、

それと、消防ポンプ格納庫新設１カ所。また１

カ所。この２つをちょっとばっかり助成金を聞

かせてください。 

○危機管理課長（東坂 宰君） はい。委員

長。 

○委員長（矢本善彦君） 東坂課長。 

○危機管理課長（東坂 宰君） まず、この新

設につきましてはですね、格納庫につきまして

は、これは助成金ではなくて、市で設置してい

る部分でございまして、はい。全額市が出して

いるというような部分でございます。 

 今、山本委員から御質問がありました部分、

全額出す部分と補助金の部分というのが、もち

ろんこれはあるんですけども、補助金の部分と

いいますのは、市が設置した施設ではなくて、

町がそれぞれ町内とかですね、分団とかで設置

されている設備もございますので。そういう施

設もですね。そういう部分に関しましては、２

分の１補助ということで、上限、修理に関しま

しては２０万、新設に関しましては５０万とい

う形での補助を実施しているところでございま

す。 

 以上です。 

○委員長（矢本善彦君） 山本委員。 

○委員（山本幸廣君） はい、委員長。今、市

では全額、各町内の方が町内からで新設すると

きには５０万と。ここらあたりが何か矛盾しと

る感じがしてな。これをやっぱし、２分の１と

かな。そこらあたりは、はっきり言って５００

万かかったならば２分の１、３００万かからば

２分の１というのを、これをやっぱりやらんと

しゃがな、大変困っとるところを最近よく聞き

ますよ。 

 というのは、積載車を買ったときに、積載車

が旧の、今の格納庫に入らなかったというとき

には、どうするかと。それはもう全部崩さない

かんと。崩すか、その積載車の小さい、小型に

なすかということで、大変苦労なされたという

ことをちょっとお聞きしたんですけども、それ

は消防団員の方々は大きいのがやっぱり望んど

ると。地域にたたいたところが、やっぱり予算

がかかるけんでから、市の補助率が低いという

ようなちょっと声を何かで聞きましたからです

ね、ちょっとお伺いしたんですけども。 

 それはやっぱり２分の１ぐらいが、適当に。

２分の１はやっぱり妥当と思うんだけど、それ

はどうですか、課長。 

○委員長（矢本善彦君） 東坂課長。 

○危機管理課長（東坂 宰君） まずですね、

基本的には、本来消防の施設というのは、市が

整備するべきだというふうに基本的には思って

おります。（委員山本幸廣君「そう、そう」と

呼ぶ） 

 ただ、合併までにですね、それぞれの自治体

でやり方が違いまして、行政が全部設置した部

分、あるいは、町内会でありますとか、そうい

う部分でですね、設置された部分というのが少

しばらけておりまして、まずはその整理がです

ね、先に必要ではないかというふうに思ってい

ます。 

 それから、今おっしゃいましたように、最近

の積載車というのは、以前の積載車、大体今、

積載車、２０年サイクルぐらいで更新している

んですが、サイズがやっぱり一周り大きくなっ

ております。幅も高さも長さもですね。特に、

高さが高くなっているということで、今まで

の、例えば、シャッターに引っかかったりと

か、そういう部分は大変多うございます。 
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 そういう部分でですね、修理をどうしても必

要になるという部分ございますので、今、私が

即答２分の１というふうにはお答えはできませ

んけれども、そちらはですね、検討させていた

だきたいと。委員さんおっしゃったように件数

的にはですね、そういう事例がここ二、三年ふ

えてきておりますので、その辺のところはまた

検討させていただきたいというふうに思いま

す。 

○委員（山本幸廣君） はい、委員長。 

○委員長（矢本善彦君） はい。山本委員。 

○委員（山本幸廣君） ぜひとも検討してくだ

さい。これはもう市民の財産と生命を守るです

ね、そういう施設でありますからですね、財産

ですので、そこあたりはぜひとも２分の１以上

ということを考えてですね、全額してやってい

いんですけども、合併のですね、メリットとい

うのをきちっとした中で考えたときには、そう

いうデメリットをやっぱしつくってやらないか

んですよ――デメリットじゃない、メリットを

つくってやらないかんですね。デメリットばか

りじゃいけませんので。やっぱり合併１０年し

たら見直しをせないかん。何でもですね。そう

いうところはきちっと見直しですよ。遠慮しな

くてですね。 

 ぜひともひとつ、全額に近いぐらいの気持ち

でちょっと頑張ってください。お願いしておき

ます。早急にですよ。これはですね。 

○委員長（矢本善彦君） ほかにありません

ね。 

○委員（山本幸廣君） さかのぼりをしてくだ

さい。さかのぼりもですね。 

○委員（中山諭扶哉君） はい。 

○委員長（矢本善彦君） 中山委員。 

○委員（中山諭扶哉君） はい。１４５ページ

の防災行政無線整備事業なんですけど、不感エ

リアの解消に向けての要望というのは、今どの

くらいぐらい来てる状況でしょうか。 

○危機管理課長（東坂 宰君） はい、委員

長。 

○委員長（矢本善彦君） 東坂課長。 

○危機管理課長（東坂 宰君） はい。まずで

すね、この１４５ページにありますところで―

―済みません。不感関係の要望、苦情といいま

すか、そういう部分でしょうか。（委員中山諭

扶哉君「はい」と呼ぶ）まず、市の防災行政無

線といいますのは、旧郡部、町村はですね、全

部市で整備されておりまして、おおむね個別受

信機がついております。そういった部分があり

ますので、あんまりですね、苦情というのはな

いんですね。 

 それから、平成２１年度で旧八代市の地域を

防災行政無線新設しておりますが、これにつき

ましては、二見地区、それから東町地区につき

ましては、個別受信機をつけておりますけれど

も、ほかの地域には、屋外拡声器が主なもので

ございます。 

 そういった中で、屋外拡声器、これはＭＣＡ

というのを使っているんですけども、もともと

約３０基程度がもととなる部分でございまし

て、それから電波をもう１回発信しまして、そ

れぞれの町内会等で持っていらっしゃいます放

送施設、それをお借りしておつなぎして、送信

といいますか、放送しているというのが現状な

んですけれども。 

 それにつきましてはですね、まず、市が持っ

ている、整備した約、先ほど言いました３０基

と当初のですね、そこについては余り問題はな

いんですけど、町内で持ってらっしゃる施設と

いうのは、一昨年でしたか、私たちが調査した

ときもですね、かなりスピーカーがもう使えな

いとかですね、断線しているとか、約９０カ所

中４０カ所程度はですね、そういう形で不備が

ございました。 

 そういう形で皆さん方にはこういう故障状況

ですよというのをお知らせして改善をしていた



 

－66－

だいているところなんですけども、あくまでも

屋外拡声器ですので、天気がよくて、窓を開け

てればある程度は聞こえますけれども、閉めて

しまえば聞こえないというのが現状で、特に防

災行政を使いますのは、余り天気がいいときで

はなくて、雨が降って、風が吹いてというとき

でございますので、至るところから苦情は出て

おります。それが現状でございます。 

○委員長（矢本善彦君） 中山委員。 

○委員（中山諭扶哉君） はい。やはりです

ね、今言われたように、やっぱり家の気密性だ

ったりですね、防音性だったり、非常にもうこ

う上がって、今から先もさらに上がっていくん

だというふうに思いますけど、それに対する対

処というのは今考えられているところはあるん

ですか。 

○委員長（矢本善彦君） 東坂課長。 

○危機管理課長（東坂 宰君） はい。まずで

すね、１点目でございますけれども、先ほど申

しました屋外拡声器、市が設置しますＭＣＡと

いうのがあるんですけれども、これをまず平面

図に直していきますと、空白地帯がありますん

で、そういう部分に増設をしております。 

 それから、市民の皆さん方、町内会等にもで

すね、先ほど申しましたように、こういう部分

が不ぐあいがございますので回収してください

というお話はしているのが現状でございます。 

 最終的に、じゃあ、どうやれば一番いいのか

というと、手っ取り早く言えば、全部に拡声器

をつければいいんでしょうけれども、拡声器１

個当たり数万円しますんで、ＭＣＡ、平成２１

年度にですね、積算されたときにですね、市内

の約８０％に拡声器、個別受信機をつけたら、

どれぐらいかかるんだろうといったら、それで

１３億だったそうです。はい。 

 ただ、そういう形でなかなかできかねますの

で、私たちといたしましては、防災行政無線１

つに頼ることなく、現在、緊急情報発信メー

ル、これが今８５００名ぐらいの登録、あるい

は今検討しておりますのが、ＲＫＫさん、テレ

ビ、ＲＫＫさんですけども、データ通信で、こ

れは市の情報というのを流せます。 

 そういうのとかですね、やっぱり幾つかの手

法を重ね合わせながらじゃないと、実際のとこ

ろ、市民の皆様方に連絡、情報を伝達すること

はできないのかなということで、今幾つかは重

ね合わせながらやっていきたいというふうに考

えているところでございます。 

○委員長（矢本善彦君） 中山委員。 

○委員（中山諭扶哉君） はい。福嶋委員長の

ときにですね、一緒に行きまして、やっぱりぜ

ひ必要だと思う。根本的にはですね、戸別受信

機をですね、やっぱり入れるとこまでしないと

いけないんじゃないかなという思いはありま

す。 

 個人でそれぞれですね、負担されているとこ

ろもあるみたいですので、そこら辺も検討のほ

うをですね、ぜひしていただきたいなというふ

うに思います。よろしくお願いします。 

○委員（堀口 晃君） 委員長。 

○委員長（矢本善彦君） 堀口委員。 

○委員（堀口 晃君） はい。どこになるかわ

からないんですけれども、坂本町の荒瀬ダムが

撤去された後にですね、あの後水位が大分下が

って、その後また火事があったっていう事例も

ございまして、なかなか給水ができなかったっ

ていう事例がありましたけれども、その後です

ね、何か防火水槽であったりとかというふうな

設置については、設備のほうでよろしいんでし

ょうかね。どういうふうな形になっているかお

聞かせいただきたいんですが。 

○危機管理課長（東坂 宰君） はい。 

○委員長（矢本善彦君） 東坂課長。 

○危機管理課長（東坂 宰君） はい。坂本町

につきましては、今、委員おっしゃいましたよ

うに、荒瀬ダムの撤去によりまして、水位がか
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なり下がりまして、それまでは道路からです

ね、給管をつなぎ込めば、すぐ給水、補水がで

きたんですが、それができなくなったというこ

とで、私たちとしても大変危惧しているところ

でございます。 

 そういった中で、市といたしましては、国交

省さん、それから熊本県さんともですね、協議

いたしまして、まず川へ下りれるようなです

ね、形での何というか、斜路といいますか、あ

るいはそういうものをですね、整備していこう

というのが１点でございます。 

 それと、坂本町につきましてはですね、今回

も防火水槽をですね、これ繰り越しになってい

るんですけれども、河川堤防の工事とあわせて

ということになったもんですから、繰り越しに

なっているんですが、坂本町の場合ですと、過

疎地域でございます。一般に、この鏡、千丁、

それから旧八代の部分っていうのは過疎地では

ございませんので、防火水槽をつくろうといえ

ばですね、４基つくらないと国庫補助に乗らな

いんですよね。そういったところなんですけれ

ども、坂本を含めた山間地は１基でも過疎債に

乗せられるということで、有利ということとで

すね、今坂本町につきましては、希望があると

ころが大変多いですので、一つ一つずつです

ね、今用地確保できるところから整備はしてい

るところでございます。 

 そういったところで、撤去になりましたけど

もですね、私が担当になりましてから、既に４

基、５基ぐらいはつくっておりますんで、少し

ずつは解消しておりますし、また、別件で消火

栓というのがありますけども、そういう部分も

ですね、整備をさせていただいているところで

ございます。 

○委員（堀口 晃君） はい。 

○委員長（矢本善彦君） 堀口委員。 

○委員（堀口 晃君） はい。一遍にはできな

いと思いますんでですね、徐々に、本当、もう

これいつ何どき起こるかわかりませんのでね、

ぜひよろしくお願いしたいと思います。 

○委員（堀口 晃君） 委員長。 

○委員長（矢本善彦君） 堀口委員。 

○委員（堀口 晃君） はい。もう一つお願い

なんですが、私も消防団に今また在籍させてい

ただいている一人としてですね、団員の確保っ

ていうのは非常に難しいというふうにお聞きす

るんですよ。 

 その中で、団員募集の部分のね、チラシをつ

くったりとか、啓発活動をしたりとかいう部分

については、どこにそれが当たるのかっていう

のを今御説明していただいた中にあったのかな

という、そこをちょっとお聞かせいただきたい

んですが、どこに。 

○委員長（矢本善彦君） 東坂課長。 

○危機管理課長（東坂 宰君） はい。そこの

部分につきましては、団員募集につきましては

ですね、明確にここというのは出てまいりませ

ん。（委員堀口晃君「出てない」と呼ぶ）は

い。この中では出てまいりませんで、どちらか

と言いますとですね、消防団育成、消防団教育

というのが１４３ページの上段にございますけ

ど、やっていくとすればこの中に入ろうかとい

うふうに思います。 

○委員（堀口 晃君） なるほど。はい。 

 委員長。 

○委員長（矢本善彦君） 堀口委員。 

○委員（堀口 晃君） はい。ぜひですね、そ

の辺の啓発活動っていう部分をお願いしたいっ

ていう部分と、ただ単に僕は啓発活動ではなく

て、企業さんに向けだったりとか、職員向けで

あったりとかという部分、職員の皆さんも入っ

てもいいんだろうとは、どうかわかりません

が、そういうふうな形でですね、企業向け、銀

行さんとかですね、例えば郵便局さんであった

りとか、そういうふうなところに呼びかけをし

ていただいて、近くの消防団にぜひ入団できる



 

－68－

ような体制づくりをね、していただくような、

何かパンフレットみたいなやつがあると。自分

の職場はここだから、近くには何分団があると

いうふうなところでですね、その企業もあわせ

て、どうぞ行ってきなさいと。サイレンが鳴っ

たらどんどん行ってきなさいというふうな、そ

ういう体制づくりをね、しないと、どうしても

ですね、数はそろわないという状況があります

ので、ぜひその辺のね、消防団の教育事業とい

うような部分があるならば、次年度、平成２８

年度にね、そういう啓発のパンフレット、募集

パンフレットっていう部分もぜひお願いしたい

なというふうに思ってますので、よろしくお願

いします。 

○委員長（矢本善彦君） ほかにございません

か。以上で……。 

 前川委員。 

○委員（前川祥子君） 済みません。今の関連

で、ちなみにですね、先ほど消防団員２４０７

名とおっしゃいましたけど、これはこれまでの

推移としては減ってるんでしょうか。 

○危機管理課長（東坂 宰君） はい、委員

長。 

○委員長（矢本善彦君） 東坂課長。 

○危機管理課長（東坂 宰君） はい。ここ数

年のですね、団員数をちょっとお知らせしたい

と思います。若干ですね、当然、減ってきては

おるんですけれども。ちょっとお待ちくださ

い。 

 お待たせしました。平成２３年度――これは

全部４月１日現在なんですが、２３年度が２４

６１、２４年度が２４１９、２５年度が２４３

１――ここだけ少しふえたんですね、それから

２６年度が２４０７、今年度４月１日が２３９

６名ということで、４年間で２.６％減少して

おります。 

○委員（前川祥子君） はい。 

○委員長（矢本善彦君） 前川委員。 

○委員（前川祥子君） はい。そうしました

ら、山手とか、平野部とかっていったら、多分

山手のほうが少なくて、何ですか、年齢層も上

がってるっていう、ちょっとそういう話も聞い

たことありますけど、その点はどうなんでしょ

うか。 

○危機管理課長（東坂 宰君） はい、委員

長。 

○委員長（矢本善彦君） 東坂課長。 

○危機管理課長（東坂 宰君） はい。現在で

すね、方面隊ごとの人数っていうのは、今おっ

しゃいましたように、当然、泉、東陽、坂本と

いうのの減少率が大変激しいです。それから、

団員の平均年齢も高うございます。その辺もで

すね、解消していきたいというふうに思ってい

るんですけれども。 

 今、消防団員の条例定数は２５００というこ

とで、これはどこどこが何名というような形で

はつくってはおりません。全体で２５００とい

うことなんですけれども、先ほど申しました減

少していく中ではですね、どうしても平野部は

昨年度と変わらない、退職されてもそれぐらい

の人数、新入団員はあるんですけれども、山間

部につきましては、退職された数よりも少ない

数でしか、新入団員が確保できないというのが

現状でございます。 

○委員（前川祥子君） はい。 

○委員長（矢本善彦君） 前川委員。 

○委員（前川祥子君） はい。先ほど掘口委員

もおっしゃったようにですね、今後の手だてと

いうものをですね、本当に企業も含めて、私も

そういう考えを持っておりますけど、ぜひそう

いうところも考えていただきたいなというふう

に思っております。体制づくりを。はい。お願

いいたします。 

○委員長（矢本善彦君） ほかにございません

ね。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 
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○委員長（矢本善彦君） 以上で第８款・消防

費について質疑を終わります。 

 小会します。御苦労さまでした。 

（午後４時２０分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午後４時２３分 本会） 

○委員長（矢本善彦君） 本会に戻します。 

 それでは次に、第９款・教育費及び第１０款

・災害復旧費について説明をお願いしますが、

教育費は第７項・社会教育費の第３目・文化施

設費及び第６目・文化財保護費、並びに第８項

・社会体育費が経済文化交流部関係、それ以外

の費目は教育部関係となっております。 

 そこでまず、教育部関係分を一くくりとし、

説明を受けた後、質疑を行いたいと思います。 

 まずは、第９款・教育費及び第１０款・災害

復旧費中、教育部関係分について、一括して説

明を求めます。 

○教育部長（宮村博幸君） 委員長。 

○委員長（矢本善彦君） 宮村教育部長。 

○教育部長（宮村博幸君） はい。皆さん、こ

んにちは。（｢こんにちは」と呼ぶ者あり）教

育部でございます。よろしくお願いをいたしま

す。 

 平成２６年度八代市一般会計決算審査に当た

りまして、第９款・教育費のうち、教育部が所

管をいたしますものについて総括をさせていた

だきたいと思います。着座しての総括をお許し

いただきたいと思います。 

 平成２６年度における主要な施策の成果に関

する調書に基づきまして述べさせていただきま

すが、この後、次長からの説明と重複をする部

分もあるかと思います。よろしくお願いをいた

します。 

 まず、学校教育課及び教育サポートセンター

関係でございますが、各事業についての取り組

みは、おおむね実施できたものと考えておりま

す。 

 小中一貫・連携教育推進事業につきまして

は、平成２３年３月に策定をいたしました八代

市小中一貫・連携教育推進計画に基づき、取り

組んでまいったところでございますが、平成２

６年度では、３期目の３中学校区、１１小中学

校がモデル校として取り組み、全ての中学校区

においてモデル校を経験することができまし

た。これにより、目標としておりました平成２

７年度からの完全導入が円滑に進んでいるもの

と考えております。 

 八代市立の小中特別支援学校には、約１万人

の児童生徒が在籍をしておりますが、義務教育

９年間を通しての系統的、継続的な学習指導や

生徒指導を行いますことで、確かな学力、健や

かな体などの生きる力の育成に努めてまいりた

いと考えております。 

 日本語指導員事業につきましては、毎年外国

から市内の小中学校に５名程度の児童生徒の編

入があっており、日本語習得のための学習指導

が必要となっております。本市では、学習支援

のための指導員２名を確保し、教職員と連携を

図りながら、早期に日本語を習得し、安定した

学校生活が送れるよう取り組みを進めていると

ころでございます。 

 今後とも日本語指導が必要な児童生徒は増加

すると予想され、指導員の確保と指導の充実を

図ってまいりたいと考えております。 

 教育サポート事業につきましては、学力向上

や不登校などの課題解決といった事業実施の背

景に基づいた事業内容の見直しを図るととも

に、学校教育課指導主事を教育サポートセンタ

ーと兼務させ、連携を密にしたところでござい

ます。 

 教科指導及び教材充実事業につきましては、

この事業のなかで、小中特別支援学校に対し

て、教育活動充実のために図書館指導員、特別

支援教育支援員、生徒指導員、看護師の学校支

援職員を配置しております。また、このほかに
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幼稚園の保育指導員もございまして、合計９０

名を配置し、教育活動の充実に努めたところで

ございます。 

 課題でありました学校支援職員の処遇につき

ましては、雇用形態の見直しを図り、今年度か

ら教育委員会一般職の非常勤職員として雇用す

ることができたところでございます。 

 次に、教育政策課関係でございますが、所管

します事業につきましては、着実に実施できた

と考えております。 

 円滑な学校運営が行えるよう維持管理に努

め、教材備品や図書購入については、限られた

予算内で可能な限り、購入品目を取りまとめ、

入札や集中調達により、学校と連携を図りなが

ら、適正に執行したところでございます。 

 奨学資金貸付事業におきましては、煩雑で事

務負担の大きい返済収納事務に新システムを導

入し、事務負担の軽減を図りました。外部評価

委員さんからも返還金の徴収努力に一定の成果

が見られるとの意見をいただいたところでござ

います。今後は口座引き落としやコンビニ収納

などの導入を図り、滞納督促処理の強化と収納

率の向上に努めてまいりたいと思っておりま

す。 

 次に、教育施設課関係でございますが、安心

・安全な教育環境を確保するため、学校施設の

耐震化という予算も事務量も膨大な事業を平成

２３年６月に策定いたしました八代市立学校施

設耐震化計画を基本として、適宜修正を行いな

がら、平成２７年度の事業完了を目標に、着実

に事業が実施されたと考えております。 

 平成２６年度では、特に、平成２５年度から

の継続事業であります金剛小学校校舎改築事

業、第四中学校体育館改築事業、特別支援学校

校舎改築等事業に取り組んだところでございま

す。 

 なお、平成２６年度には小学校１０棟、中学

校７棟、特別支援学校４棟の耐震化工事を行

い、平成２７年４月１日現在の本市の耐震化率

は８８.３％となっております。 

 平成２７年度では、２１棟の耐震化工事を行

っておりまして、今年度末をもって耐震化率１

００％になる見込みとなったところでございま

す。 

 そのほか、学校施設における非構造部材の耐

震化や社会教育施設も含めた全体的な施設老朽

化に伴っての改修が必要になってきており、解

決しなければならない課題となっております。 

 これらの課題解決のためには、多額の予算が

必要となってまいりますので、教育部だけでは

なく、全市的な取り組みとして、関係部署と連

携、協議してまいりたいと考えております。 

 次に、生涯学習課、図書館、博物館の社会教

育関係につきましては、市民の多様化する学習

ニーズに応えるべく、創意工夫を行い、改善す

べき事業もございますが、事業はおおむね実施

できたと思っております。 

 博物館特別展覧会事業でございますが、春、

夏、秋、冬の年４回開催をしております。 

 春季特別展覧会では、京都相国寺と金閣・銀

閣の名宝展を開催いたしました。相国寺承天閣

美術館が所蔵する足利将軍家ゆかりの肖像画や

墨跡、雪舟や長谷川等伯、伊藤若冲の絵画、長

次郎や本阿弥光悦の茶碗など世界に誇る名宝の

数々を熊本県内で初公開することができまし

た。市内外、県外からも多くの来館者があった

ところでございます。 

 当初の目標をはるかに上回る９３１９名の方

々に入館いただき、日ごろ目にする機会のない

名宝をごらんいただいたことで、大きな成果を

上げることができたものと考えております。 

 今後も教育部が一丸となりまして、八代の未

来を担う人づくり、生涯を通じた学びのまちづ

くりを推進し、八代の絆で紡ぐ心豊かな人づく

りの実現に努めてまいりますので、御指導、御

助言をいただきますようお願いを申し上げまし
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て、総括とさせていただきます。 

 なお、詳細な内容につきましては、釜教育部

総括審議員兼次長が説明をいたしますので、御

審議のほどよろしくお願いをいたします。 

○委員長（矢本善彦君） ありがとうございま

した。 

○教育部総括審議員兼次長（釜 道治君） 委

員長。 

○委員長（矢本善彦君） 釜教育部総括審議員

兼次長。 

○教育部総括審議員兼次長（釜 道治君） お

世話になります。次長の釜です。早速説明に入

らせていただきます。座って説明します。 

○委員長（矢本善彦君） どうぞ。 

○教育部総括審議員兼次長（釜 道治君） 資

料の事業数が相当ございます。ということで、

主な事業ということと、今部長から詳しく説明

がありました部分については除かせていただき

ます。 

○委員長（矢本善彦君） はい。 

○教育部総括審議員兼次長（釜 道治君） 早

速、歳出決算の状況について説明いたします。

調書の１２ページ、まずお開きをいただきたい

と思います。 

 （イ）目的別の項目９・教育費でございま

す。現年度５１億７０９１万８０００円に、平

成２５年度からの繰越額１３億４８６２万９０

００円、これは耐震改修に伴う小学校、中学

校、特別支援学校の学校建設費の繰り越しが主

なものでございますが、これを加えた６５億１

９５４万７０００円が予算現額Ａとなります。 

 支出済額Ｂは５８億２６４万円。隣の欄翌年

度へ繰り越しについては、５億５１万１０００

円、この繰越額は金剛小学校校舎改築事業の繰

り越し２０７３万６０００円、六中体育館改築

事業繰越４億７７７２万３０００円が主なもの

でございます。次に、執行率が９６.４％、歳

出総額に占める教育費の構成比は１０.０％、

前年度と比較して額としてマイナス１億８９８

万８０００円、率としてマイナス１.８％でご

ざいます。 

 それでは、事業に移ります。 

 １４６ページをお願いいたします。 

 款９・教育費関係でございます。 

 まず、小中一貫・連携教育推進事業です。義

務教育９年間を通して系統的、組織的な学習指

導や生徒指導を行うことにより、確かな学力、

豊かな心、健やかな体などの生きる力の育成を

図るための推進体制を整備するものです。 

 決算額２０４万円です。事業開始から４年が

経過しています。教職員の交流が活発になり、

相互理解が進むとともに、合同研修会などを通

して児童生徒理解が図られた、児童生徒の異学

年交流により、人間関係づくりが深まっている

などの成果もあらわれています。 

 平成２７年度、今年度からは市内全中学校校

区で完全導入を行っており、これまでの成果と

課題を検証しながら、より実態に即した事業と

なるよう取り組んでまいります。 

 次のページでございますが、奨学資金貸付事

業に入らせていただきます。 

 経済的理由により、就学が困難である者に対

して奨学金を貸与し、教育を受ける機会を確保

するものです。高校、高専、専門学校、短大、

大学に就学する者に対し、奨学資金を貸与して

います。 

 決算額９７９万６０００円、主に奨学資金貸

付金元利収入を特定財源としております。 

 課題として、貸付金の滞納が生じておりま

す。これまでも電話による納付督促、納付相談

の回数をふやし、収納率の改善につなげており

ますが、平成２６年度は、２８年度より口座引

き落としやコンビニでの支払いも可能となるよ

う、今準備をいたしているところでございま

す。 

 次のページをお願いします。 
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 学校支援委員会事業です。いじめ問題を初め

とする生徒指導上の諸問題において、学校だけ

では解決が困難となった場合などに、弁護士、

医師、臨床心理士、精神保健福祉士からなる専

門委員会を設置し、学校、教育委員会、児童生

徒及び保護者に対し、専門的な立場からの指

導、支援を通じて問題の解決を図り、子供たち

の学びと育ちの保障を図るものでございます。 

 決算額４４万２０００円。その主なものは委

員の報償費です。国の補助金１４万７０００円

を活用しております。 

 不用額が生じておりますが、幸い支援回数が

見込みより少なかったということで、不用額が

出ております。 

 いじめ問題等は子供たちの学びと育ちに大き

くかかわる重要な問題であることから、適時適

切に支援ができるよう、今後の方向性では規模

拡充も必要と考えております。 

 次に、教育サポート事業は先ほど部長から説

明がございましたので、済みませんが、１５０

ページに移らせていただきます。 

 １５０ページの下段でございますが、非構造

部材耐震化事業を説明します。つり天井、照明

器具、バスケットゴール等の非構造部材の耐震

化を行うことで、地震時に児童生徒等の安全を

確保するとともに、災害時の避難所としての機

能を確保するものです。特に、体育館、武道場

については、早急に完了するよう国から方針が

示されております。２６年度は、体育館、武道

場等の現地調査実施設計委託を実施をいたしま

した。 

 決算額３８１３万５０００円、財源として３

０１０万円、合併特例債を活用しています。 

 本事業は、学校施設耐震化の一つであり、施

設設置者としての責務も有していることから、

今後の方向性も現行どおり着実に実施していく

方針でございます。 

 次に、部長説明がございましたので、少し飛

ばさせていただきます。 

 １５４ページをお願いいたします。１５４ペ

ージの上段でございます。 

 要保護・準要保護就学援助事業でございま

す。 

 生活保護法に規定する要保護及び要保護に準

ずる程度に経済的に就学困難な児童生徒の保護

者に対し、学用品費、修学旅行費、新入学用品

費、医療費などの費用の援助を行うものです。 

 また、特別支援教育就学奨励費として、小中

学校の特別支援学級への就学の特殊事情への考

慮と保護者の経済的負担を軽減するため、就学

に必要な経費の一部補助を行い、特別支援教育

の奨励を図っております。 

 決算額は６２９３万円で、対象者数と決算額

がそれぞれ要保護・準要保護就学援助費では、

小学校９７１人で、２２９９万６０００円、中

学校５９９人で、３３６８万円、特別支援教育

就学奨励費では、小学校１５６人で、４７４万

３０００円、中学校３３人で、１５１万１００

０円でした。財源として、国庫補助金を３７６

万３０００円受けております。 

 次に、教育振興事業です。 

 授業に必要な教材、備品等を整備し、学習環

境を整備、充実するものです。毎年、小学校、

中学校、各５校程度をめどに、国の理科教育設

備整備費等補助金を活用し、理科振興備品を整

備し、また、各学校の要望に基づき、授業に必

要な教材、備品を整備しています。加えて、特

別支援学校の図書購入を実施しています。 

 決算額３０３４万６０００円でした。 

 次に、１５６ページ以後の小学校耐震関連事

業についてでございますが、学校施設は、児童

生徒が１日の大半を過ごす活動の場であるとと

もに、災害時には地域住民の避難所としての役

割を担う施設であるということから、市議会に

おかれましても、特段の御理解をいただいてき

たところであり、よって、平成２７年度末に
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は、学校施設耐震化計画に掲げた小学校耐震化

関連事業は完了となります。 

 平成２６年度の事業内容は記載のとおりであ

りますので、不用額についてその理由を説明を

いたします。 

 事業の掲載順が前後しますが、１５７ページ

の下段、泉第三小学校体育館解体事業の不用額

１２１０万円につきましては、予算要求時に解

体する建物にアスベスト含有の可能性があった

ため、アスベスト処理費を含んで積算していま

したが、調査の結果、アスベスト含有なしとの

結果が出たため、不用額が生じたものでござい

ます。 

 金剛小学校校舎改築事業、その他の八千把小

学校、代陽小学校以降のページもございます

が、その他の不用額の残は主に入札の残という

ようなことで、御理解をお願いしたいと思いま

す。 

 次に、少し飛びますが、１６２ページをお願

いをいたします。１６２ページ、下段でござい

ます。 

 語学指導外国青年招致事業です。英語を母国

語とする外国青年を招致し、英語指導助手とし

て学校に勤務させ、日本人教師との共同事業に

て異国文化の紹介、英語音声面での指導、コミ

ュニケーション能力育成のための活動補助な

ど、児童生徒の英語指導に従事させるもので

す。 

 小学校においては、平成２３年度から完全実

施となった外国語活動の中で、学級担任とのテ

ィームティーチングにより、異文化理解や英語

によるコミュニケーションの基礎を培い、中学

校においては、英語担当者とのティームティー

チングにより、音声指導はもちろんのこと、英

語を通したコミュニケーション活動に従事し、

特に話す、聞く活動への関心、意欲の向上を図

っています。 

 特別支援学校におきましては、英語に触れ、

親しむ活動を通して、異文化理解の促進につな

げています。また、市民に対する国際交流活動

への協力も行っています。 

 決算額４６８４万３０００円、外国語指導助

手１０人分の報酬、社会保険料が主なものでご

ざいます。 

 今後の方向性については、中学校において

は、外国語指導助手のさらなる効果的な活用に

ついて検討する必要があるものの、現行どおり

と考えています。 

 次に、不登校児童生徒の適応指導事業です。

くま川教室を設置して、心理的、または情緒的

な原因により不登校状態にある児童生徒に対

し、個別や集団での活動を通して、指導員によ

る適応指導を行い、学校復帰を支援し、社会的

な自立を目指しているものです。 

 在籍数については、２４年度１７人、２５年

度１１人、２６年度１４人でありました。 

 決算額は７７９万５０００円。その主なもの

は、指導員８人分の報償費６５８万１０００円

です。 

 本市における不登校児童生徒数は、近年減少

傾向にあったものの、再び増加傾向にありま

す。今後の方向性については、不登校の要因、

背景が多様であるため、一人一人の課題に応じ

たきめ細かな対応が必要であることから、引き

続き現行どおり取り組む方針でございます。 

 次に、子ども支援相談事業でございます。市

内小中学校に在籍する児童生徒やその保護者、

教職員及び関係行政職員を対象として、いじ

め、不登校、子育てなどの悩みやその対応につ

いて、相談員がアドバイスを行うという事業で

ございます。 

 決算額１１５万９０００円、全額相談員への

報償費でございます。 

 今後の方向性については、学校やスクールソ

ーシャルワーカーと連絡をとりながら現状把握

に努め、教育サポーターや他の関係機関とも連
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携したアドバイスを行う必要がさらに高まるこ

とから、要改善と考えています。 

 次に、下段の第四中学校体育館改築事業でご

ざいますが、以降記載の事業も含めて、中学校

の耐震関連事業についても、平成２７年度末に

は耐震化計画に掲げた事業が完了となります。 

 事業内容は記載のとおりでありますので、不

用額について理由を説明します。 

 第四中学校体育館改築事業から、１６７ペー

ジの第七中学校校舎耐震改修事業までの不用額

の主なものは、入札残でございます。 

 その下の坂本中学校柔剣道場解体事業の不用

額は、予算要求時に、先ほども同種理由を申し

ましたが、アスベスト処理を含んで積算してお

りました関係で、調査の結果、アスベスト含有

なしという結果が出ましたので、不用額が生じ

たものが主なものでございます。 

 次のページをお願いいたします。 

 医療的ケア支援事業でございます。八代支援

学校において、人工呼吸器を装着している児童

生徒の安心・安全な学習環境の実現、及び保護

者の負担軽減を図るものでございます。保護者

と訪問介護ステーションの契約に基づき、人工

呼吸器の操作、管理を行うことができる看護師

を派遣してもらい、市が訪問介護ステーション

に対して補助を行っております。 

 決算額は１２７万８０００円でございます。 

 今後の方向性については、特別支援学校に在

籍する児童生徒の障害は年々重度、重複化、多

様化しており、専門の看護師による医療的ケア

は不可欠な状況にあります。全ての子供に学び

の環境を保障するため、本事業は重要であり、

現行どおり実施というふうに考えております。 

 次に、特別支援学校校舎改築事業と、同じく

校舎耐震改修事業でございます。 

 八代支援学校の旧校舎につきましては、３棟

が補強できないことから、学校の南側に新たに

用地を取得して、新校舎を建設するなどし、平

成２６年度には学校施設として安全で快適な教

育環境の整備が図られ、また、災害時における

避難所としてその安全性を高めることができた

ものであります。 

 特別支援学校校舎改築事業の決算額は６億１

８０４万８０００円、不用額は入札残です。 

 特別支援学校校舎耐震改修事業の決算額は６

３３９万５０００円、不用額は入札残と学校側

からの工事内容の変更要望があったことから、

工事内容の一部見直しをしたことによるもので

ございます。 

 次のページをお願いします。 

 準要保護就学援助事業です。さきに類似の事

業名がありましたが、本事業は、経済的理由に

よって、就学困難と認められる児童生徒の保護

者に対し、予算の範囲内で学校給食費の援助を

行うものでございます。 

 決算額７０５７万円で、対象者は小学校９７

２人、中学校５８４人でございます。 

 今後の方向性については、認定業務や他の就

学援助経費と一括して実施することで、事務の

効率化や人件費の削減ができないか検討の余地

があるのではないかと考えておりますので、要

改善といたしております。 

 次に、学校給食施設管理運営事業です。安全

で安心な学校給食の提供を行うため、学校給食

の運営、学校給食の実施に必要な施設設備の維

持管理及び整備、学校給食従事者の労務管理、

及び研修の実施等を行っています。 

 学校給食センター６カ所――麦島、南部、西

部、中部、千丁、東陽の各給食センターで９２

６１食。単独調理場９カ所――代陽小、八竜

小、鏡小、鏡西部小、有佐小、文政小、泉八

小、坂本中、鏡中で２０９４食を提供していま

す。 

 決算額は１億８９０１万３０００円です。 

 今後の方向性としては、長期的な視点ではご

ざいますが、施設設備の老朽化や学校給食衛生
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管理基準に順次適応していくために、計画的な

施設整備を行う必要があることから、規模拡充

というふうに考えております。 

 次に、公益財団法人学校給食会運営補助金事

業でございます。本市の約８割に当たる学校給

食の調理、配送、及び給食用物資の調達を行っ

ている学校給食会の運営に必要な人件費などを

補助し、学校給食の円滑な運営を図り、児童生

徒の心身の健全な発達に資するものでございま

す。 

 決算額２億９７８５万３０００円です。 

 学校給食会は、旧八代市からの出捐金をもと

に昭和５８年に財団法人として設立、以来旧八

代市のエリアで学校給食の調理、配送、食材の

調達業務を担っており、その果たす役割には大

きなものがあります。 

 今後の方向性については、学校給食会の有す

るノウハウを活用しつつ、長期的な視点からは

民間委託も含めた検討も必要と考えておりま

す。 

 次に、人権教育事業です。部落差別を初め、

あらゆる差別の解消を図るため、地域人権教育

指導員や専門講師を活用し、人権意識の向上に

努めています。 

 また、解放学習会などの学習会を支援し、西

宮・上日置集会所の維持管理を行っています。 

 決算額７３４万５０００円。特定財源として

県補助金を活用しています。今後の方向性とし

ては、より多くの市民の皆様の人権意識の向上

が図られるよう、改善に努めていく必要があり

ます。 

 次に、次ページの学校・家庭・地域の連携協

力推進事業です。未来を担う子供たちを健やか

に育むためには、学校、家庭及び地域住民等が

それぞれの役割と責任を自覚しつつ、地域全体

で教育に取り組む体制づくりを目指す必要があ

ります。このため、地域の実情に応じ、自主的

に行う学校、家庭、地域の連携協力のためのさ

まざまな取り組みを支援するものでございま

す。 

 放課後子ども教室では、放課後の空き教室を

活用して、子供たちの安全・安心な活動拠点を

設け、地域の方々の参画を得て、さまざまな体

験活動、学習活動、交流活動が実施されていま

す。 

 学校支援地域本部事業では、第四中学校校区

において、地域住民の参画による地域の実情に

応じた取り組みとして、学校において学習補助

や業務補助などの学校支援が行われています。 

 決算額２３０万２０００円で、特定財源とし

て県補助金を活用をいたしております。 

 次、１７０――、恐れ入ります、１７４ペー

ジをお願いいたします。 

 校区公民館事業でございます。市民の学習の

場、交流の場として利用できる社会教育施設と

して、また、地域における生涯学習の拠点とし

て、さまざまな事業を実施することにより、多

くの人に利用され、地域住民の教育文化活動の

拠点となるよう、事業に取り組んでいます。 

 決算額は７５０万４０００円です。 

 今後の方向性としては、住民自治によるまち

づくりの進展に伴う各地域協議会との連携を念

頭に置きながら、コミュニティセンターで行う

事業と公民館事業として行う事業との住み分け

を行い、市民が集う学習の場、交流の場として

活気ある施設となるよう、改善に努めていく方

針でございます。 

 次から経済文化交流部の分も入ってまいりま

すので、次に１７８ページの説明に移らせてい

ただきます。 

 小中学生読書運動事業でございます。推薦図

書を各学年ごとに設定し、各学年の目標読書冊

数を読破していく取り組みを通して、本市の小

中学生の活発な読書活動の推進を図っているも

のです。 

 読書活動の推進により、小中学生の学力の向



 

－76－

上、豊かな心の育成、郷土を開く人材の育成に

もつながることを期待しております。 

 学年ごとの年間目標読書冊数を達成した児童

生徒に対しては、年度末に表彰を行い、意欲を

高めています。 

 決算額は２５５万円で、特定財源のふるさと

八代元気づくり応援基金を活用しています。 

 今後の方向性としては、読書に対する興味、

関心を高め、読書好きな児童生徒をさらにふや

すための工夫や、市立図書館や学校図書館支援

員との連携が効果的に図られるよう、要改善と

いたしております。 

 次に、博物館特別展覧会事業でございます。

特別展覧会は、市民がすぐれた芸術作品や貴重

な歴史資料に親しむことにより、市民文化創造

に対する意欲を高揚させるとともに、確かな歴

史認識のもと、郷土愛を醸成する機会を提供す

るため、年４回開催をいたしております。 

 平成２６年度も市民に国内第一級の芸術作品

を楽しんでいただくことができました。年間の

目標入館者数も１万３０００人に対し、１万８

０２６人という、好結果を得ることができまし

た。 

 事業の内容、決算の内容については、それぞ

れ記載のとおりでありますので、開催期ごとの

骨子について報告をいたします。 

 春の特別展覧会では、京都相国寺と金閣・銀

閣の名宝展を開催し、日本が世界に誇る京都の

名刹相国寺と金閣・銀閣が所蔵する貴重で魅力

あふれる名宝の数々を熊本県内で初めて一堂に

紹介いたしました。雪舟や伊藤若冲、本阿弥光

悦など、市内外からの来館者を魅了いたしまし

た。 

 夏の特別展覧会では、弥生人を追跡せよ！！

を開催し、近年の発掘により、実像が明らかに

なってきた八代の弥生時代について、土器や木

製品、金属製品などの出土資料により紹介をい

たしました。 

 次のページの秋の特別展覧会では、もののふ

の美と心―八代城主・松井家の刀剣と刀装具を

開催し、旧八代城主松井家伝来の刀剣を八代で

は初めて一堂に紹介しました。 

 冬の特別展覧会では、お姫さまの婚礼道具を

開催し、冬の観光の目玉として、毎年開催して

います城下町やつしろのお雛祭りに彩りを添え

るため、松井家伝来の大名婚礼調度の数々を一

堂に会し、公開したところでございます。 

 次に、款１０の災害復旧費に移り、１事業説

明をさせていただきます。 

 １９０ページをお願いします。１９０ページ

の下段でございます。 

 学校給食施設災害復旧事業です。平成２６年

度台風８号に伴う西部学校給食センターボイラ

ー用煙突の修繕料１４万円でございます。 

 以上が、調書に基づく歳出の説明でございま

す。 

 続きまして、別冊の歳入歳出決算書により、

主な流用について、３本御説明をさせていただ

きます。 

 １７１ページをお願いいたします。 

 １７１ページの上段は、これは小学校、学校

管理費になりますが、その中のですね、真ん中

の段の小学校管理運営事業というのがあります

が、その欄にある一番下でございます。１１節

より１２節へ流用２２０万３０００円というの

がございます。これは、八代小学校ほか４校の

樹木剪定伐採、今非常に樹木伐採の御要望が地

域からも多うございますが、その伐採に当たり

まして、予算不足が生じたため、修繕料から手

数料へ流用をして対応させていただいたという

ものでございます。 

 次に、１７５ページをお願いします。 

 １７５ページの備考欄の上の升の一番下にな

ります。１８節より１１節へ流用１１３万７０

００円です。これは、年度当初に電気料金の増

額改定が昨年度あったことから、電気料の当初
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見込みを上回り、予算不足が生じたため、備品

購入費から光熱水費の電気料に流用をして対応

をさせていただいたものでございます。 

 それと、１７９ページをお願いいたします。 

 １７９ページの真ん中の欄の特別支援学校関

係の欄の下から２番目でございます。１５節よ

り１３節へ流用ということで７４０万３０００

円、金額が多額に上っております。 

 これは、款項目で書いてありますように、特

別支援学校の校舎改築を行うに伴いまして、校

内美化を願う地元の要望が非常に強く、旧状況

の中でいろんな樹木が大きなものを複数やって

おった状況でございます。そのため整備にあわ

せまして、樹木整備を行う必要が生じたため、

工事請負費から樹木整備を行うための委託料に

流用をさせていただいたということで、支援学

校の一体整備の一環ということでぜひ御理解を

いただきたいというふうに考えております。 

 以上で、教育部が所管します決算についての

説明とさせていただきます。 

 どうぞよろしくお願いいたします。 

○委員長（矢本善彦君） ありがとうございま

した。 

 本日の予定は、第９款・教育費中、経済文化

交流部関係分までということでございました

が、今後の日程に繰り越すことについて、御協

議をお願いいたします。 

 お諮りします。 

 どんなでしょうか。よろしいですか。 

（｢異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（矢本善彦君） お諮りします。 

 第９款・教育費及び第１０款・災害復旧費

中、教育部関係分の質疑以降の審査について

は、今後の日程に繰り越すことについて御異議

ありませんか。 

（｢異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（矢本善彦君） 御異議なしと認め、

そのように決しました。 

 以上で、本日の日程は全て終了いたしました。 

 次回の委員会は、１０月の１６日金曜日、午

前１０時開会となっております。よろしくお願

いいたします。 

 それでは、これをもちまして、本日の決算審

査特別委員会を散会いたします。 

（午後５時０７分 散会） 

 

八代市議会委員会条例第３０条第１項の規定に

より署名する。 

    平成２７年１０月８日 

決算審査特別委員会 

委 員 長 
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